
関西学院大学審査博士学位論文

弓

近世フランス貴族の女性相続人

－貴族家系の継承における女性の役割一
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（要旨）

フランスの貴族階級が実践した相続の方法は、男系の長子相続を原則においていた。し

かし、家系に男性がいなくなっても、それで「家門」が終わりとはならない。貴族は残さ

れた娘に長男と同等の権限を与えていたからである。それが「女性相続人(heritiere)」

という制度である。

本稿が関心を寄せたのは、こうした貴族の女性、とりわけ女性相続人の存在である。男

系原理の相続システムに支配されている貴族社会のなかにあって、貴族の女性は実際にど

のような存在であり、どのような役割を果たしていたのだろうか。本稿では、この問題意

識をもとに、中世から近世への転換期にあたる15世紀から17世紀半ばにおける、フラン

ス貴族家系の継承のなかに占める女性相続人の存在とその意味を、当時の史料をもとにで

きるかぎり正確に描き出すことを目的においた。

上記の目的を達するため、本論は2部構成をとった。まず、第1部では、貴族の相続と

継承の基本的類型を考察した。そこからは、どの貴族層も「貴族の相続」と呼ばれる、相

続の実践をおこない、それによって自らの家系のアイデンティティを築きあげている姿が

浮かびあがってきた。さらには、この時期に特徴的である貴族の人口動態の危機という現

象を前に、女性相続人を輩出した家系が護ろうと必死になったのも、こうした家系のアイ

デンティティであった。とりわけ、家名や家紋といった象徴的な財が「家門」を表象する

とみなされ、そのため男性を欠くことになった多くの家系では、「代襲相続」という手段で

自らの「象徴財」を保ち続けようとした。ただし、女性相続人家系の代襲に対しては､代

襲を要求された側が、拒否反応を示す。己の家系アイデンティティが脅かされると感じた

からである。

代襲相続が、あまり上手く機能しなくなってきたことに気づいた貴族たちは、象徴財の

相続を工夫し、家系の垂直のラインに固執するのをやめていくようになった。かわって、

家名や家門の継承のされ方に、共系で継ぐという選択が多くみられるようになる。象徴財

を維持させることで、家系の存続をはかろうとする貴族にとって、より確実な継承方法を

求めて、意識を変えていくことは苦もなかったのである。

第2部では､貴族の相続の基本類型から判明した家系存続の複雑な問題を、女性相続人

の結婚を通して再度、考察する。姻戚関係を結ぶ両家系ともに家系意識があり、その意識

は結婚にどう反映されてくるのかを探るため､まず､女性相続人と結婚する側の立場から、

貴族家系にとっての女性相続人との結婚の意味をみていった。ここで垣間見えた事例から



は、女性相続人との結婚によって、家系を発展させていく貴族の姿が浮かびあがると同時

に、そうした「幸運」を求めて、違法に近いやり方で女性相続人に近づく貴族が少なから

ず存在したことが明らかになった。ただ、結婚相手となる女性相続人側の家系のほうも、

それへの対処法は擁していた。たとえば、女性が「誘拐」されたことにして、結婚を無効

にするなど、親族側の結婚への介入が強化されてくるのも対処の一環である。

最終章では、こうした女性相続人側の立場から、彼女たちの行動様式を明らかにしてい

く。より具体的に女性相続人の結婚政策を確認していくことで、家系の一員としての立場

を彼女性相続人たちは、どのように理解していたのか分析し、貴族家系の継承における女

性の役割をみていくことにする。一
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序章

近世フランスの貴族と女性

第1節貴族家系のなかの女性

家柄の古さを誇る近世フランス貴族の家系図をフランスの古文書館で閲覧すると、男系

で垂直に家系が脈々と継承されてきたことが一目瞭然で、その強烈な祖先意識に驚かされ

る｡次頁の史料は､南フランスのガスコーニュ地方の貴族､モンテスキュー(MontesqUiou)

家の家系史書1の冒頭に掲載されている家系図であるが、数えると27代にわたって、男系

で家系が受け継がれていることがみてとれる。

『アンシアン・レジーム期の結婚生活』を著したフランソワ・ルブランが、「貴族階級で

は､長子の結婚は､男子の誕生によって家系と家名を存続させることを主たる目的とする」

2と述べているように、近世フランスの貴族においては、男系それも長男によって家系が

継承され、維持されていくと一般的に考えられている。しかし、その当時の多産多死の人

口動態を想定すれば3，家系は本当に長男にしか託し得ないものだったのかという疑問が

わいてくる。「家名の誇りと、それを永遠に継承し、それにともなう財産、領地、特権官

職、地位を子孫に遣し、さらにもし可能ならばそれらを増やしてゆく」4という荷の重い

使命の頼みの綱が、男子の誕生という、いうなれば偶然の要素が多く働く出来事だけとい

うのでは、あまりに心許ないのではないだろうか。

たしかに、貴族階級が実践した相続の方法は、男系の長子相続を原則においていた。し

かし、家系に男性がいなくなっても、それで終焉とさせないために、貴族は残された姫に

長男と同等の権限を与えている。それが「女性相続人(heritiere)」という「制度」であ

る。後述するように、女性相続人という存在よって、存続の危機に陥った家系は息を吹き

返すことになる。いくつか例をあげてみよう。

西フランスに位置するブルターニュ公国では､1341年ブルターニュ公ジヤン3世が亡く

なると、1335年にすでに公国の推定相続人に指名されていた一人娘のジヤンヌ（ジヤン

ヌ・ド・パンチエーヴル）が、ブルターニュ女公にたった。彼女は一介の伯家の、それも

長男でない男性、シヤルル・ド・ブロワと結婚する。シャルル・ド・ブロワは女公と結

1
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婚したあと、1342年からは自身の紋章をブルターニュ公家のものへと変更している5．公

国は女系で受け継がれることの明確な意思表示である。ただ実際の公国君主6として表舞

台に立つのは、（夫の）シヤルル・ド・ブロワであった。彼はブルターニュ公の有する諸権

利のひとつである貨幣鋳造権を行使して、1358年には金貨を発行させている7。

さらに、そのおよそ百年後、ブルターニュ公国はまたもや家系に男子を欠くこととなっ

た｡そこで、1486年2月、ブルターニュ公フランソワ2世は、公国三部会において、家系

に2人だけ残された娘たちの公国相続権を承認させ、長女のアンヌを宗主として認めるこ

とを誓わせたのである8．女公としてのアンヌが鋳造させた貨幣も現存している。1498年

の年号が打たれたこの貨幣には、表面の縁を「神のご加護によりフランス王妃でありブル

ターニュ女公たるアンヌ」とラテン語で銘打ち、真ん中には、王冠をかぶり、ブルターニ

ュの紋であるアーミンとフランスの紋である百合花模様のマントを羽織って玉座に座り、

左手に王杖、右手に剣を携えた最高権力者としての装いに身を包んだアンヌの姿が彫られ

ている（第3章紋章図版の図12を参照)。彼女はフランス国王シヤルル8世と結婚し、

のちに寡婦となったが、この貨幣の銘文は、それでも公国は独立した国家であること､彼

女はその独立公国の主として行政に関与していく方針であることを強く打ち出した決意表

明と受け取れる9。

ここで注目したいのは、アンヌがフランス王妃の立場にあることも、ブルターニュ女公

であることと同じように強調されている点である。これは、フランス王妃の立場にあると

いうことが、以後ブルターニュの独立を維持していこうとするブルターニュ公家に有利に

働くと考えられたからではないだろうか。1498年の時点で、フランス王家はどの大諸侯の

家系より強大になっていた。ブルターニュ公国の独立と維持に、他のどこからも横槍を入

れられないためには、公国の主自らがフランス王妃であることが最大の盾となり、問題を

回避できると考えられたと考えられる。その心証をより確かなものにしたのが、前夫シャ

ルル8世の死から1年とたたないうちにアンヌが新しくフランス国王に即位したルイ12

世と再婚し、再び王妃の座に返り咲いたことである。ルイ12世はアンヌの古くからの友

人であり’0，アンヌの描いた独立したブルターニュ公国の維持という構想にも理解を示し

ていた11°彼らの結婚契約書には、「ブルターニュ公国の名が続き、廃止されることなき

よう、（中略）くだんの結婚から誕生する次男が､あるいは男子に欠く場合は女子が(中略）

この国の君主とならんことに同意する」と明記されている’2。すなわち、ブルターニュ公

国はフランスから独立したまま、女系で受け継がせる選択をとったのである。その政策を

3
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担保するうえで、「フランス王妃」というポストにいることは最良であっただろう。したが

って、アンヌ・ド・ブルターニュとルイ12世の結婚は、いわば「連合王国」体制を確か

なものにするための布石となり、アンヌの公国行政への関与は、次世代のためのモデルを

示すものだったのである。

王族や大諸侯といった上層の貴族だけが、女性相続人を介して家産（所領）を安定･維

持させていたわけではない。たとえば、ノルマンデイ地方にあるフェリエールという所領

も、5世代のあいだに3度､女性によって相続されている。1604年時のフェリエール女性

領主シャルロット・デ・ジュルサンの臣従誓書がそれを物語っている。

「私､オーシーの領主夫人かつ副伯夫人であり、フェリエール女性領主でユスタッシュ・

ド・コンフラン様の妻であり配偶者であるシャルロット・デ・ジュルサンは（中略)生

前のアルマンチエール領主で、今は亡きジル・デ・ジュルサン様と生前のフェリエール

女性領主で、今は亡きシャルロット・ダルス様、私の父と母の娘であり女性相続人であ

る。くだんの女性アルスも、生前のフェリエール領主で、今は亡きニコラ・ダルス榛の

娘であり女性相続人である。くだんのニコラも同様に、ご両親で、生前のバスチ領主で

あり騎士身分であったアントワーヌ・ダルス様と女性領主フランソワーズ・フェリエー

ル様の息子であり相続人である。くだんのフランソワーズも同様に、生前はくだんのフ

ェリエール領の領主(baron)であったジャン・ド・フェリエール様の娘であり女性相競人

である」’3

さらに、シャルロット．デ．ジュルサンは、この誓書の後半で「家産は彼（夫）と分け

ている」14と述べていることから、フェリエールの所領は、夫の家産と混合されることが

ないように、財産分置の措置がとられていることも確認できる。このように、アンヌ・ド・

ブルターニュが公国のレヴェルでおこなった所領の独立と維持を、地方にいる中小の貴族

レヴェルの女性相続人までもが、規模が異なるとはいえ、実践していたことになる。こう

した女性相続人を介して家産が守られ、代々受け継がれていく方策は、むしろ貴族一般の

ものではなかっただろうか。

たとえば、ブルターニュ地方の中部ガエルのアラドン司教区内にあるラ・シェネの城館

は、1541年に作成されたその地の小貴族ジル・ギボンの財産目録から、彼の妻であり女性

城主であるジユアンヌ．ギルモが相続したことがわかっている15｡1464年の彼女の父祖
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と思われるジヤン・ギヨ16の年収は、ブルターニュの軍役台帳によって60リーヴルだっ

たことが判明しているので、軍役台帳に載るブルターニュ貴族の収入をもとにした序列か

らみると、ギルモ家は小貴族に分類できるだろう17．ジュアンヌ・ギルモとジル・ギボン

の結婚からは一人娘しか誕生しなかった。この女性もまた、ラ．シェネ城の女性城主とし

て、ヴァンヌの管理官(capitame)と結婚している18°ここで注目したいのは、小貴族で

あるゆえに、ギルモ家が貴族であることの何よりの証として重要視したはずの城館という

家産が、相続する男性がいないため、女性で受け継がれているという事実である。

このようにみると、近世フランスの貴族の家産相続には、もちろん男系原理が強く働い

ているにせよ、女性による家産の相続・継承も実際にあったことで、逆にいえば、女性が

一定の範囲内で機能していたのではないかと思われるほどである。もっとも、女性相続人

を輩出した家系が不安定な危機状態に陥ったことは間違いないだろう。けれども、それが

ただちに家系消滅へとつながるわけではなく、家系の消滅が決定的となるのは、その家系

の血を受け継ぐ人がまったくいなくなるときである。その意味で、貴族家系にとって､唯

一の女性相続人は、家系の存続の鍵を握る存在であったと考えられる。現にアンヌ．ド．

ブルターニュは、周辺の大諸侯の領国が相次いで消滅していくなかにあって、父から受け

継いだ公国を維持するのに成功している。

本稿が関心を寄せるのは、まずはこうした貴族の女性、とりわけ女性相続人の存在であ

る。男系原理に支配されている貴族社会のなかにあって、貴族の女性は実際にどのような

存在であり、どのような役割を果たしていたのだろうか。一般にネガテイヴな存在とみら

れがちな貴族女性だが、当時の貴族社会のなかによりポジティヴな形で位置づけることは

できないだろうか。このような問題意識をもとに、本稿では、中世から近世への転換期に

あたる15世紀から17世紀半ばにかけての時期を主たる対象とし、フランス貴族家系の継

承のなかに占める女性相続人の存在とその意味を明らかにすることを通じて、当時の貴族

の女性像や彼女たちの生き方（マンタリテ）に迫っていきたい。もっとも、本稿の問題意

識や研究の方法をより詳しく論じるにあたっては、先行する近世フランス貴族の研究動向

をふまえる必要がある。

第2節貴族研究の発展と展開のなかで
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（1）貴族史研究の流れ

アンシアン・レジーム期の本格的な貴族研究は、意外と思われるほどに遅く始まり、よ

うやく最近になって、まとまって研究の対象となっている。たとえば、近世社会史研究で

草分け的な位置を占めるグベール『ボーヴエとボーヴェジ地方』(1960年)19，ル・ロワ・

ラデュリ『ラングドックの農民』（1966年）20では、おもに非特権階級である都市民や農

民の活動が取り上げられており、領主階級としての貴族層は「領主＝農民」という支配．

従属関係から論じられることはあっても、貴族の実態を直接的な焦点としたものではなか

った。1960-70年代まで、フランスの研究者のなかで、とりわけ民衆史に力点をおくア

ナール学派の研究において、特権階級たる貴族への関心はきわめて低かったのである。

その点で、貴族研究に新たな活力を吹き込んだのは、メイエールの大著『18世紀のブル

ターニュ貴族』（1966年)21であった。その冒頭の研究史紹介で、メイエールは従来の貴

族研究を以下のように批判している。「貴族研究は広がりすぎていて､かつわずかな例外を

除いては凡庸である。広がりすぎ、というのは、経済史、社会史、政治史の分野で多少な

りとも、貴族の問題を扱わない研究はないからであり、凡庸というのは、そうした作品の

うち、ごくごく僅かなものだけが貴族の『内部』に向き合うか、あるいは第二身分の研究

に焦点を合わせているにすぎないからである」22°この文章からわかるように、メイエー

ルは、フランスー般の抽象的な貴族イメージではなく、また、エピソード．物語的な歴史

ではなく、より具体的に、18世紀のブルターニュ地方に特有のさまざまな貴族身分の実態

を、地方の古文書館に埋もれている史料を駆使することによって解明しようとしたのであ

る。

メイエールの研究の影響・刺激のもとに、貴族研究においても、地域を限定した、より

実証的なモノグラフィが増加してきた。たとえば、それぞれオーヴェルニュ地方、ボース

地方、ブルターニュのヴアンヌ地方に関するシヤルボニエ（1980年)、コンスタン（1981

年)、ガレ（1983年）の研究である23．メイエールが提唱した「新貴族(anobn)」につ

いても、ロラン・ムーニエの指導のもとにソルボンヌ大学（現在のパリ第4大学）を中心

に「官職貴族＝法服貴族(noblessederobe)」の研究として進められた。グルッセによる

ブザンソンの法服世界の研究（1978年）24、デイウオールドによるルーアン高等法院官

僚の研究（1980年）25はその代表的なものである。こうした法服貴族の研究は、現在、

社会科学高等研究院(EHESS)のデシモンのもとで精力的に展開されている。「剣の貴族」

についても、その後、宮廷貴族の一翼を担った大貴族である「公爵同輩衆(ducetpaire)」
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がラバテユによって26、中央（宮廷）と地方をつなぐ中間的・媒介的な貴族がブルカンに

よって明らかにされた27．ブルカンはそうした政治的にたちまわる貴族層を「第二の貴族

(nOblesseseconde)」と呼んでいる。

その一方、貴族のアイデンティティの問題にも大きな関心が払われるようになった。こ

の方面の研究の第一人者であるジュアンナは「種族(race)」という語に着目し、そこに世

代を超えて（世襲的に）貴族層に受け継がれていく血や名誉の観念を見出している28．16

世紀の「種挽とは「父系集団(patrilignage)」のことであって、その集団のなかで貴族

特有の「資質(qualite)」も育成され継承されていくと考えられた。世襲で受け継がれて

いくこの「種族」の観念は、本稿が対象とする15－17世紀の貴族の支配階級としての意

味や役割を正統化するものだった。なお、こうした貴族のアイデンティティについては、

フランスよりも英米の研究者によって盛んに取り上げられており、シャークをはじめとす

る優れた研究がある29．貴族間や官僚間の紐帯を示す「忠誠関係(hdelite)」はムーニエ

が提起した概念だが30、これもケタリングの「クリアンテル」論などおもに英米系の研究

者によって採り入れられた31。

（2）貴族家系とその存続の問題

このように紹介すると、貴族研究はかなり進展しているような印象を与えたかもしれな

いが、実際には、かなり空白になっている部分が多い。その最大の原因は、実証研究に足

りる貴族史関係の史料が、通時的に、まとまって古文書館等に存在しないからである。ま

た、貴族には宮廷の大貴族から地方の貧しい貴族まで、さらに貴族か平民かよくわからな

い人々（＝「擬似貴族｣）まで、非常にさまざまな集団を含んでいる。貴族かどうかを謝り

する指標も、時期によって暖昧なままなので、研究自体がとても難しい。

それでも、近年では、そうした貴族の生成・上昇・継続・(そして衰退）をめぐっての実

証的な研究がなされるようになった｡そこでは、市民や農民などの平民がどのように貴族

に成り上るのか、どのようにして貴族として認知されるのか、王権はそれにどのように対

処したのか、などが重要なテーマとなっている。この点では、阿河雄二郎がルイ，4世時

代の「貴族改め」をもとに、貴族への上昇のプロセスを検証している32･それとは逆に、

ナシエは貧しい貴族がどのように体面を維持し、没落（あるいは身分の喪失）を免れよう

としたかを、ブルターニュ地方を対象とした『貴族と貧困』（1993年）33で解明した。こ

の著作には、ブルターニュでは貧しい貴族が圧倒的に多いこと、そうした貧しい貴族が商

7



業や手工業などに従事した場合に適用される「貴族位失格(derogeance)」という禁止が

現実にどのように適用されていたかなど、興味深い指摘がなされている。

その後、ナシエは前述した貴族の家系意識の問題に本格的に取り組むようになり、とく

に未開社会や民俗社会の研究に用いられる文化人類学的・人口学的な手法をフランス貴族

家系の分析に大胆に応用しようとした点で注目されるようになった｡その一連の研究34か

らは､後述するような、貴族家系の存続のためのさまざまな「戦略」が浮き彫りにされて

いる。そのような問題関心をさらに発展させて、ナシエは最近の著作『親族、貴族、王朝

国家（15-16世紀)』（2000年）35で、父系や母系などによる親族関係を貴族意識の核と

位置づけ、貴族の「家」や「血統」の意識が社会の紐帯関係にどのような形で作用したか

を論じた。ナシエによれば、そうした親族関係が15－16世紀の大貴族による「王朝国家

(etatdynastique)=領邦国家(principaute)」を成立させていたひとつの要素だったの

である。

ナシエと同様に、貴族家系の生成と継続の問題を社会学的な分析手法を用いて考察して

いるのが、デシモンとアダである。その場合、デシモンは、おもにパリ高等法院などのい

わゆる法服貴族層を扱い36、アダは古い家系出身の貴族層を対象に、それぞれ「貴族の再

生産」という視点からの解明をはかっている37．彼らの用いる「再生産」という用語は、

周知のように社会学者のブルデューからの転用だが、つねに反復され、繰り返される家系

という貴族の抱く観念を「再生産」という用語から理解しようとする手法はとても斬新で

ある。なお、こうした方法論はナシエが用いる文化人類学的な方法とも近い。

それでは、貴族の家系意識とはどのようなものであったのだろうか。より具体的にいえ

ば、ジュアンナやナシエが指摘する「父系集団」や、それを基盤とする貴族の親族関係、

さらに、貴族が継承される場合に常用されたとされる相続制度はどのようなものであった

のだろうか。

圃

〕

（3）貴族の相続理念

貴族の「再生産」を考察する場合、もっとも重要な課題は貴族の基本的な相続のありよ

うを理解することである。

さて、中．近世のフランスでは、相続に関する法制度は、家族、結婚、後見などの人に

関する事柄と、不動産、所有権などの財に関する事柄に分かれる「私法(droitpriv6)」の

もとに位置づけられ、機能していた38°中．近世の私法は、フランス南部では成文法､そ
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の他の地方では慣習法の影響力が強い39。また、12，13世紀に封建制が確立されるにつ

れて、臣従制と封土授与の産物としての封建法が私法の領域にも影響を及ぼすようになっ

た40。したがって、10-16世紀においては、成文法、慣習法、封建法、教会法、同業組

合法といったさまざまな法が、各人が所属する地域や身分に従って適用されていたのであ

る。その際、おもに貴族に関する身分、財産制度、相続を取り決めていたのは封建法であ

る。封建法における相続のあり方をみていこう。

封建法の主たる目的は、上級領主への軍役奉仕と、封土の細分化を防止することにあっ

た。軍役をきちんと実施するには、一定の所領（封土）や財産の保持が不可欠である。そ

こから、長子相続権、男子優先、父祖除外という3つの原則が出てくる41。まず、長子相

続権は､10世紀の封土授与契約条項に｢封土は分割してはならず､相続人一名に帰属する」

と記されたのが起源とされる。それは、封建法にも各地の慣習法にも影響を及ぼしていっ

た。もっとも、その法は各地方によって差異がある。たとえばノルマンデイ地方では､公

領など上級封土は分割不可で、長子による独占と決められていたが、多くの地方では、長

子が全相続財産の3分の2～2分の1を取得し、残りを弟たちで等分する相続がおこなわ

れていた42．貴族の世界においても、一定の平等志向が働いていたとみられる。

次に男子優先であるが、当初、女性はすべての封土相続から完全に排除されていた｡そ

の理由としては、女性は軍役奉仕がおこなえないのではないかなど、性を理由に臣従奉仕

の不可能を懸念する声があげられる。しかし、11世紀には南フランスで女性の封土取得が

確認されており、受封者の上級領主への軍役奉仕には夫（や部下）が代理となれば問題が

ないので、女性領主は一般化してゆく。そのため、自身の臣従となり得る女性領主の詰婚

をめぐって上級領主が介入することも頻繁になった43．

最後に父祖除外については、年齢による奉仕が不可能な点が問題とされた。それが封建

法の原則として｢封土はさかのぼらない｣という有名な法諺を生み出すこととなるのだが、

実践面において、子孫が不在の場合、土地財産が傍系親族に継承される事例はたびたび確

認されている44°

以上、相続に関する封建法の原則を見てきたが、理念的な面では男系原理が色濃く打ち

出されていることがよくわかる。ただし、実践面に関しては、必ずしも原則一辺倒という

わけではなく、臨機応変に、あるいは弾力的に運用されていただろう。「男子優先」の原則

が支配的ななかにあっても、’'世紀以降には女性領主の存在が確認されるなど、原則通り

にはいかない事情が早くから認められるからである。おそらくそれは、軍役奉仕をきちん

9
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と果たしうる成人男子を確保しえない人口動態的な要素の反映でもあったのだろう。キリ

スト教の厳格な一夫一婦制度のもとで、男系長子相続の原則は、そもそも家系を存続させ

ていくことを不可能にした45．そのような状況のもとで、貴族はどのような手段で「家」

を存続させ、発展（あるいは「再生産｣）へとつなげていけたのだろうか。その点で、重要

で積極的な役割を担ったのが貴族の女性だったはずである。

（4）貴族女性の研究

「,6世紀は女性が歴史にあふれ出た時代である」とベルチエールが述べているように、

15-17世紀のフランスでは、フランス国王の母（母后）をはじめ、王家の女性が摂政に就

任するなど、国政に影響を与えた女性が何人も登場した。たとえば、シヤルル8世の姉ア

ンヌ．ド．ボージュー、フランソワ1世の母ルイーズ・ド・サヴォワ、姉のマルグリット．

ダングレームなどである。彼女たちは、とても知的であり、政治の表舞台だけでなく、宮

廷社会の構築やフランス文化の発展にもおおきな貢献を果たした。そのあと、ベルチエー

ル『ヴァロワ朝のフランス王妃たち』46は、王妃のみならず、王女やナヴァール女王など

王のまわりを取り巻く女性たちを描きだし、そこからこの時代（ブロンドの乱以前）が女

性によって動かされていたと結論づけている。1990年代からは､近世のフランスで社会的

な影響力を有した女性が、どのように考え、行動していたかを考察するための伝記的な書

物が多く出版されるようになった。たとえば、ル・モエル『グランド・マドモワゼル』47

は、ルイ，4世の従姉妹であるモンパンシエ女公の生涯を対象に、この時代における行動

力と経済力に満ちた女性を描き出している。また、メルシオルーボネは’6世紀のフラン

ス宮廷に隠然たる影響力を行使したアンリ2世の寵姫ディアーヌ・ド・ポワチエの暮らし

ぶりを48、デユシエーヌは17世紀に大貴族だけを相手に高級娼婦として名を馳せたニノ

ン・ド．ランクロをとりあげた49。さらにフランス革命史の研究で知られるモナ･オズー

フは、フランス史を彩った女性たちの書簡をもとに、書き手である女性の人物像を浮かび

上がらせた『女性たちの言葉』50を1995年に出版した。ただし、こうした研究に共通す

るのは、自由奔放で個性的なこれら女性の伝記という性格が強く前面に出てくることであ

る。

こうした傾向への反動であろうか､2000年頃からは､近世の女性全体を扱った研究書が

相次いで出版されるようになった。注目される作品には、ポヴァレーブウートウイリ『近

世の女性たち（16～18世紀)｣5'とゴデイノー『16～18世紀のフランス社会における女
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性たち』52がある。それらはいずれも2003年に出版されている。ボヴアレーブウートウ

イリは、2001年にも『アンシアン・レジーム期に寡婦であること』53を刊行した。なか

でも注目されるのは、フランスの王妃論をトータルに論じたコサンデイ『フランス王妃一

象徴と権力（15～18世紀）一』54で、そこでは君主理論に裏打ちされたフランス王妃の

制度的な役割が詳細に展開されている。また、宗教戦争に集約される暴力的な時代背景に

あって、フランスの貴族女性たちが、宗教対立を回避させようと、平和を求める行動を起

こしていたことに注目したのが、ランバンの『平和なる女性フランスにおける宗教の共

存とフランスの貴族女性（1520～1630年)』である。ここでも、貴族女性の政治的立ち回

りが注目されている55°

とはいえ、残念なのは、女性史がかなり注目されるようになっても、その対象は歴史に

特別に名を残した、もしくは身分の高い女性に限られていることで、特権階級に属する貴

族の女性についてさえ、その大半は貴族家系の一員として存在するにとどまり、その実像

が描かれることはめったにない。それでも、今年（2013年）に入って、本稿とほぼ同じ問

題意識を有する研究書が刊行された。すなわち、アナイス・デュフール『《貴婦人》の権力

一一ノルマンデイ地方における女性と所領管理(1580-1620)j56である。デュフールは

考察対象をノルマンデイ地方に限定したうえで、さまざまな境遇にある女性領主による所

領経営の実態を明らかにしようと試み、女性であれ男性であれ、領主としての実態に性差

がなかったと結論づけたのである。管見のかぎり、この研究は女性の領主としての意味や

役割に限定して論じたフランスで最初の業績である｡もっとも、本書の対象の時期は約40

年間と短いので、家系の継続における女性の役割にまで考察の射程は及んでいない。それ

でも本稿では、この書物をも参考にしつつ、議論を組み立てていきたい。

（5）本論の課題

繰り返して述べてきたように、これまでの近世フランスの貴族史研究のうえで、貴族女

性の存在には十分なスポットライトがあたってはおらず、ましてや彼女たちと貴族家系と

の関係の研究はほぼ手つかずの状態にある。ただし、貴族女性を対象とした研究はそれ自

体として増加しているので、いずれ本稿と類似した（あるいはそれを超越した）問題意識

に基づく研究も出てくるだろう。

本論は、これまでほぼ研究の外におかれていた貴族女性を、当該社会のなかにポジティ

ヴに位置づけようとするひとつの試論である。ここでは、中．近世フランスの貴族社会に

11
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おいておこなわれていた貴族の相続慣行や家系存続のための結婚政策のなかで、女性がど

のような意味や役割を果たしていたかを、当時の史料をもとにできるかぎり正確に描き出

すことを目的としている。

その際、貴族女性の家門・家系の存続への関わり方をみていくにあたって、本稿でもっ

とも注目するのは「女性相続人」の存在である。というのも、貴族社会全体に男系原理が

働くメカニズムにあったとはいえ、中世末期から近世にかけての時代背景をみると、貴族

男子の死亡率は非常に高かったからである57。結局のところ、女性を抜きに結婚政策を展

開することは、初めから無理がある。逆説的にいえば、兄弟のいない娘はすべて女性相続

人とみなされうる｡貴族女性が女性相続人であるかないかは､同時代の人々のあいだでも、

はっきりと認識されていた。結婚契約書や臣従誓書などの公文書に女性が顔をのぞかせる

とき、その女性が相続人なら必ず明記されることは、シャルロット・デ・ジュルサンの臣

従誓書からも明らかである。また、そうした史料からは、件の女性領主が女性相続人であ

ることを確認できるだけでなく、彼女の母親も、またその祖母も女性相続人であったかど

うかがわかる。父系と母系の家産を一身に相続する貴族の女性相続人という存在は、家産

の集中を生み出すメカニズムの要因となるが、そうした財産の移動のプロセスを辿ると、

両親のみならず、女性相続人であった母親が受け継いだ祖父母の家産も相続し得る構造が

垣間見えてくる。言葉を換えると、こうした動きのなかに貴族家系の戦略を読み取ること

さえできる。

本稿で徐々に明らかにすることだが、この時期に女性相続人が頻繁にみられること、と

りわけ女性相続人への家産の一極集中化は、地方貴族から諸侯レヴェルの大貴族、あるい

は王族まで、すなわち、第二身分に分類される貴族層に一般的かつ本質的な現象であった

と考えられる。女性相続人の誕生は、彼女への家産の集中を生み、しかもその家産は彼女

の結婚によって、自由に移動し得るものである（＝所有者を変える)。とすれば､そのよう

な事鰻は何を意味しているのだろうか。また、こうした現象を貴族層はどう捉えたのだろ

うか｡後述するように、当然考えられるのは、家系を発展させるために、長男を女性相続

人と結婚させようと奔走する姿である。それと同時に、女性相続人を輩出することになっ

た家系は、近い将来の家産の移動を考えて娘の結婚をコントロールしようとするだろう。

このように考えると、貴族家系の継承のなかで女性がはたす意味や役割は決して消極的な

ものではなく、場合によっては大きな政治的な意味合いをもつことになる。ともあれ､本

稿では、近世フランス貴族の家系の存続に女性相続人がどう関わってくるかをおもに横討

12
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することで、貴族女性全体を考える場合の端緒としたい。

第3節本論の構成と使用する史料

以上のような問題意識のもとに､本論では15世紀から17世紀半ばまでの時期を中心に

考察するが、より一般的に、貴族の家門・家系の存続や、その具体的な表れとしての家産

の相続、継承に焦点をあわせて貴族の実相に迫っていく第1部と、より具体的に、女性相

続人の問題に絞って、その実態を検証する第2部とに分ける2部構成とし、全体として近

世フランスにおける貴族家系の継承における女性の役割をさぐっていきたい。

第1章では、貴族に特有の相続形態であった「貴族の相続(partagenoble)」に現れる

原理とメカニズムをさぐるため、シャンパーニュ地方に拠点を置く、典型的な男系長子相

続で家系が続いていった貴族家系であるメグリニ家の例をとりあげ、貴族の家系継承の実

践をみていきたい。また、そこからあらわれでる貴族の家系意識や、結婚の実践から見え

てくる女性相続人の姿の意味をさぐりたい。

使用する史料としては、従来からよく使用されてきたラ・シェネ・デ・ボワの『貴族辞

典』(LaChesnayedesBois,Dib腹わ､"a血℃先ね"ob"emnfPJ7""オ七gggn金伽電

I世おmm℃eｵなchz℃"O"efts"miLs"ohms*FianCal5vOls.,Paris,1770-1787.)や

アンセルムの『フランス家系史書』(PereAnselme,""ir℃g趣壷"queer

chmnaMque主上j"jgnnmJaた曲F1没"ca"saZz母凛浸nfigo錨忽mz溶咋なのI"mne

“生な』姫EondiJmyet"anciensbam'zs""""maavecmsqua"ZBzZb聰力｡ee"

"pI哩宮sef"azm"生上、曾盆mZZbs..,9vols.,Paris,1721-1733.)を軸に、クール

セルやモルリらによる『家系辞典』(ChevanerdeCourcenes,"jaiz℃g白z壷卿"eet

h由壇価’ue"""容止F1没"cam"浬n曲d増m"鋤も9曲必cozzznnne,"pzZncmams

金mmgno‘たs"Jzn"ume,12vols.,Paris,1822-1833;L・Moreri,LeGIHnd

Djb""""fF℃碓如”aaOu上』姫腹"gecuneux士I錘mjz汐馳czgeerpmfzze…,10

vols.,Paris,1759.）で補足しながら男系長子相続の実態を明らかにする。さらに、フラ

ンス国立図書館に「メグリニ家」としてまとめて保管されている手稿を用い、特に結婚契

約書から、親族関係を読み解き、それが家系意識にどのように反映されているのかをさぐ

る。

13
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次いで第2章でも引き続き、貴族家系の相続と結婚をみていくが、ここでは、家系に男

子を欠くようになってきた貴族層に一般的な現象に焦点をあて、この状態に貴族はどのよ

うに対処していったのかを、おもに成文法地域の相続に特徴的な「代襲」による相続を、

家産の継承のされ方と女性相続人の結婚の両面から捉えていく。相続と結婚の流れをみて

いくのには、対象とした家系（南フランスのカステルノー家）の歴史がまとめられたル・

ラブルールの『モヴイシエール領主、ミシェル・ド・カステルノー殿回想録』(J.Le

Laboureur》Lesmgmo血雷咋me露立ち〃錘hel""sZ役ma"馳靭ZeZZZ･曲』ぬ画v睡勉a

Paris,1659.)を、また、代襲相続の現れ方を捉えるのには、フランス国立図書館、および

レンヌにあるイルーエーヴイレヌ県立公文書館と、ナントにあるロワールーアトランテイ

ック県立公文書館に所蔵されている女性相続人の結婚契約書を使用する。

第3章では、女性相続人が要求する代襲相続で、常に問題の核心となる貴族の家名や家

紋といった「象徴財」に焦点をあて、その受け継がれ方を詳しくみていく。具体的には、

家名と家紋の継承の法則を述べたうえで、貴族が家名や家紋の継承にもとめた「意味｣を

さぐる。また、その前提のもとに、女性相続人の家名と家紋の継承の実態を明らかにし、

父系の原理が働く貴族の相続において、象徴財の相続はどのような役割を果たしたのかを

考察する。ここで使用する史料はおもに紋章図形であり、それが記されているアンセルム

の上述した『フランス家系史書』や19世紀の紋章学者であったド・クーシーの『ブルタ

ーニュ紋章辞典』(PotierdeCourcXMhZZな血℃erazw@zZI曲盈巴勉厚z&2w似たb"

Mayenne,1846(2000);Dibmm7a血℃h蝕洩北的zIe"mで虚gzze,Rexmes,1895(2009.)を

参照にする。それと同時に、ここでも女性相続人の結婚契約書にみる代襲の要求の事例を

数点あげ､実際に家系で受け継がれていく紋章と照らし合わせて、「象徴相続」の実態を確

認していく。

ここまで、第1部は、対象とする地域や対象とする貴族層を変えながら、貴族の相続と

結婚の形態が一般化できることを提示し、同時に家系の存続に関わってくる女性相続人の

存在を浮かび上がらせることを目的とする。

次いで第2部では、近世フランスの女性相続人に絞り込み、彼女たちのとった結婚政策

から貴族家系の存続の問題を扱いたい。その際、結婚によって女性相続人を取り込もうと

する、夫側の家系と、女性相続人そのものを輩出することになった家系の、双方向の家系

の動きから、この問題を立体的に浮かび上がらせる。

そこで第4章では、この時代の暴力的な雰囲気を背景に、女性相続人がしばしば拉致、

14
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誘拐の標的となった事実をとりあげ､「誘拐婚」と呼ばれる結婚形態の実態を明らかにした

い。第5章でも、前章と同様に、女性相続人を取り込むことで発展していく家系の事例を

あける。ここでは第2章でも扱った、成文法地域に特有の、遺書による財産相続をとるこ

とで可能となる「代襲」のシステムを一例にあげ、そこから家系の存続という社会的な問

題を、宗教戦争を背景にした政治的、宗教的な問題と連動させて、女性相続人を取り巻く

環境を明らかにする。使用する史料は、おもに女性相続人が代襲相続を認めたとされる遺

言書であり、これはフランス国立公文書館に所蔵されているものである。

続く第6章は、前章とは当事者の立場を一転させ、女性相続人を輩出した家系の視点か

ら、家系の継承の問題を総合的に論じる。その際、時代とともに結婚形態が変化していく

過程をとりあげ、そこから女性相続人の結婚の意味の変化や家系における役割を読み取り

たい。使用する史料は、なるべく女性相続人を輩出した家系側の心情が読みとれるものに

する。ここでも結婚契約書は、雄弁だろう。また、彼女たちはどのように動いたのか､何

を語ったのかを知る必要もある。行動の一部は、フランス国立公文書館に所蔵されている

ブルポン家の会計史料集などからも分かるだろうし、発言は、研究書に記載されているこ

ともある。そうした女性相続人の主体性を表すものを、家系の発展と衰退の状況と関連さ

せてみていくことにする。

以上のような検討を通じて、貴族家系における女性相続人の意味と、彼女たちの存在が

家系の存続にどういう役割をはたしてきたのかさぐることを本論文の目的とする。
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近世フランス貴族の相続と継承の基本的類型
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第1章

近世フランス貴族の家系再生産

一継承の理想と現実・メグリニ家の場合一

第1節「貴族の相続」にみる男系の原理

一般に、近世フランスの貴族は、過去の伝統を誇り、血統の意識を有し、所領・官職・

金銭などの実質財と、身分･家名･家紋などの象徴財の継承によって結び合わされた親族・

家系集団であった。もっとも、そうした貴族家系をつくりあげるにあたって、貴族は、同

じ家系の一員であるという意識と、それに見合った形での継承を繰返して実践したはずで

ある。それはどのような内容をもち、具体的にどのようにおこなわれていたのだろうか。

制度的な面からみると、中世以来、フランスの貴族は、一般に「貴族の相続(partage

nOble)」と呼ばれる、男系の長子相続により地位や財を受け継いでいく方法がとられてい

た'。「貴族の相続」とは、究極のところ、「ごく少人数に富を集中させ、弟たちとその子

孫を犠牲にしながら家長に権力を与える」2仕組みである。そのため、相続人（おもに長

子）以外は、女性を含めて、財産相続から排除されるばかりか、多くの場合、結婚の機会

さえ奪われていたのである。

このような慣行が初めて成文化されたのは12世紀後半で、その当時フランス西部地域

を支配していたアンジュー伯ジョフロワ2世によって編纂された『ジョフロワ伯の法

(Ii4sskeaucomjefo"nJｳ』(1185年）に遡る3．それによれば、領主は、自己のすべ

ての所領を不分割とし､｢長子(ain6)」に委譲すること(これを長子の｢先取権(preciput)」

という)、また、「弟たち(puines)」には、長子から「終身年金(viager)」という形で家

産の一部が譲られることが定められていた。弟たちの取り分については、家産の3分の1

を人数で等分するのが13世紀前半から一般的になっていたようである4．終身年金という

制約がある以上、弟たちの家系が途絶えれば、彼らの財は長兄かその継承者に持ち戻され

ることになる。この相続法を実践する限り、家産は永遠にひとつの家系内に留まるはずで

あった。

けれども、長い時間の経過のなかで、貴族家系の存続はそう簡単なものではなかったこ
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とがわかる。とくに中世末から近世初頭にかけては、百年戦争やイタリア戦争など戦乱や

疫病の蔓延を背景に、生物学的な家系の消滅がいたるところで認められ、女性しか相続人

が残されないケースが非常に多い。いつ起こるかもしれない危機的な状況に、貴族はどの

ように対応したのだろうか。

この問題に関して、ナシエは、貴族家系による家産保存の意志と、その所有権の世代ご

との譲渡は、ひとつの定まった手段に捉われることなく、状況に応じて戦略的に実践され

ていたと指摘している5°それを裏返せば、貴族家系を長く存続させるためには、柔軟で

周到な何らかの規範やルールが作用していたことになる。これは、今後とも考察を重ねて

ゆくべき課題であるが、さしあたって、この問題を解く鍵として、ラ・フオンテーヌやブ

ラウン、デシモンなど近年の研究者は、社会学者ピエール・ブルデューが提起した「家族

戦略概念」のひとつとしての「再生産のメカニズム」の理論に注目している6．ちなみに

ブルデューは、その著作『結婚戦略一家族と階級の再生産一』7において、「家系の継続性

と不可分な家産保護」を目的とした「再生産のメカニズム」を次のように述べている。

「家族の経済的基礎を構成している動産および不動産の総体は、世代を通じて一体

的に維持されなければならない家産であり、その家族成員の各人は自らの利益や感

情を家産という集合的実体に対して服従させなければならないのである。かかるも

のとしての「家」は最も重要な価値をなしており、これを中心に全てのシステムが

組織化されているのである」8。

もちろん、ブルデューが論じる「再生産のメカニズム」は近現代のフランス社会を対象

にしたものであるが、時代を遡って、近世フランスの貴族家系の継承を検討する場合にも

有効な概念であると考えられる。

本章では、フランスの貴族がどのような意識をもって家系を存続させたか、相続と詰婚

の実践過程で浮かびあがってくる、15世紀から18世紀まで約300年間にわたって家系を

継承することに「成功」した貴族家系の「再生産のメカニズム」を考察したい。その典型

的な例として選んだのが、シャンパーニュ地方を地盤とするメグリニ家である。というの

も、後述するように、15～16世紀に貴族身分に成りあがったメグリニ家は､史料が比較的

多く残っていることもあって、家系の系譜や再生産のプロセスが読み取りやすく、また、

具体的に家系図を再現しやすいからである。こうした分析の上に、貴族家系の結婚戦略の
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意図も明らかになるはずである。本稿では、ナシエやアダの研究9をも参考にしながら、

考察を進めたい。

第2節メグリニ家

メグリニ家はシャンパーニュ地方の都市トロワの近辺に中心的な所領をもつ貴族家系で

あり、ラ．シェネ．デ・ボワの『貴族辞典』によれば、その始祖は「1349年に（シヤンパ

ーニュ）伯領で貴族だったピエール・ド．メグリニ」とされる10。ただし、ルイ14世時

代の1667年に実施された｢貴族改め(recherchedelanoblesse)」において貴族身分を｢確

認(mamte皿e)」されたはずのこの家系は、よりにもよって、フランス革命直前の1789

年に実施された調査で14世紀にまで遡る「古い家系の貴族」ではなく、15世紀後半の新

興の家系であること、したがって、1400年以前に貴族であることを証明できない家系は宮

廷に参内することはできないとする1760年の規定に抵触すると判定されたll。ここから

は、貴族という身分の不安定性が垣間見えてくる。本来の貴族でないと批判されて一番驚

いたのは、メグリニ家自身ではなかっただろうか。なぜなら、メグリニ家は、すでに1世

紀以上にわたって貴族らしい生活をおくり、肩書きにおいても姻戚関係においても、自他

ともに認める「剣の貴族」だったからである12．事実、メグリニ家は、前述した「貴族改

め」の結論に徹底抗戦の構えをみせ、調査結果を撤回させている13。なお、近年のアダの

研究によると、メグリニ家は15世紀後半頃に勃興した、いわゆる「時効による貴族｣の

典型で、16世紀から17世紀にかけて、まずは「官職貴族」として、次いで「剣の貴族」

として社会的上昇をとげていったことがわかる'4。

さて、このメグリニ家の本家は「ヴイルヌーヴ家」と称される。家系図（以下、次頁図

1を参照）でいえば､Aの家系に相当する。ジヤン5世（図1のA①）は、1536年にカト

リーヌ・ダンボワーズという有力貴族の未亡人からヴイルヌーヴの所領を購入した15｡そ

れ以後、この家はヴイルヌーヴの所領を継承し、「ヴイルヌーヴの領主」を名乗る人物が本

家の家長とみなされたのである。以下では、家長の肩書きに注意しつつ、再生産のプロセ

スをたどっていこう’6．

ジヤン5世は、この所領のほか、トロワの上座裁判所の裁判長の官職をも獲得した｡そ

して､彼はヴイルヌーヴの所領を長男のジヤン6世（図1のA②）に、上座裁判所の裁判
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長の官職を次男のウスタシュに譲渡したので、家系は2つに分かれることとなった。まず

ヴイルヌーヴ本家から見ていこう。父からヴイルヌーヴの本領を受け継いだ長男のジャン

6世は､パリに出て行き、1568年に租税法院評定官の官職を購入した｡その後､彼は1570

年にパリ高等法院評定官の娘と結婚し、彼自身、パリ高等法院の次席検事の官職を得たあ

と、1573年に会計法院の検査官のポストについた。この官職は1610年に長男のジヤン7

世(図1のA③）に継承されている。さらにヴイルヌーヴの所領は、1646年に侯爵領に格

上げされた。所領名も「ヴイルヌーヴーメグリニ侯爵領」と変更され、筆頭所領に家名を

冠することとなっている。

ジャン7世は所領の拡大にも力を注ぎ、ブリエル領やトロワ子爵領の獲得は彼の代でな

された。次のジヤン8世（図1のA④一①）は、宮廷のさまざまな官職を経て、最終的に

は国務評定官という高位の官職に昇りつめた（1657年)。また彼の代からは、家長はメグ

リニ侯爵を名乗る。1634年、ジヤン8世は伝統的な「剣の貴族」の家系に属するビユシイ

家出身でエムリとロルムの女性領主と結婚した。彼女の両親はビュシイとソーータヴァン

ヌといういずれもコンデ親王の軍団の要職を担う家系の出身者だったので、ジャン8世も

コンデ親王と主従関係を築いていたと想定できる’7°この二人の子どもであるジャンーフ

ランソワ（図1のA⑤）は、ヴィルヌーヴ家の家長のなかで初めて、官職をもたない人物

となった｡ジヤンーフランソワは1656年にやはりコンデ親王軽騎兵隊隊長の娘と結婚し、

騎兵隊旗手の軍職を得て、行政職には生涯つかなかった。ここにおいて「剣の貴族」の世

界に入ったかにみえたヴイルヌーヴ家であるが、次の代で、兄の死により家系の筆頭相続

人となったシャルルーユベール（図1のA⑥）は、パリ高等法院評定官の官職を購入し、

再び｢法服貴族」の世界に舞い戻った。

ヴイルヌーヴ本家からは、ジヤン8世の2人の弟が結婚して自立し、それぞれ分家をつ

くった。まずジャック（図1のA④－②）は1641年にルーアンの高等法院評定官のポス

トについたあと､1644年ポワトウ地方の大貴族家系であるロシュシュアール家の一員でボ

ニヴェ侯爵家の女性相続人エレオノールと結婚した。彼女が相続した財産は70万リーヴ

ルであった18。ただし、ジャックはポワトウ地方に大所領を購入し、ボニヴェ家の一員と

して暮らすことで、メグリニ家とは距離が生じたようである。ジヤン8世のもう一人の弟

フランソワ（図1のA④一③）もまた、軍事貴族として著名なビュエイユ家のマラン伯爵

の4女と結婚した。のちに彼女はマラン伯領を相続したので、フランソワの相続したブリ

エル領と合わせて長男（図1のA④－③一①）に受け継がれている。しかし、この家ほこ
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こで断絶した。ヴイルヌーヴ本家の方も、シャルルーユベールに子どもができなかったた

め、メグリニ家の家長の座はヴイルベルタン分家へ移ることとなった。

ここからは、家系図B(次頁図2を参照）のヴイルベルタン分家をみていこう。父から

トロワ上座裁判所の裁判長のポストを譲られたウスタシュ（図2のB①）は、結婚して分

家を構えた。彼は筆頭所領としてヴイルペルタンの所領をもったので、それ以後、この家

系は「ヴイルベルタン分家」と呼ばれ、基本的にこの所領を所有する人物が分家の家長と

みなされている。ウスタシュの長男イエロズム19（図2のB②）は父の跡を継がず、おも

に国王軍のなかで軍職を歴任し、最終的には1636年に歩兵隊隊長の職を得た20。彼の息

子ニコラ（図2のB③－①）も父同様に軍務を重ねていった。最初は王妃の護衛隊旗手に

（1652年)、そして最終的には国王軍の野戦軍司令官となった（1656年）21°したがっ

て、ブロンドの乱の時期、本家当主はコンデ派、分家当主は国王軍に分かれていたことに

なる。

ニコラの弟ジヤン（図2のB③－②）も国王軍に入り、功績をあげ、サンールイ勲章を

受けた22°このジヤンの才能を高く買ったのが、フランス要塞総監だったヴオーバン元帥

であった23．ヴオーバンはジヤンの甥にあたるジヤツクールイ（図2のB④一①）に自分

の娘を嫁がせた。ジャックールイは母親からオネ伯領を継承し、オネ伯爵を名乗った。ヴ

ィルペルタンの所領は、弟で聖職者となったジャンーイエロズムヘ渡り、さらに別の弟ジ

ヤンーニコラ（図2のB④一②）へと移った。当初ジヤンーニコラはマルタ騎士団に入っ

ていたので、結婚する意志がなかったと考えられる。けれども彼は1694年に結婚し、「サ

ヴォワーヴイルベルタン家」と称される分家をつくった。さらに、もう一人の弟フランソ

ワ（図2のB④一③）も、子どものなかった叔父ジヤンのスローとサン＝プアンジュの所

領を代襲し、新たな分家を構えた。ただこの家系は、長男が殺人で逮捕されるなど醜聞を

ふりまいたため24,家系図はスロー分家について最小限の構成員の記載にとどめている。

ところで、ジヤックールイは長男ジヤンーシヤルル（図2のB⑤）に長子相続させた。

ジヤンーシヤルルは父からオネ伯領を、母からエピリイ領を相続した。彼は母方の祖父に

あたるヴオーバン元帥の副官として従軍したあと､1732年にヴェクサン連隊長となり軍歴

を重ねていった25．ジヤンーシヤルルの息子ジヤンも父からヴエクサン連隊長の職を護り

受けたが、1738年に21歳で早世したため、ヴイルベルタン分家はここで断絶することと

なった。すなわち、1732年に男系が絶えたヴイルヌーヴ本家に次いで、16世紀中後半に

ジヤン5世から枝分かれした2家系が18世紀前半には途絶えたわけである。
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このメグリニ家の家系の再生産の役割を担ったのがサヴォワーヴイルベルタン分家のピ

エールーフランソワ（図2のB－⑥）であった。彼は、1741年11月に再婚したが、その

結婚契約書に「高貴で有力な領主であり、騎士、メグリニ侯爵、ヴイルベルタン領主、ト

ロワ子爵である（ピエールーフランソワ)」と肩書きが列挙されている26ことからも、こ

れまで本家の家長が有してきた主要な肩書きは1741年までに､彼に移ったことがわかる。

これらはすべて、1744年に生まれた長男ルイーマリに受け継がれていった27。

第3節継承からみる貴族の家系意識秀
、
１
）

前節では300年間に及ぶメグリニ家の系譜をたどってきたが、今一度、家系の再生産の

特色を整理しておきたい。第一に確認できるのは、メグリニ家の場合、男系長子相続によ

って貴族の地位や財産が順当に受け継がれていることである。長子以外の子どもたちは、

ほとんどが聖職者や修道女、あるいは妻帯が禁止されているマルタ騎士団員となり、結婚

しないで、相続からも排除されている。家系図からもわかるように、平民から貴族に成り

上がっていく初期の段階では、メグリニ家は「貴族の相続」を実践していなかった。けれ

ども、貴族としての基盤が固まってくる16世紀以降、メグリニ家は「貴族の相続」をお

こなうようになっている。たとえば、ジヤン8世（図1のA④一①）は息子2人、娘3人

の5人の子どもに恵まれるが、結婚したのは長男のジヤンーフランソワだけだった。

もちろん、メグリニ家に限らず、当時の貴族は「貴族の相続」を再生産の拠り所として

いたのである。17世紀の前半、ブルゴーニュ地方の貴族であるジヤン・ド・ソーータヴア

ンヌ（1555-1629）は、自身の父親についての『回想録』を著したが、そのなかで「子ど

もを3人もつ貴族は、裕福なら2人を、そうでなければ1人を軍職につけ、長子が子ども

をもたない場合を除いて、残りは聖職者にするか法律を学ばせる。娘たちはあまり結婚さ

せない。家が傾くからである」と、貴族の家族戦略の基本を指南している28．彼自身､弟

の一人として生まれ、長兄は「家を継ぐために父の側にとどめおかれる」一方で、弟であ

る彼は「(軍人としての）名誉を求めさせん」と戦場へと送り出された。もう一人の弟は聖

職者となっている。2人の姉妹は「家を破産させるから」と修道院へ入れられたが、その

一人はのちに結婚している29．

宮廷に出入りする国王の側近くに仕える大貴族も例外ではなかった。アンジュー地方に

、
q

しノ
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ブリサック公領を有するコセ家の場合、8代目当主のフランソワ・ド・コセ（1581-1651）

には5男4女があった。長子ルイ（1625-1661）は、父が祖父から譲り受けたように、ブ

リｻｯｸ公領と、｢萎縮灘｣の肩書き､「王室陪膳官｣の職を受け継いだ｡だが次子チ

モレオン（1626-1675）は、フランドル地方の砲兵連隊指揮官として故郷からもパリから

も遠く離れた北フランスで15年以上にわたり軍務に携わった。彼は女性相続人と結婚す

ることでコセ伯爵家という分家を誕生させることができたが、残りの弟たちは2人が聖職

者､1人はマルタ騎士として独身のまま一生を終えている｡4人の娘のうち3人が結婚し、

1人が修道女となった30．娘たちが結婚できたのは、コセ家が非常に豊かな大貴族だから

可能だったのだろうが、それでも家系の継承に関わる領域においては、徹底して「貴族の

相繍の原則が適用されたのである。

こうした相続の実践は、相続人を限定することから、相続や結婚ができる子どもとそう

でない子どもの差別を生み出すこととなる。その際、こうした差異化を子どもたちに受け

入れさせることが、再生産のもうひとつの重要な要素となってくる。この点について､近

世ヨーロッパのエリートの再生産を研究するブラウンは、個々の性別と年齢に応じた｢家

系の淀」とでもいうべき集団的規律があったと指摘している31が、この淀は、「貴族の相

続」を円滑に進めるにあたって表裏の関係にあったと考えられよう。

メグリニ家の人々も、それに類した行動をとっている。たとえば、ヴイルベルタン分家

をみると、1624年3月7日、マリとシモーヌの姉妹は、トロワ司教であった次兄の死のと

き､彼女たちが主張できるはずの相続権をすべて放棄し、長兄のイエロズム（図2の的）

に譲渡している32．もつとも、家系構成員の誰もが自己犠牲の精神に則った振る舞いをと

ったわけではない。マラン分家（図1のA④一③－①）では、母方のビュエイユ家の相続

をめぐって訴訟騒ぎとなった。1667年に勃発した紛争が終息したのは1733年と、半世紀

以上が経過してのことであった33．マラン分家の再生産がうまくいかなかったのは、家系

構成員に集団的規律が機能しなくなり、兄弟間の争いへと発展したためである。家系間で

の対立が再生産を困難にする要因であることは、デシモンも指摘するところである34．

家系の再生産を危うくする要因は、何も親子・兄弟といった近親間の争いに限られるわ

けではない。世代を経るごとに親族の意識が徐々に薄まっていくなかで、一族（本家と分

家）の距離間はどのように変化したのだろうか。メグリニ家の場合も、本家筋にあたる家

系図Aのジヤン5世の長男ジヤン6世の子孫たちは、法服貴族としてパリに居を構えた。

その一方、分家筋にあたる家系図Bのジヤン5世の次男ウスタシュとその子孫は、父祖の

28



ｰ

L

U

地であるシャンパーニュ地方にある所領を中心とし、軍事貴族に活路を見出した。両家か

らは、さらに分家がいくつか派生している。空間的、時間的、職業的な距離感が存在する

なかで、一族のあいだに家系に関する共通意識は保たれたのだろうか。

メグリニ家の家系意識を探るのに適した史料は、結婚契約書である。結婚の立会人とし

て、家系の代表者が名を連ねるからである。名前が記されることは、家系の一員であるこ

とを自他ともに認めることにほかならない。たとえば、1656年2月15日に交わされたヴ

イルペルタン分家の長男ニコラ（図2のB③一①）の結婚契約書には、父であるヴイルベ

ルタン分家家長のイエロズムのほか、ヴィルヌーヴ本家の当主ジャン8世の弟で、分家を

構えるブリエル領主フランソワ（図2の④－③）の名があがっている35。さらにこのフラ

ンソワは、ニコラの4男の代父にもなっている36。それゆえに、ニコラの4男で後のスロ

ー領主（図2のB④－③）はフランソワと名づけられたのである。

この事例からは、メグリニ家の家系が分かれてほぼ1世紀が経過し、住む場所や職業が

異なっていても、共通の祖先と同じ名前を有するものは一体であるという家系意識は失わ

れていないことが垣間見えてくる。ニコラの結婚の時期に関していえば、ブロンドの乱の

終結から3年後であり、それまで本家と分家は対立陣営に分かれていたという背景があっ

た。それでも、両家が決定的に分裂することはなかったのである。

こうした両家共通の家系意識は、家系の再生産にも大きな影響を与えている。トロワ子

爵領は、本家のジヤン7世（図1のA③）が1640年に国王へ臣従礼をおこなって獲得し

たものである。この所領は、本家の最後の当主であるシヤルルーユベール（図1のA⑥）

が分家のスロー領主、フランソワ（図2のB④一③）に売却することでメグリニ家に留ま

ることとなった。フランソワは、さらにこの所領を甥でありサヴォワーヴイルベルタン家

のピエールーフランソワ（図2のB⑥）に代襲させたのである37．

家系の再生産は、地位や肩書きの譲渡にも顔をのぞかせている。前述したように、メグ

リニ家の本家当主は「ヴィルヌーヴ領主」の肩書きを有し、ヴィルヌーヴ領がメグリニ侯

爵領へ格上げされてからは、メグリニ侯爵領とそれに付随する侯爵位を継承した。さて、

本家最後の当主シヤルルーユベール（図1のA⑥）が1732年に子どもを残さないまま亡

くなったため、メグリニ家の中心的な所領であったメグリニ侯爵領は妹のガブリエルとサ

ヴオワーヴイルベルタン分家のピエールーフランソワ（図2のB⑥）に分割して譲渡され

た。ガブリエルは1741年に結婚をしないまま亡くなったので、彼女がもつ侯爵領はガブ

リエルの姪たちに渡ることとなってしまった。しかし十数年後、メグリニ家の当主となっ
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たピエールーフランソワの息子ルイーマリ（図2のB⑦）は、他家に渡った残りのメグリ

ニ侯爵領を買い戻した38。それによって、彼はようやく祖先たちと同じメグリニ侯爵と名

乗ったのである。

メグリニ家の場合、共通の家系意識が確認できる事例はほかにもある。ブリエルの所領

は、ジヤン6世（図1のA②）の時代から家系にとって重要な土地とみなされていた。こ

の所領は、ジヤン7世から分立した3人の息子の一人フランソワ（図1のA④－③）に受

け継がれることになる。けれども1737年、「名前の分からない妻」39とのあいだに一人娘

しか授からなかったフランソワの長子は、遺言書を残し、ブリエルの所領をサヴオワーヴ

イルペルタン家のピエールーフランソワ（図2のB⑥）に代襲させている40．

このような事例は、メグリニ家のメンバーが家系の構成員として再生産の任務を強く意

識していたことを示している。この意識の共有があればこそ、ある家が途絶えても、即座

に別の家が再生産を受け継ぐ形へとスムーズに移行できるのだといえよう。メグリニ家の

場合は、これがうまく機能して家系を継承させていくことができた。逆に、マラン家のよ

うに、家系構成員に家系意識を前提とした集団的規律が機能しないと、家系の継承は失敗

に帰してしまう。

この点では、ロシュシュアール家の女性相続人と結婚したジャック（図1の④－②)が

興したボニヴェ家も家系意識は欠如していたようである。なぜなら、ボニヴェ家は、母方

に由来する所領であるボニヴェを名乗っているからで、この場合、メグリニ家よりも口シ

ュシュアール家の方に帰属意識を抱いていたと推定される。ジャックの子どもたちがロシ

ュシュアール家の再生産の任務を背負っていることは、メグリニ家の方でも認めていたよ

うである。ジャックの長男が結婚契約を交わした際、新郎の家系の人間としてはロシュシ

ュアール家の人だけが立会い、メグリニ家は一人も立ち会わなかったことからも、そのよ

うに読み取れる41．ボニヴェ家は、メグリニ家との共通の家系意識から外れてしまうので

ある。また、スロー家もメグリニ家から排除されていく。この家の構成員のうちの誰一人

として､1770年に交わされたメグリニ家の家長ルイーマリの結婚契約書に名前を確認でき

ない42．家系の名声を後世に残すことも再生産の一部である貴族にとって、スロー家構成

員が犯した殺人や身分違いの結婚など素行の悪さは、家系全体の名誉や品位を匠めると判

断されたからであろう。スロー家当主のフランソワ（図2のB④一③）が、トロワ子爵領

を息子ではなく、甥に代襲させたのも同じ心理が働いてのことと思われる。
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第4節メグリニ家の結婚

すでに述べたように、貴族は自己の家系の維持をはかって「貴族の相続」を実践し、家

系の危機に際しては、本家と分家とが一体となって共通の家系意識を機能させていた｡そ

れでは、メグリニ家はどのような結婚戦略を用いていたのだろうか。

ここでは、ヴイルヌーヴ本家の結婚を中心に考察していきたい。ジヤン5世（図1のA

①)は、1536年プレシ領主の娘マリ・ド・プラールと結婚した。プラール家はメグリニ家

と同じように、もともとはトロワの富裕なブルジョワでありながら、官職購入により次第

に貴族に成りあがっていった家系である。したがって、ジヤン5世の結婚は、貴族身分で

はない同格の平民同士の結婚にほかならない43°この結婚から生じた3人の子どもは､全

員が結婚した。この代では、「貴族の相続」を適用していなかったので、そうなったのだと

考えられる。

次のジヤン6世（図1のA②）は2度結婚した。最初の結婚は1570年で、相手は国王

書記官であり、かつパリの高等法院評定官の娘、カトリーヌ・デュ・ドラックである。彼

女がもたらした持参金は12,000リーヴルだった44．この結婚は明らかに女性の方の家格

が上である。当時ジヤン6世はパリに出て行き、租税法院評定の官職を購入したばかりで

あり、この結婚は自身のその後の地盤を固める意味合いをもつものであった。パリで官職

貴族として生きていこうとする者にとって、高等法院評定官の娘は願ってもない結婚相手

のはずだった。ただし、子どもが出来る前に妻が亡くなったことから、ジヤン6世は1572

年に再婚する。今度の相手は請願審査院書記官の娘であり、自身もエスポワッスの女性領

主の肩書きを有していたニコル・ド・グルネだった。彼女は持参金14,600リーヴルのほ

か、自身の所有する所領をジヤンの家系へもたらした45．この場合、両家の結婚は、官職

身分からみれば「同等婚(homogamie)」であるが､妻がいわゆる「女性相続人」であり、

多くの財産を夫の家系にもたらすことが期待されている点では、典型的な「降嫁婚

(hyPogamie)」である46．

次のジヤン7世（図1のA③）も、父と同様、1597年に高等法院評定官の娘マリ・ブギ

エと結婚した。彼女の持参金の額は不明だが、のちに彼女は父から133,548リーヴルの遺

産とパリの邸宅を相続し、それらを長男を含めた3人の息子に譲渡した47．これ以後､こ

の邸宅は本家の所在地となった。すなわち、ジヤン7世も、富裕な相続人となることので

きた女性を結婚相手に選んだのである。ジヤン7世の子どもたち（図1のA④）は男子3
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人がすべて結婚し、結婚相手は、ビュシィ家、ロシュシュアール家、ビュエイユ家と伝統

的な名門の「剣の貴族」家系出身の「女性相続人」であった。これまでメグリニ家は、同

じ法服家系のなかの子どもたちの結婚に満足してきた。しかし、ある程度まで地位が安定

してくると、より威信の高い名門の「剣の貴族」家系との縁組を画策したのである。

メグリニ家の結婚からは、その折々に、家系の存続に不可欠な、興味深い家族戦略がみ

えてくる。そのひとつは降嫁婚、もうひとつは女性相続人との結婚である。

中世史家デュビーによれば、降嫁婚は、婚家の家産の大幅な流出を防ぐとともに、一族

の意識を強固にし、家長への求心力を高める働きをもつので、中世以来一般におこなわれ

ていた方法である48．もつとも、それと並行して、女性相続人を輩出した家系が降嫁婚を

選択したのも、家系を存続させるための再生産戦略のゆえと考えられる。その背景にある

のは、夫と長子に妻（＝女性相続人）側の家名や家紋といった「象徴財」を相続させ､妻

の家系をこれまで通り存続させる手法である。それはボニヴェ家（図1のA④一②）では

見事に成功をおさめ、マラン家（図1のA④－③）でもある程度成功した。ただ、メグリ

ニの長男ジヤン8世（図1のA④－①）と結婚したユベールールネ・ド・ビュシイの家系

にとって、この降嫁婚は、中世的（あるいは騎士的）な価値意識に基づいたものでもあっ

た。その理由は、この女性相続人の父母の家系が、ともにコンデ親王家の軍隊の中枢にい

たからである。この結婚は、コンデ家との深い関係を軸に成立したとみてよいだろう。彼

らの長男ジャンーフランソワ（図1のA⑤）の最初の結婚相手もまた、コンデ親王家の軍

隊を担う家系の娘が選ばれている。

しかしその後、メグリニ家とコンデ家とは疎遠になったようである。その反映であろう

か､彼らの息子シヤルルーユベール（図1のA⑥）は、1693年パリ高等法院評定官職を購

入し、ついで1699年には、大ブルジョワ出身の金融貴族のフオンテーヌ家のエスペラン

スを妻に迎えたからである。彼女が受け継いだ遺産は、途方もない164万リーヴルにのぼ

った49．ここに至って、メグリニ家は、もはや結婚に名誉や家系の強化を求めるのではな

く、実益中心となったのである。

ヴイルベルタン分家の結婚にも、基本的に本家の結婚と同じ原理と、理念の変化が見て

取れる。この家は軍事貴族の道を選択したので、家長の結婚相手も当初の官職貴族の蜆か

ら（図2のB①、B②)、徐々に同じ軍人家系の娘が選ばれるようになった（図2のB③－

①､B④－①)。家長の結婚相手に、女性相続人などの降嫁婚が認められるのも、本家と同

じ傾向である（図2のB②､B③－①、B④一①)。それでも、18世紀に入って、本家を継
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承したサヴオワーヴイルベルタン家の家長の結婚相手は官職貴族の娘だった(図2のB⑥)。

その理由としては、断絶した本家を分家が継いだ際に、分家がこれまで携わってこなかっ

た官職もともに継承したため、その世界との姻戚関係が必要だと判断されたのかもしれな

い。いずれにせよ、ここにおいても、18世紀の結婚では名誉が求められなくなり、代わり

に実益が重視されたことが確認できる。

そのほか、娘たちの結婚相手に関して、トロワに拠点をおくヴイルベルタン分家は､モ

レ家、ヴイニエ家、ル・ノーブル家など、メグリニ家と同じように、地元のトロワに中心

的な所領や官職をもつ官職貴族家系の出身者を選ぶ傾向にあった50°ここからは、軍務で

家長が所領地を離れていても、トロワにとどまる姉妹たちが地元から実家を見守る体制が

整えられていたのではないかと推測される。

以上、メグリニ家の結婚を概観してきたが、本家であれ分家であれ、家長は、基本的に

は同等結婚か、降嫁婚を求めた。また、結婚相手の多くが女性相続人であったことも注目

に値する。もちろん、持参金のほかに、さまざまな財を持ち運んでくる可能性のある相手

（女性相続人）を選ぶことは、家系の再生産にとって最適の方法であったに違いない。貴

族らしく生活するための出費は高くつき、1604年のポーレット法以来､官職価格は急激に

高騰していった51。「家系の消滅は、金銭の手元不如意とつつましい結婚によってつくり

出される」とデシモンは指摘するが52、そのリスクを回避するためにも、家系に多くの実

益をもたらしてくれる女性相続人との結婚は､メグリニ家のみならず、すべての貴族家系

にとって、興隆のまたとないチャンスだったのである。

小括

、15世紀後半以来、法服貴族としても、軍事貴族としても、社会的上昇をとげてきたメグ

リニ家は、家系の再生産戦略がうまく機能した稀な事例といえよう。その成功は、男子の

誕生に欠くことがなかったという偶然的な要因もあったが、家系を構成する各人が「貴族

の相続」を基本的に受け入れ、「家産が維持され、一体的に移転される」53ことを目的と

した家系継承にさしたる不満を述べなかったことも大きな要因であったと考えられる。

繰り返せば､近世フランスの貴族家系の再生産は、「貴族の相続」を軸に、男系の長子相

続が核となり、家系を形づくる財や地位が譲渡されていった。家産の分散を防ぐための相
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続規則は、長男への家産の一極集中、長子以外の子どもたちに独身を強いるなど、兄弟姉

妹間に差異化を生み出していた。この差異を家系の構成員が受け入れるか否かが、家系の

再生産を確かなものにも、不確かなものにも導いたのである。差異化の否定は、家系間の

争いへと直結するからである。差異化を認めることとは、ブルデューのいう、「(家の永続

性を保障するために）家族成員の各人は自らの利益や感情を家産という集合的実体に対し

て服従させる」こととにほかならない。

メグリニ家の場合、差異化の肯定は、共通の家系意識として姿をのぞかせた。本家と分

家の時間的、空間的、職業的な距離を越えて、共通の祖先と同じ名前を有するものは一体

であるという家系意識は、メグリニ家の再生産に大きく影響した。一見安定しているかに

見えるメグリニ家も、少なくとも分家という単位でみると、他の貴族の例にもれず消滅し

ている。分家に渡ったトロワ子爵領やブリエルの所領が、分家消滅とともに、家系の外へ

出てしまう危険は生じた。ただその場合でも、本家や分家の枠組みを取り払い、残った家

系の構成員が家系を速やかに継承する体制が整えられ、メグリニ家の再生産は結果的にう

まく機能したのである。

メグリニ家は、物質的な面からも再生産を確かなものにしていった。その手段が結婚戦

略である。メグリニ家の男性たちは、基本的に職業を同じくする世界に属する家系から降

嫁してくる妻を迎えた。この姻戚関係により、彼らは自身の足場を固め、社会的な上昇を

はかったのである。とりわけ官職貴族が軍務につき、やがて「剣の貴族」の世界に入るこ

とができたのは、妻の実家が「剣の貴族」だったからで、そこに「法服貴族」と「剣の貴

族」の親和関係や融合性が示唆されているように思われる。もっとも、このような結婚相

手のほとんどが女性相続人だったことを鑑みると、再生産は意識の持ちようだけでは機能

しないという事実を物語っている。再生産のメカニズムが十全に機動するには、物理的・

経済的な基盤もまた重要だったのである。その一方、メグリニ家の女性の結婚は、おもに

同等婚で実践され、実家に近い場所にいる男性が夫に選ばれた。この点では、地元で影響

力を持ち続けるために、家長は娘の姻戚関係を利用したといえよう。女性は概して地元に

残り、不在がちな男性にかわって家を守る役割を果たした。頻発する女性相続人の結婚の

事例は、単に貴族家系の再生産を目指しただけとはいえない複合的な要素を孕んでいると

いえよう。

本章で取りあげたメグリニ家の場合は、家系に男性を欠かなかったことが再生産をうま

く機能させた。ただし、この時代の人口動態の問題を鑑みると、家系に男性がいなくなる
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現象はむしろ一般的である。その場合、貴族はどのように対応したかが問われねばならな

い。これ以後、本稿がおもな考察対象とするのは、家系の消滅の危機に何とか対応しよう

とする貴族の継承政策やそのマンタリテである。
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第2章

代襲相続という選択

一人口動態にみる貴族の危機意識を前に－

第1節人口動態にみる貴族の危機意識

近世フランス貴族の人口動態は、社会流動性とともに15，16世紀のフランス貴族の危

機意識を探るうえで重要な論点である'。まず人口動態の点からみると、家系存続の危機

は、序章および第1章で確認したように、フランス貴族の間で家督の継承が「長子相続、

男子優先､父祖除外」という封建法の3原則を軸にした｢貴族の相続」によるものであり、

さらに、養子制度や庶子への継承は認められなかったことによっている。とりわけ15，16

世紀は対外戦争や宗教戦争など戦乱が繰り返された時代であった。従軍が義務付けられて

いた貴族男性の死亡率は高かったのである。その上、平均して当時の子どもの死亡率は高

く、成人年齢に達する人は2人を超えない2．2人の子どもを「男一男」「男一女」「女一

女」の性別の組み合わせでとらえてみても、女の子どもだけのパターンは1/4でありうる

のである。また、実際の戦闘でなくとも、馬上試合や決闘など貴族特有の風習が男性の死

亡率を押し上げ3．家系から男性が消えてしまう状態になる条件には事欠かなかったとい

えよう。こうした家系存続の危機に貴族はどう対応したのだろうか。

前章においては、シャンパーニュ地方に主要な所領を有するメグリニ家を取り上げ、家

系の再生産に「成功した」例をみたが、そこでは、共通の家系意識のもと、本家と分家が

継承を互いに補い合いながら、家系を存続させていく姿が確認される。もっとも、そこに

は、相続のさいに男子に事欠かなかったという偶然的な要素が強く働いている。家系に男

性が残りにくい人口動態的な問題が、この時代の一般的な現象だとすれば、男系長子相続

を特徴とする「貴族の相続」は、おのずと立ち行かなくなろう。こうした貴族相続の弱点

に対して、貴族はどのように対処していったのだろうか。まず、注目されるのは、家系に

3/4のパターンで存在する女性の役割であろう。フランスの貴族においては、相続する男

性がいない場合、女性を包括相続人として認める制度があった。ただし、女性は結婚によ
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って父祖の家系を離れる不安定な存在であったことも事実である。未来永劫に存続すべき

家系が、夫側の家系に飲み込まれる危険をはらむ、不安定な状況に陥ることを、貴族はで

きるだけ避けようとしたはずである。したがって、彼女たちの結婚はさまざまなやり方で

コントロールされた。その第一の手段は、結婚契約書に家系の継承方法を記すやり方であ

る。アンヌ・ド・ブルターニュの例で述べたとり、これが貴族の一般的な方策だった。

とりわけ、南フランスを中心とする成文法地域では、公文書による相続が認められてい

たので、結婚契約書のみならず遺言書に相続人を指定する方法が頻繁に見られた。ナシエ

の研究によれば、成文法地域のリヨネ地方とフォレ地方で、遺言書に長男を家系の相続人

に指名する貴族は、1350年から1400年間では、80％であったが、1400年から1450年

間では、73％に、1450年から1500年間では70％にまで減少している4。これは、先に確

認した、貴族男性の人口動態的危機と無関係ではないだろう。長男を亡くした貴族は、公

文書に自身の家系を継ぐ人物を指名した。それは、弟の場合もあれば、娘の場合もあった

が、遠い親戚あるいは、一人娘の配偶者などのまったく血のつながらない人物であること

もあった。こうした直系の親族以外が相続人と認められる相続は代襲相続と呼ばれる。こ

れが、家系の不安定さを回避するために貴族が利用した第二の手段である5．

慣習法地域では、夫婦の家産の区分を示す「パテルナ・パテルニスマテルナ・マテル

ニス（父のものは父へ、母のものは母へ)」という諺言に端的にあらわされるように、夫婦

の家産は混じらず、子どもがそれらを受け継いではじめて家産は統合されたが、成文法地

域では、代襲相続によって夫が妻の家系を継ぐことで、家産の統合も可能であった。成文

法では、公文書の効力は絶対だったのである。つまり、代襲相続は、血縁関係のうすいあ

るいは関係ない人物によって、存続の危機に陥った貴族家系を継承する制度として機能し

たのである。

本章では、成文法地域の貴族の家系継承の仕方を考察し、そこに代襲相続がどのように

かかわってくるのか、とりわけ家系の存続の危機に対応しようとしたのか、まず代襲相続

をおこなう側と相続を受ける側の両方の立場から家系の存続政策を確かめつつ、考察して

いきたい。

40



､-j

､-j

第2節カステルノーーラ・ルベール家の相続と結婚

さて、実際に成文法地域の貴族家系では、どのように相続が行われていたのか、具体例

を用いて検証していこう。その際、対象としたい家系は、15，16世紀の平均的なフランス

貴族で、地方に暮らし、複数の所領を有する家系である。また、ある程度の史料が残る家

系を選択する必要もあるので、ここでは17世紀半ばの著名な紋章学者であったル・ラブ

ルールが著した家系史書6に登場するカステルノーーラ・ルベール家の例をとりあげたい。

なお、検証の対象とする期間は、15世紀後半に10代目当主となったランスロから13代

目当主であったエチエンヌまでの4世代、およそ120年間とする。

表く力ステルノーーラ・ルペール家の相続の流れ〉

代・当主名・配偶者 家名・家紋 所領

10代ランスロ(先代 ド・カステルノー＝ カステルノー、
ー

う･

長男） ラ・ルベール ルベール等（年収

家紋は先祖伝来の四 2,000エキュ＝

xマルグリッ 分割紋 6,000リーヴル）

ト・ド・コアラ

ズ（1479年）

11代アントワーヌ 同上 同上

(先代長男）

×カトリーヌ。

ド・バジヤック

(1511年）

12代クロード(先代 ド・コアラズ、別名 カステルノー、
ー

う･

長男） カステルノー ルベール、コアラ
－

×アンドレ・ダン 家紋の変化 ズ、ヴェラック等

タン（1558年）
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1508年に遺言書：
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に指名。次・三男に
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ヴルと共有領地を

譲渡。未婚の末娘の

持参金として2,000

リーヴル

妻の母親はレヴィ

家出身

コアラズ家を代襲

(1537年）
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13代エチエンヌ（先

代長男）

Xジャンヌ・ド。

バジ ヤ ッ ク

(1597年）

ド・カステルノー． 同上

ド・コアラズ

紋は同上

妻の母親はレヴィ

家出身のフランソ

ワーズ・ド・レヴィ

(持参金は32,500

リーヴル）

上記の表にまとめたように、カステルノーーラ・ルベール家でも、対象期間の4代にわ

たって男系長子相続である「貴族の相続」で家督が受け継がれていることが確認できる。

貴族相続の原理でいうなら､父から長男へ受け継がれる財は代々ほぼ不変のはずであるが、

世代ごとに確認していくと、やはりいくつか変化は起こっている。家名と家紋、および所

領に変化がみられるのは、カステルノーーラ・ルベール家の場合では、1537年に12代当

主クロードが代襲相続を受けたときであった。クロードの場合は、母方の親類にあたるジ

ャン・ド・コアラズ（クロードの祖母マルグリット・ド・コアラズの男兄弟ベルナールの

息子）が1537年に彼を自身の包括相続人に指名したことによっている。ジヤンに子ども

がなかったため、コアラズとヴェラックの所領を、すべての動産や土地に付随する権利を

も含めて、クロードに譲渡するには、ある条件が提示されていた。すなわちコアラズの名

と家紋を使用することである。クロードは遺言に従い、カステルノーーラ．ルベール家の

家紋に変化を加える。ただ、完全にコアラズ家の家紋を使用するのではなく、コアラズ家

の紋の一部となっていた、コアラズ家が姻戚関係を結んだヴェラック領の元の所有者であ

ったコマンジュ伯家の家紋を、従来のカステルノーーラ・ルベール家の4分割紋の上に重

ねたものである。

ここでみるように、代襲相続は、家系の名や紋を継承させることで、生物学的な危機に

陥った家系を観念的に存続させられることから、とりわけ貴族身分に好まれた相続の制度

であったといえよう。ただし、代襲によって、もとの家系のアイデンティティが完全に消

し去られることを避けようとする家系の意志もここでは確認できる。力ステルノーーラ．

ルベールの名と紋を完全に消し去れば、生物学的には存続していても、観念的に家系は消

滅することとなる｡その折り合いをつけるために､名の呼び方と紋の変更に工夫を加えた、

貴族の家系意識が垣間見える策をクロードはとったのである。

ところで、代襲相続したことにより、所領が増大したほかにカステルノーーラ・ルベー
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ル家にもたらされた所領は、対象としたこの4代の中では確認されていない。カステルノ

ーーラ・ルベール家では、女性相続人との婚姻政策はとられなかった7．通常、結婚で妻

が持ってくるのは持参金であり、それは次世代の娘たちへの持参金に当てられることが、

その当時の貴族の習慣であり、カステルノー家でもそれに従っている。また、持参金領と

夫の年収は比例すると考えられている。つまり、6,000リーヴルの年収のカステルノーー

ラ．ルベール家には少なくとも6,000リーヴルの持参金が支払える家系の娘が選ばれ、も

たらされた持参金の6,000リーヴルは、娘たちの間で（成文法地域の場合）等分されるこ

ととなる。たとえば11代当主アントワーヌの姉妹は3人いたから、それぞれが持参金と

して2,000リーヴルを受け取ったと思われる。つまり彼女たちは6,000リーヴルの年収の

家系出身者なのだが､2,000リーヴルの年収の家系へ降嫁せざるを得なくなったのである。

これは､ナシエの提唱する､複数いる娘たちの降嫁婚現象の事例である8°つまり娘に6,000

リーヴルの持参金が支払える家系は、少なくとも6,000リーヴル以上の年収を得ていたと

いえよう。そうなれば必然的に､結婚対象となる家系は限られてくる。カステルノーーラ・

ルベール家とパジヤック家の婚礼が教会法に抵触しない間隔で繰り返されたのはそれが理

由だと思われる。

バジヤック家とレヴイ家の間で繰り返される結婚も同じメカニズムが働いてのことと思

われる。さらに、カステルノーーラ・ルベール家の長男の妻に、バジヤック家よりさらに

家格が上のレヴィ家本家から女性が来ないのは、降嫁婚の許容範囲というものが、貴族間

で暗黙裡に了承されていたからではないか。ジャンヌ．ド・バジヤックの母親、フランソ

ワーズ．ド・レヴイが1574年にパジヤック家へもたらした持参金額を記した史料が残っ

ている9.32,500リーヴルがその額であった。したがって、これがこの時期のバジヤック

家の年収であったと想定される。そしてこのバジヤック家の年収は、16世紀半ばの物価の

高騰や代襲相続による財の倍増を差し引いても、推定24,000リーヴルの年収10のカステ

ルノーーラ．ルベール家と差があることが分かるが、それと同時に、レヴイ家本家の家格

をも推定できる。レヴィ家本家の娘にとって、結婚相手となる家系の下限はバジヤック家

であり、カステルノーーラ・ルベール家では決してないのである（カステルノー家、バジ

ヤック家、レヴィ家の姻戚関係については次頁家系図を参照)。

ところで、相続人でない娘との通常の結婚では、家系の華々しい繁栄はほとんど望めな

いと思われるのに、カステルノーーラ・ルベール家では女性相続人との結婚が見受けられ

ない。これは、どう捉えればいいのだろうか。おそらく、それはコアラズ家の代襲相蒲が

43



ジャン(4世)･ド･レヴイ

)･ド･レヴィ艀エール･ド･バジヤックーフランソ

《ジャック＝ジャンヌ･ド･レヴィーレラン

｜
ジャン･ド･バジヤックフィリップ

アントワーヌ･ド･力ステルノーーカトリ

（1511年）

クロード･ド･カステルノー

エチエンヌ(1世)･ド･カステルノー＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（1597年）

･ド･レヴィ

バジヤック

･バジヤック
守
寸

('5"年)｜
エチエンヌ(2世)･ド･カステルノー

バジヤック侯爵

カステルノー家､バジヤック家､レヴイ家の姻戚関係

LeLaboureur,J.:LesmdmoZI℃s*me"m汐j"bhe/*"stehzau,j免噌neurmjmmWraz℃,Paris,1659,pp.23-29を参照に筆者が作成

~刀 '~刀



Uj

豈ウ

おこなわれたときに､カステルノーーラ･ルベール家がとった行動を考えるといいだろう。

代興相続の特徴として、生物学的な存続の危機に陥った家系による利用があることは先に

確認した。それは、家系が不安定な状態に陥る女性相続人を輩出した家系にとっても、頼

みの綱となったはずである。ただ、結婚相手に選んだ夫が、彼自身の家系のアイデンティ

ティを犠牲にして、女性相続人の家系の代襲を受け入れることにはカステルノーーラ・ル

ベール家は、あまり乗り気ではなかったようである。次節では、より詳しく、女性相続人

を輩出した家系がとる家系存続の政策をみていこう。

第3節女性相続人の結婚契約書にみる家系存続政策としての代襲相続

（1）マルグリツト・ド・フオワーカンダルの結婚契約書（1587年）

家系に女性しか残されなくなったとき、女性相続人となった彼女たちの結婚では、持参

金ではなく家系の財すべてが女性に付随して､結婚相手の家系へ渡ることになる｡その際、

女性相続人側の家系は、財が取り込まれることで、家系のアイデンティティが夫の家系へ

飲み込まれてしまうこと、すなわち「お家断絶」をもっとも警戒していた。このことは、

女性相続人の結婚契約書に、相続に関して細かい条項を定めていることからも明らかであ

る。成文法地域では公文書による相続人の指定が可能であったことから、とりわけこの地

方の女性相続人の結婚契約書には、家の断絶を何とか回避しようとする戦略的な方策が明

白にみてとれる。そのうちの一つ、カンダル女伯、通常マルグリット・ド・フォワーカン

ダル（1567-1593）と呼ばれる女性相続人の結婚契約書をみてみよう11．

マルグリットの出身家系であるフォワ家は、フランスの南西部に大きな所領を持つ11

世紀にまで遡れる名門家系である。15世紀半ばには、最有力の封建諸侯10家の中にも加

えられ､伯領であった所領は公爵同輩衆領に格上げされた｡一方のエペルノン公､ジャン・

ルイ・ノガレ・ド・ラ・ヴアレツト（1554-1642）であるが、彼はアンリ3世の有名な寵

臣の一人で､彼の領地が同輩衆領である公領に承認されたのも国王の厚意によってであり、

もともとの出自はガスコーニュ地方の地方貴族であった。つまり彼は、国王の寵愛を武器

に一代で権力と財力を蓄え、中央宮廷にのし上がってきた人物であった12o

さて、この結婚契約書は13項目に分別できる。マルグリットが相続するフオワ家の財

は亡き父より受け継いだフオワーカンダル領と後見人である叔父より受け継ぐ予定のフォ
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ワービュック領であったことも契約書に明記されている。契約書のうち、相続人となる子

どもについて記載された項目をまとめてみよう。まずもって「長男がフオワとカンダルの

名と紋をとり、家系の相続人となること。相続した財は他者に分割することはできないこ

と」と記された。つまりフォワ家によるカンダル家代襲の要求なのである。さらに、「父エ

ペルノン公が借財の返済に用意している10万エキュを公から長男へ譲渡する」こと、「両

家系に固有の財の用益権も長男が受け継ぐ」ことも約束されている。また、長男が子ども

を残さず死亡した場合は、マルグリットの「再婚から生じた男子を出生順に応じて相続人

とする」とするとされた。これは2つ目の代襲要求である。この場合は、フオワ家のマル

グリットの再婚相手の家系への代襲要求となる。また、この結婚から男子が生まれなかっ

た場合は、長女が、長男のときと同じ条件でフォワーカンダル家の包括相続人となるとさ

れた｡さらに、「包括相続人となった長女が結婚する際には10万エキュを贈与する」こと、

「結婚相手は、フォワとカンダルの名と紋を携帯する者とし、人選はエペルノン公が行う

が、彼が妻より先に他界していた場合はカンダル女伯がおこなう。二人とも他界していた

ときは、父方、母方の両家系からもっとも近しい親族4名で行う」とも取り決められてい

る。これは3度目の代襲を要求する条項にほかならない。その場合、フォワ家の代襲の要

求先は、家系の新たな女性相続人の結婚相手の家系である。さらに「長女が子どもを残さ

ずに死亡した場合は次女が上記の条件で相続人となり、次女も欠如した場合は三女と、出

生順に基づいた」相続人を指定していく。このような万全策をとったうえで、カンダル女

伯はエペルノン公と結婚し、3男を得て、夫より先に他界する。もっとも、フォワ家の代

襲要求は､契約書どおり完全には実行されなかった｡家系の相続人となった長男はアンリ・

ド・ノガレ・ド・フォワと名乗り、使用した紋は､完全なフオワーカンダルの紋ではなく、

ノガレ家の紋も組み入れられたからである13．この場合、カステルノーーラ・ルベールの

家の代襲相続の例で確認されたのと同じ現象が生じている。

以上、フォワ家の結婚契約書からは、女性相続人側の家系が代襲相続を家系の存続戦略

に使用していたことが確認できよう。ただ、夫の側が、完全に「代襲」を受け入れたかと

いえばそうではない。彼らは、所領などの実質的な財産は喜んで代襲したが、家名や家紋

といった象徴的な財産に関しては、代襲を拒否する。女性相続人側は、その象徴的な財産

の代襲をもっとも望んでいたというのに、である。

ところで、女性相続人側の家系が、自身の家名と家紋へ完全に変更するよう夫の家系へ

求める代襲の要求は、フォワ家のような名門の家系貴族だけが選択したわけでも、相続人
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の指定が認められていた成文法地域の貴族だから実践できたわけでもないようである。と

いうのも、慣習法地域にあたる、ブルターニュ地方に暮らす中小の地方貴族においても、

家系が女性相続人の手に委ねられる可能性があるとみるや、未来の夫の家名と家紋を妻の

ものへ完全に変更することを条件とする、つまり、代襲を要請する結婚契約書が作成され

ているからである。いくつか例をあげてみよう。

（2）ジレット・ド・ラ・ウッセの結婚契約書（1509年）

ブルターニュ地方のプルエ領主フランソワ・ド・ラ・ムッセと、同じくブルターニュ地

方のラ・ウッセ、ランレオン、ラ・トゥシューケブリアック領主フランソワ・ド・ラ・ウ

ッセの一人娘、ジレット・ド・ラ・ウッセとの結婚契約書14は、1509年6月24日に、フ

ランソワ・ド・ラ・ムッセの父であるラ・ムッセ、ケルグエ、ポンテュアルの領主アモリ

と、ジレットの両親、フランソワ・ド・ラ・ウッセとジャンヌ・ド・ケブリアック、さら

にフランソヮ．ド・ラ・ウッセの母であるサン・プルの女性領主マリ・レスペルヴィエ立

会いのもとで結ばれた。主たる契約内容は以下のとおりになる。

｢アモリ・ド・ラ・ムッセ殿とその息子フランソワ・ド・ラ・ムッセ殿は、（中略）この
－

結ｳ能彼らにとって身に余る栄魯 であると自覚し、フランソワ・ド・ラ・ムッセがラ・ウ

ツセの名を取ること、 彼とジレッドラウッセとのこの結婚から生まれる子供もま

た、そう名乗り、呼ばれ、称されること、また未来永劫、ラ・ウッセの紋を（使用するこ

と？文字消失のため判読不可能）をラ且ウッセ殿に望み、約束し、義務と課す。 だが、く

だんのラ・ウッセ殿が、長く続いた結婚のすえに男子の相続人を得た場合には、フランソ

ワ・ド・ラ・ムッセと未来の妻、ジレット・ド・ラ・ウッセは、ラ・ウッセ殿夫妻の主た

る相続人ではなくなる。その場合、くだんのフランソワは、それを望むなら、ラ・ムッセ

の名を再取得できる。（判読不可能）また、同様に、彼とくだんのジレット・ド・ラ・ウッ

セとの間に子供ができなかった場合、さらに神のお召しにより彼女が死亡した場合、そし

てフランソワ・ド・ラ・ムッセが他の者､他の女性と結婚した場合、（判読不可能)結婚(か

ら生まれた子供たち？）は、それを望むなら、ラ・ムッセの名と紋を取ることができる。

そして現在このときより、くだんのラ・ムッセ殿は、ラ・ウッセ殿の要望に応えて、彼の

息子をラ･ウッセ殿に差し出す 〔下線引用者〕
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ここから、見えてくるのは、明らかに女性側の家系の方が強い立場にいて、それを自覚

してさえいるということだろう。逆にラ・ムッセ家の方では、この結婚は「身に余る栄誉」

であり、家名と家紋を変更させてまで、息子をラ・ウッセ家へ「差し出す」といった具合

で、明らかに下手にでている。契約書には「さらに、この結婚のために、また同意と認可

を得るために、ラ・ムツセ殿は、くだんのラ・ウッセ殿に2,000エキュを寄付として差し

出し、贈与する」とある。この立場の差異は何に由来するのだろうか。両家の年収を、ブ

ルターニュ公国の『兵役台帳』をもとに作成された「1480年のドルとサンーマロ司教区の

封臣辞典」15をもとに、それぞれの家系の経済力を推測してみよう。

まず、ラ・ムッセ家であるが、当主ラ・ムッセ領主、アモリ・ド・ラ・ムッセの名は、

「辞典」の498番に確認できる。そこから、彼の年収は600リーヴルであることがわかっ

た。さらに、結婚の当事者であるフランソワは、「プルエ領主」の肩書きを契約書内に記さ

れていた。おそらく母親のカトリーヌ・ド・プルエから母系相続で受け継いだ封土であろ

う。｢辞典」でプルエ領は、647番にピエール・ド・プルエが有している。1480年当時は、

彼が領主だったからであるが、この封土の年収は700リーヴルである。つまり、ラ・ムッ

セ家は、少なくとも年収1,300リーヴルの領地を有する家系であった。

次に、ラ・ウッセ家に移ろう。当主フランソワ・ド・ラ・ウッセの有するラ・ウッセ領

は459番に確認できる。ただ、登録されている名前はラウル・ド･ラ・ウッセとなってい

る。この地の年収は800リーヴルであった。次に彼の妻、ジヤンヌ・ド・ケブリアックで

あるが、契約書にみられる「ラ・トゥシューケブリアック領主」の肩書きは、おそらく彼

女の家系に由来すると思われる。調査してみると、670番にジル・ド・ケプリアックとい

う人物がそこを所有していることが判明した。史料には、「ジャンヌ（娘か？）とフランソ

ワ・ド・ラ・ウッセが結婚」という情報までも記されているので、この家系に間違いはな

いようである。この封土は400リーヴルである。さらに、忘れてならないのは、ラ・ウツ

セ家にはもう一人、未来の相続を期待できる人物が残されていたことである。すなわち、

フランソワの母親でサン・プルの女性領主、マリ・レスペルヴィエが有する、サン・プル

の封土である。これは735番にみられ、800リーヴルの年収が確認できる。したがって、

単純に上記の年収を加えると2,000リーヴルとなり、それらをすべて一人娘ジレットが相

続することになった。

両家の財政状態の違いが､この契約書内の温度差を生み出したことは容易に推察できる。

さらに付け加えるなら、フランソワ・ド・ラ・ムッセには妹が一人いたことが判明してい

Iゴ

）
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るので、ブルターニュ地方の慣習法をふまえるなら、彼が相続できるのは1,300リーヴル

の2/3，すなわち約870リーヴルの年収の領地だけということになる。

女性相続人の家系は、夫の家系による代襲相続をとらせることで、その時点で陥ってい

る家系の不安定さを解消しようとした。問題は、代襲を受け入れてくれる家系を探すこと

であった。ある家系の名と紋を継続させるために、他の家系を犠牲にできるのは、双方の

家系の威信の点で明確な差異が認識できる場合に限られるだろう。威信の指標はラ・ウッ

セ家の場合は､家系の経済状態の格差で判断されたといえる。ところで、ラ・ウッセ家へ、

父親によって「差し出された」フランソワ・ド・ラ・ムツセであるが、1513年には死亡が

確認されている。そのときの名前は、フランソワ・ド・ラ・ムッセのままであった。さら

に、彼とジレット・ド・ラ・ウッセの間には男子が誕生しているが、ジャック・ド・ラ・

ムッセとして、幼くして亡くなっている事実を付け加えておきたい'6。

（3）カトリーヌ・ド・ケデイヤツクの結婚契約書（1512年）

代襲相続の例をもうひとつあげてみよう。ここで取りあげる結婚契約書には、1512年6

月1日の日付が入っている’7．それは、先のものと同様に、ブルターニュ地方のサンーマ

ロ司教区内、より正確に言えば、タダン領主ベルトラン・ド・ケディヤックとラ・ガレ領

主ジル・フェレの間で交わされた、彼らの未成年の子供たちの結婚契約書である。この契

約書はディナンの法院で受理された。未来の花嫁は、カトリーヌ・ド・ケディヤック、ベ

ルトランの一人娘でケディヤック家の唯一の相続人である。未来の花婿は、ジル・フェレ

の長男で筆頭相続人のベルトラン・フェレ、18歳であると記されている。カトリーヌの年

齢は記されていないが、「何年かしないと婚姻年齢に達しない」と記されているので、14

歳以下、おそらく10歳前後だったのではないかと想定される。この2人の未成年者の父

親たちは、以下の契約内容に同意した。

｢くだんのベルトラン・ド・ケデイヤック殿が抱く望みと愛着に従って、彼と彼の祖先

が常に掲げてきたケフーヤックの名が彼の後継者とくだんのベルトラン・フェレととも

に保持されていくことを、また味地に銀の3つの横長長方形」の盾形紋からなるケデ

ヤックの紋章についても同様のことを望みつつ、 この結婚の同意がなされた。くだんのジ

ル・フェレ殿と息子のベルトランは、その請願に対し、彼らの財については、すべて分割

も放棄もしないように互いに責任を持つとした上で、ベルトラン・ド・ケデイヤック殿と
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その後継者たちへの親近感から、くだんのベルトラン・フェレが、カトリーヌとの結婚後

は二上述のケディヤックの名と紋を掲げ、彼のフェレの名と､_彼と彼の祖先の「銀地に青

の横長長方形1つと3つの赤の5角星 として知られる盾形紋からなる紋章を返上した上

でユフェレの名と、彼と彼の父親そして先祖が掲げてきた紋章 その盾形紋は上述のもの

を放棄し、以後は決してそれらを携帯できなしとを認める。 だが仮に、この結婚が夫婦

どちらかの死によって終わりを告げた場合は、そしてこの結婚から子供ができない、長生

きしない、もしくは後代が途絶えた、その場合には、くだんのベルトラン・フェレ、ある

いはその後継者は、父と祖先が使用してきたフェレの名と紋章を再度取得できるものとす

る」〔下線引用者〕

この契約書は、ジレット・ド・ラ・ウッセの例ほどに居丈高ではないが、要請する内容

は、女性相続人の夫となる条件として、父祖の名と紋を捨て、未来の義理の父親のそれを

使用することで、まさに代襲を要求している点では同じである。また、子孫が残らなかっ

たときには、契約は解除されるとされているのも同じである。契約書の文面からは判断で

きないが､やはりここにも家格に差が存在したのだろうか。ふたたび、「サンーマロ司教区

の封臣辞典」をひもといてみよう。

まず、夫の家系であるフェレ家であるが、父親のラ・ガレ領主ジル・フェレは、992番

に確認できる。ここの年収は160リーヴルである。さらに「亡きピエール（レンヌのセネ

シヤル）と254番の息子」と付記されている。254番を確認すると、オリーヴ・ダングル

ヴァン「992番の母、1467年ころよりレンヌセネシヤル、ピエール・フエレの妻」と記載

されている。彼女は、年収120リーヴルの封土を有していた。これによって、ジルが1480

年時点で、亡き父から年収にして160リーヴルの封土を相続していたほか、母からも120

リーヴルの年収の財が相続できる予定であったことが分かる。息子のベルトラン・フェレ

は、父母が受け継いだ合計280リーヴルの領地が相続できるはずである。

もう一方のケディヤック家であるが、タダン領主ベルトラン・ド・ケディヤックの名前は

676番に確認できる。年収は200リーヴルである。さらに、その下に同じくタダン領主と

してロベール・ド・ケデイヤックという名前が確認される。前者の教区はケデイヤック、

後者はタダンという違いはある。おそらくこれは、後者が前者の父親であると考えてよい

だろう。息子に生前贈与の形で、年収200リーヴルの所領を分け与えた、と考えるのが自

然だからである。このロベールの年収は500リーヴルになった。すなわち、この家系の唯
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一の相続人となるカトリーヌからは、700リーヴルの年収が見込めるということになる。

ここでもやはり、経済的な格差は存在したのである。とはいえ、この契約書もまた、遵守

はされなかったようである。カトリーヌ・ド・ケデイヤックとベルトラン・フェレの一人

娘フランソワーズは、カトリーヌからタダン領を相続し、母の死後、そこの女性領主とな

るが、フランソワーズ・フェレと呼ばれていたことが確認されているからである’8。

以上、女性相続人の結婚契約書を見てきたが、重要な点は、女性の家系が現在の不安定

な状態を安定したものとするために、代襲相続を最大限に利用しようとしていることであ

る。これは、地域も貴族間の階層の相違にも関係なく、一定の財を有する貴族層に幅広く

浸透していた相続の手法であったといえよう。女性相続人の家系がとる代襲相続は、家系

の実質的な財とあわせて家の名や紋といった象徴的なものをも女性の夫と子どもに継がせ

ることで、夫の家系の代わりとなろうとする性質をもつ。そのため、夫の家系の代襲を要

請する女性相続人の結婚契約書は、フオワ家のように女性側の家系の威信が相手のものよ

り非常に高い場合や、ブルターニュの例にもあるように、年収にして約2．5倍の格差が認

められる場合、つまり女性側が男性の家系より、はるかに有力な場合に作成されている場

合に共通している。代襲を要求するために、女性相続人側は、通常よりも大きな降嫁婚を

実践していたのである。

小括

代襲相続は、家系存続の危機に直面した貴族家系にとって、理想的な相続方法のように

思われた。しかし、実践面から眺めてみると、女性相続人が要請した代襲は、完全には遵

守されていない。実質的な財こそ代襲されるものの、象徴的な財の代襲には貴族家系は慎

重であった。たとえ、自分たちが縁組した女性相続人の家系に、威信や収入の面で比較に

ならないほど劣っていたとしても、貴族家系は、家名や家紋の代襲には難色を示したので

ある。これは何を意味するのだろうか。ただ、そのためには、貴族の家産とその相続のあ

り方を整理しておく必要があるだろう。

代襲相続の例から分かることは、貴族の相続には、所領等の不動産や動産、夫婦の共有

財といった実質的な財のほか、家名や家紋といった象徴的な財の2種の相続があったとい
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うことである。筆者は前者を「実質相続｣、後者を「象徴相続」と呼びたい。家系が女性の

手に委ねられたとき、女性相続人側の家系が固執したのは「象徴相続」の方であった。と

いうのも、「象徴相続」を確保すれば､夫の家系の代襲に成功し、以後も女性側の家系がこ

れまで通り存続することになるからである。それは、女性の実の子どもによる継承になる

ので、生物学的にも血が絶えたことにならない、と理解された。つまり、家系内に女性し

か残されなくなった場合、彼女の結婚によって家系が消滅するのを避けるためには、代襲

相続を用いるのが、女性相続人の家系側にとっての理想であった。その場合、女性側の家

系は非常に大きな降嫁婚をおこなう。通常の貴族相続の場合でも、娘が複数いる場合､彼

女たちを結婚させる際には、母親の持参金を分割して使用することから、父親より年収の

少ない貴族を夫にもつ、いわゆる娘たちの降嫁婚現象が生じることは、すでに第2節で確

認したが、それでもこうした降嫁婚には暗黙裡の了解のようなものがあったらしく、あま

りにも家格に差がみられる降嫁婚は実践されなかった｡ところが､女性相続人の結婚では、

そのタブーさえもが取り払われているのである。研究者のなかでは、降嫁婚は考えにくか

ったとの指摘もある19。たしかに、「メザリアンス（身分違いの結婚)」と呼ばれる第二身

分と第三身分の結びつきにおいては、そうかもしれないが、同じ貴族身分間では、降嫁婚

は決して稀な例ではなかった。

女性相続人を輩出した家系が、そこまで継承にこだわり、また代襲相続を認めたにもか

かわらず夫の家系が相続を拒んだ象徴財とはどのようなものだろう。次章では、貴族の名

誉やアイデンティティを端的に表現する家名や家紋の問題をとりあげ、家系意識がどのよ

うにあらわれているかを検討したい。
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第3章

家名と家紋

－14世紀から17世紀フランス貴族の象徴財継承の成立過程一

第1節象徴財

1547年、ブルターニュ地方を代表する古い家系貴族であるラヴアル伯家の当主、ラヴア

ル伯ギイ17世・ド・ラヴアルが25歳で没したとき、彼には子どもがなかったため、この

名門家系は存続の危機に直面した｡苦肉の策として選択されたのが、ギイ17世の姪の中で

もっとも年長のルネ・ド・リュー(1524-1567)を、ラヴアル家の筆頭相続人として新当

主にすえおくことであった。ルネは、母親がギイ17世の姉であるカトリーヌ・ド・ラヴァ

ルであるために、ラヴァル家の血縁といえたが、母のものよりは幾分劣るとはいえ、これ

もまたブルターニュの名門家系である父系の家名であるリユーを名乗っていた｡24歳でラ

ヴァル伯家の当主に選ばれるまでは'・

貴族家系の子弟は、母方の家名よりも父方の家名を名乗る方が一般的である。娘たちに

ついても同じで、彼女たちは、結婚しても夫の家名は名乗らず、独身時代と同じ父方の家

名を名乗っていた。現にルネ・ド・リュー自身、1540年16歳のときにすでに、ネル公ル

イ・ド・サン＝ポールと結婚している。それでも、先々代ラヴァル伯の長女の娘にあたる

ルネ・ド・リューは、伯領の正式な相続人となった1548年より、ラヴアル女伯ギイオンヌ

18世・ド・ラヴァルを名乗るのである。ギイオンヌ(Guyonneと綴る）は、ギイ(Guy)

の女性形である。名門ラヴァル伯家の当主は代々、始祖ギイの名前を冠していた。血統の

正当性は、名という主に聴覚に訴える表象的アイデンティティの祖先との一体性によって

も確認され得たからである。ルネ・ド・リューがギイオンヌ・ド・ラヴァルと改名したこ

とは、自身がラヴァル家の正当な後継者であることを自他ともに知らしめるために、自己

のアイデンティティの変換をも受け入れたことの表明であるといえよう。

ルネ・ド・リューの改名にさかのぼること8年、1539年にこれもラヴァル家の傍系にあ

たるシヤトーブリアン領主ジヤン・ド・ラヴアル(1486-1542)は、一人娘と妻に先立た

れ、子のないまま人生の終焉を迎えようとしていた。彼は、広大な所領を父系の親族にあ
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たるモンモランシー家の当主アンヌ・ド・モンモランシーに譲渡することを遺言書で定め

る2．はるか昔、13世紀初頭の姻戚関係に拠をおくこの親族意識は、ラヴァル家が使用し

てきた家紋「黄金地に赤の十字で、四隅を4羽ずつの青のアレリオン（噴と脚のない翼を

ひろげた鷲）を配し、十字上には銀の帆立貝5つをおいたもの」（図1）と、モンモランシ

ー家の家紋である「黄金地に赤の十字で、四隅を4羽ずつの青のアレリオンを配したもの」

（図2）とのきわめて明白な類似性によって代々培われてきたといえよう。紋章もまた血

統の連続性を、今度は主に視覚に訴える表象的アイデンティティによって証明する役割を

果たしていたのである。

貴族のアイデンティティ形成に関しては､デュビイが、すでに11世紀以降の中世貴族に

おいて「封土の下賜が世襲の性格を強めてくるようになり、出生順のきまりに則った父か

ら息子への移譲が恒常的におこなわれるように」なること、そこから親族集団を父系の縦

のラインで捉える家系意識が登場することを指摘している3．また、ハーリヒも、12-13

世紀頃からエリート層を中心に父系の家系意識が登場したことの理由として、封建制統治

領が確立し、エリート層の主たる財が土地へと変化していったこと、彼らにとっての理想

は、その所有地の面積を保ち、完全保全につとめることであったことを、指摘している4°

つまり中世半ばの貴族階級にとって、支配領域の継承という行為こそが自己認識を形成し

ていったといえよう。城を中心とした貴族の支配領域は、貴族の財として、とりわけ相続

には神経が注がれた。その重要性は、貴族には貴族特有の財産相続の方法が確立されてい

たことからも明らかである。くり返せば、「貴族の相続(partagenoble)」とよばれる貴族独

特の相続法は、「長子相続、男子優先、父祖除外」の封建法の3原則に則ったものであった

5．長男以外の子どもたちにも僅かばかりの取り分が定められていたが、地方によって多

い場合では、家系の全財産の4/5を独占できる長男とくらべて、弟や姉妹たちは残りの財

を分割しなければならなかった6．さらに多くの場合、まとまった金銭と引き換えに、弟

や姉妹たちに相続権の放棄を認めさせている｡こうした相続の方法を用いることによって、

貴族は支配領域の細分化を回避するとともに、父系の親族の紐帯を強く意識させ、家系の

連続性を喚起させたことは、第1章でも確認したとおりである。

その一方、本章の冒頭でみた貴族家系の名や紋章といった表象的なものもまた、血の正

統性､連続性を訴えるものとして､貴族家系のアイデンティティを培う重要な要素となる。

所領が貴族の実質的な財とすれば、名や紋章は貴族の象徴的な財に属するものといえる。

これらが、ルネ・ド・リューやジヤン・ド・ラヴアルのふるまいを規定していたのである。
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ところで、1556年3月26日に発布されたアンボワーズの勅令は、これ以後、国王によ

る特許状なくしては貴族が自身の家名と家紋を変更することは認められないとするもので

あった7．貴族層内で乱用されてきた家名や家紋の半ば無秩序な状態を改善すべく王権は、

勅令を発布したのである。逆にいえば、’6世紀半ばまで、貴族の家名と家紋に関するルー

ルはなかったのであり、彼らは自分たちの意のままに自らの家名と家紋を選択しえた。要

するに、父系のアイデンティティを形成する「長子相続、男子優先、父祖除外」の貴族相

続の原則は、これら象徴財の継承には適用されなかったのである。

とはいえ、家名と家紋の継承において、もっとも頻繁にみられたのは、長子への父系の

名と紋章の移譲であった（これを単一父系継承と呼ぶ)。もちろん、これは絶対ではない。

長子が家名には父のもの、家紋には母のものをとること、あるいはその逆は、何例も確認

されているからである（これは共系継承の例である）8．さらに、母系の家名と家紋の譲

渡となる単一母系継承も確認される。支配権を相続する長男の系統を中核として、男系的

agnatiqueな親族集団が形成された9一方で、父系の親族意識とはまた別の意識が、家名と

家紋の継承からはみえてくる。

それでは、男系だけでなく、共系や母系が認められる家名や家紋の継承は、貴族の家系

意識にどのように作用したのだろうか。貴族が、家名や家紋の譲渡にどのような継承様式

を選択したのかを探ることは、彼らの家系に対する見方を知る手がかりになる。単一父系

継承ではなく、共系継承を選択した理由、あるいは、単一母系継承を選択した理由は何だ

ろうか。本稿では、この問題を探りながら、貴族家系が家名と家紋に見出した意味づけを

考察したい。

第2節家名と家紋の規範

貴族の家名と家紋の受け継がれ方には、どういった決まりごとがあったのだろう。ここ

では、貴族の名前と紋章とはどういったものか、具体例をあげて規定することからはじめ

たい。

（1）名のルール

ー般的に、近世のフランス貴族は、各人を特定する名を3つ有した。第一は、姓に対応
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するものとしての名前(pr印om)である。12世紀まで、各人はこの名前とそれに形容す

るあだ名しか有していなかった'0。この名が次第に洗礼名として認識されるようになって

くる。また、こうした名前は、代父や代母といった名付け親によってつけられることが支

配的であった。有名な例では、15世紀前半、ジヤンヌ・ダルクは代母として、フランス国

王やオルレアン公の忠臣の子どもたちにシヤルルという名前をつけている’'。

つぎに、第二の名は、所領名(nomdeterre)である。所領には封土としての格付けがな

されていたので、領主は封土の格に対応した名称で、呼ばれることとなる。複数の支配領

域を有する貴族は、多くの場合、彼らの筆頭所領の名称を自身の名として選択した。この

ため相続によって所領を得た弟たちは、兄との差別化および独立の証として、この所領名

を家名に用いることが多い'2．そうした弟たちは傍系家系の始祖となるのである。ラヴァ

ル家の例でいえば、ラヴァル伯あるいはラヴァル女伯と呼ばれるのは、ラヴァル伯領を筆

頭の所領に有するラヴァル家本家の当主だけである。シャトーブリアン領主ジャン・ド・

ラヴァルの父親はラヴァル伯の次男であったにもかかわらず、包括相続人であった母親か

らシャトーブリアン領を相続したゆえに新しく家門をひらいた。それ以後、彼および息子

は､同じラヴァルの人間でもシャトーブリアン領主と称され､ラヴァル伯とは区別される。

最後に第三の名は、祖先の名にあたる姓(sumom)である。多くの場合、姓は家名とみ

なされる。姓は、所有する所領と必ずしも一致するわけでないことは、シヤトーブリアン

領主ジャン・ド・ラヴァルがラヴァル姓を名乗っていることからも明らかである。それで

も、多くの姓が、現在と過去を含めた家系の支配権の中心地、とりわけ筆頭所領の名称か

ら生じている事実は見逃せない。

ここまで述べてきた3つの名の使われ方を、ジヤン・ド・ラヴアルが同族意識をもって

いたモンモランシー家の例をとって説明する13．モンモランシー家は16-17世紀におい

て、もっとも有力な門閥貴族のひとつである。ところで、10世紀のモンモランシー家の当

主は、ただブシヤールとだけ呼ばれていた。ブシヤール2世が、「モンス・マウレンキウス

(MonsMaurencius)」という土地に新しく城砦を建設したことが、彼を初代の「モンモラ

ンシー領主(sire)」と呼ばせることとなる。ブシヤールの名前は13世紀後半頃まで当主

の名前であり続けたが、13世紀から14世紀にかけてはマテューの名前が三世代続く。し

かし､マテユー5世の代で家督が傍系へ移ってからは､当主の名前に連続性はみられない。

さて、この一族のなかで、もっとも著名な人物で、16世紀中葉に活躍したアンヌ・ド・モ

ンモランシーは、フランス大元帥(connetable)と称されるだけでも特定されうるが、正式
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の名称は、Anne,ducdeMontmorency(モンモランシー公アンヌ）である。彼には、成人し

た男子が5人いた。長男の名はFran9ois,ducdeMontmorency(モンモランシー公フランソ

ワ）であり、次男は、兄が死亡したことにより、同じくモンモランシー公を名乗り、Hem,

ducdeMontmorency(モンモランシー公アンリ）と呼ばれた｡三男はCharlesdeMontmorency5

seigleurdeMeru(メリュ領主、シャルル・ド・モンモランシー)、四男はGuillaumede

Montmol巳ncybseigleurdeThore(トレ領主、ギョーム・ド・モンモランシー)、五男はGabriel

deMontmorency;barondeMomberon(モンベロン領主、ガブリエル・ド・モンモランシー）

である。このように、各人を特定するのは、領地名と名前と家名である。領地名と家名が

重なるときは、ふたつは繰り返されないが、異なるときは、モンモランシーの姓を領地名

の前に掲げる。同一の家名を有することで、親族意識の絆が形成されていったのである。

なお、貴族女性に関しては、女性相続人でない場合は、自身の名前と出身家系の姓とと

もに夫の所領名がつけ加えられた。未婚者には所領名がつかないのが一般的である。女性

相続人は、ルネ・ド・リューのように改名するような例は稀で、自身の出自の所領名と名

前と姓を名乗るのが常であった。

（2）紋章のルール

次に紋章のルールをみてみよう］4.紋章は､多くの場合は盾の上､もしくは軍旗の上に、

紋章図形(charges)と地(champ)との組み合わせで表わされる。まず紋章図形であるが、

これは抽象図形(piece)と具象図形(meubles)のふたつに大きく分けられる。地の中央に

置かれる具象図形は、紋章の基本の意匠(figures)となる。次に地であるが、これは原色

(email)のことである。地には色地(couleur)と金地(metal)そして毛皮地(fbuITure)

の3つがある。色地は、赤、青、緑、紫、黒の5色、金地は黄金と白銀の2色、毛皮地は

アーミン（白てん）柄とヴェール（シベリアリす）柄の2種がある。色合わせには、厳し

い規則がある。たとえば、色地に色地の図形、金地に金地の図形や、毛皮地に毛皮地の図

形という組み合わせは違反になる。

ところで､地それ自体が意味を有することがないのに対して､図形の中でも具象図形は、

家名の音声的類似から派生することもあった。（たとえば、ラ・トウール家(LaTbur)の

「塔(tour)」の紋章や、クール家(Coeuret)の「3つの心臓(coeur)」の紋章である】5)。

つまり、紋章は「語る」ことができるのである。ちなみに、ナシエの指摘によれば、紋章

には言語学でいう記号素と音素の「二重文節」の特性がある’6．紋章がこのように言葉と
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同じ性格をもつとすれば、それは何かを意味し、伝達する手段となるということである。

紋章は何を意味するのだろうか。それを知るためには、まず紋章の用いられ方をみていく

必要がある。

19世紀後半に、ブルターニュ地方の貴族家系の家紋を研究したド・クルシイは、紋章は

12世紀以前の使われ方は不明であり、それが一般的に使用されるようになったのは13世

紀からである、と指摘している’7。たとえば、ll世紀後半に製作された有名なバイユーの

タペストリーには、70メートルの長さにわたって、イングランド侵攻に参加したノルマン

デイの騎士たちが描かれているが、彼らの衣服の上には、いかなる紋章も認められない。

12世紀になると、領主階級がそれを使用するようになるが、当初は個人が恋意的に自身の

印として身につけたものであった。子孫が受け継ぐものという認識はまだない。その証拠

に、ド・クルシイによれば、14世紀においても同一の家系において紋章の変更は頻繁にみ

られた。そのことは、18世紀にフランス貴族の家系史書を著したアンセルムやモリスも述

べている18．例をあげよう。先ほどから何度も例として登場するラヴァル家では、現存す

る1281年の印璽に、「赤地に黄金のレオパール(顔を正面に向けた歩く姿の獅子)」が押さ

れている（図3）］9。けれども、16世紀に彼らが使用した紋章はそれとは違っていた（図

1を参照)。

さらに12，13世紀においては、同一人物が使用する紋章でさえ変化する。たとえば、ブ

ルターニュの家系貴族ロアン家においては、1194年、当主である副伯アランは、ボンルポ

修道院の建立の勅許状に「バンド」と呼ばれる斜め帯の紋章を使用している（図4）が、

その同じアランが1204年に使用した印璽は、「雲形の縁に獅子」に変わっている（図5)。

アランの長子ジョフロワは、1216年の勅許状には、父と同じ「雲形の縁に獅子」の紋章で

封印をほどこしているが、1222年になると、よく知られる「赤地に黄金の9つ菱」のロア

ン家の紋章を使用する（図6)20°

ここでは、二家系の例しかあげなかったが、紋章は当初は個人の印として機能し、子孫

に受け継がれるものではなかった。それが祖先の記憶と結びつけて考えられるようになる

のは、繰り返された十字軍遠征の結果である、とド・クルシイは述べる2'。第一次十字軍

遠征時に、もっとも高位の領主層が印した紋章のような意匠が、次第に下層の貴族層へと

広まっていったのである。「十字軍騎士の息子たちは、彼らの家系の中に、聖戦に参加した

という記憶を永久にとどめるために、父親たちの高名な印を彼らで護り、子孫たちへ譲渡

することを望んだのである」22．ド．クルシイによれば､紋章は、個人的なものから、徐々

60



ﾐーノ

ー

に祖先の記憶をとどめるものとして代々受け継がれていったのである。子孫に譲渡するも

のとなってからは、家紋は家名と同様、個人を表象すると同時に、世代を超えて家系の連

続という概念を示す役割をもつこととなる23。

第3節表象としての家名と家紋

ド・クルシイの研究を受けついだナシエは、少なくとも14世紀頃から、紋章は家系を意

味するようになったと強調する24．では、紋章が家名を表す言語的な伝達手段となり、ま

た世代を超えて継承されるものと認識されるようになったとき、貴族は紋章をどのように

利用したのだろうか。本節では、貴族が紋章に求めた役割や意味を検討したい。

（1）領地の要求

『フランスの紋章システム』を著したマテューは、紋章を家系の印としてのほか、封土

の印としても捉えた。というのも、領主が新たに封土を欲するとき、その所有の正統性を

示すために、「家系の紋章を捨てて､封土の紋章を採択する」こともあったからである25。

とはいえ、ここでマテューのいう「封土の紋章」とは、くだんの封土を所有する、ある

いはかつて所有していた家系の紋章とみなしてよいだろう26.1448年､オルレアン公シヤ

ルルがミラノ公領の所有権を主張したとき、彼がオルレアン家とヴイスコンテイ家の四分

割紋を使用したのも、そのことを証明する（図7)。オルレアン公は、ミラノ公領の支配者

であったヴイスコンテイ家の紋章を、オルレアン家の家紋に組み入れることで、ミラノ公

領は自身のものであると宣言したのである27．

紋章の四分割紋への改変を､オルレアン公が用いたのと同じ意味で使用された例は､1290

年頃から15世紀を通じて、とりわけ14世紀に頻繁にみとめられる28°たとえば、1291

年南フランスの大領主であったフォワ伯ロジェーベルナール3世は、ベアルン副伯領の女

性相続人であった妻の遺言書を盾にしてそこの広大な土地の領有を主張したとき、自身の

フオワ家の紋章にベアルンの2頭の雄牛の紋章を加えて四分割紋とした。このフォワとベ

アルン（家）の四分割紋は、以後フオワ家の当主が用いる家紋となる（図8)。また他の例

では、1308年、テユレンヌ副伯レモン7世の一人娘と結婚したベルナール・ド・コマンジ

ュが、紋章をテュレンヌとコマンジュの四分割紋に変えたのは（図9)、テュレンヌ副伯の
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傍系親族との領地争いが背景にある。

領地の要求を意味する四分割紋の例は、列挙にいとまがないほどだが、そのすべてに共

通するのは、ある家系が新しい領地の獲得を主張して、反対にあったとき、この紋章が採

用されたことである。領地の獲得の正統性を、血による正統性の主張に変換するには、家

系を視覚に意識させる紋章を利用するのがとても有効な手段として機能したのである。も

っとも、そのためには、妻あるいは妻の祖先がその領地の正統な相続人であるという前提

のほか､紋章が夫の家系と妻の家系の姻戚関係を表していることも必要であった｡つまり、

女性相続人を輩出した家系との姻戚関係を誰の目にも明らかにする必要があったのである。

その場合、紋章は、すべて四分割紋であることにも注目したい。

（2）姻戚関係

フランスで14世紀半ばに大貴族層が、ついで15‐16世紀には小貴族層が多用する組み

合わせ形式の紋章には、これまで考察してきた四分割紋のほか､二分割紋がある。これは、

盾形紋を縦に垂直に等分に区切り､右と左で異なる家系の紋章を組み合わせたものである。

四分割紋は、この二分割紋をさらに横で水平に区切り、4つの区画を生じさせるが、2つ

の家系のそれぞれの家紋が占める面積が同等であることに違いはない。違いがあるとすれ

ば、紋章の所有者についてだろう。二分割紋の所有者は、14世紀末以降は、ほとんどの場

合が既婚女性である29．

例をあげてみよう。14世紀末に、ピエール・デュ・ゲクランの娘ティフェーヌが使用し

た紋章が残っている（図10)。この二分割紋のデクストル（向かって左側）は、彼女の夫、

ボーフォール領主、ベルトラン・ド・シャトーブリアンのシャトーブリアン家の「散らし

た百合花」の紋章である。そしてセネストル（向かって右側）は彼女の父親のル．ゲクラ

ン家の「双頭の鷲」の紋章である。この結婚から下ること四世代、ボーフオール領主ジヤ

ン（1世）・ド・シヤトーブリアンは1468年にジヤンヌ・デスピネと結婚した。そして、

ブルターニュのサンークーロム教会にあるジャンヌの墓石に彫られた紋章もまた二分割紋

である（図11)。デクストルは、夫の家系であるシヤトーブリアン家のものである。ただ

しこの場合には、「散らした百合花」だけでなく「双頭の鷲」との四分割紋となっている。

このことから、ベルトラン・ド・シヤトーブリアンとテイフェーヌ・デュ・ゲクランの子

孫は、テイフェーヌの使用した二分割紋を四分割紋に変えたものを、シャトーブリアン家

の紋章として採択したことがわかるのである。また、この紋章のセネストルは、先の例と
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同じく紋章の持ち主である女性側の出身家系の紋章であるが、こちらも四分割紋である。

エスピネ家の｢獅子の横姿｣の紋章とモントーバン家の｢菱にレイブル｣の組み合わせは、

ジャンヌ・デスピネの両親であるリシャール・デスピネとベアトリクス．ド．モントーバ

ンの1435年の結婚を想定させる30。つまり娘のジヤンヌは両親の紋を四分割にして、こ

れをエスピネ家の家紋としてシャトーブリアン家へ嫁いできたと考えられるのである。貴

族女性が結婚したとき、彼女は父親の紋章に夫の紋章を組み合わせて二分割紋をつくりだ

し、その所有者となるのが一般的であったようだ。ただし、この二分割紋はそのままで子

孫に継承されることはない。継承される場合は四分割紋に置き換えられるのである。

こうした例のうち、その持ち主が著名な人物であるがゆえに、典型とされるのが、アン

ヌ・ド・ブルターニュの紋章である（図12)。1498年に夫シヤルル8世が没し、新たにフ

ランスの王位についたルイ12世と翌年1月に再婚したブルターニュ女公アンヌ・ド．ブル

ターニュが使用した紋章は､まさにフランス王家とブルターニュ公家の二分割紋であった。

1498年アンヌがブルターニュで鋳造させた貨幣には、彼女の二分割の紋章が、身にまとう

衣装の上に鋳られている。デクストルはフランス王家の「百合花」の紋章、セネストルが

彼女の出自であるブルターニュ公家の「アーミン」の紋章である。また、貨幣の外周を囲

むようにしてANNA.D.GFRAN.REGINA・EIBRITONUM.DUCISSA(神のご加護によりフラ

ンス王妃でありブルターニュ女公たるアンヌ）というラテン語が彫られている。つまり紋

章と同様に、所領名である第二の名前も新たに加えられるのである。アンヌの場合は、フ

ランス王妃という名が加わったが、前述のテイフェーヌ・デュ・ゲクランやジャンヌ．デ

スピネの場合、ボーフォール領主夫人という第二の名が追加される。

紋章にもどろう。ここでは、アンヌ・ド・ブルターニュとルイ12世の結婚から生まれた

娘クロード・ド・フランスの使用した紋章を検討してみよう。彼女がフランス王妃となっ

た1515年から没する1524年までのあいだに使用した紋章も､やはり二分割紋であった(図

13)。デクストルは、夫フランソワ1世が使用するフランス王家の「百合花」の紋章、そし

てセネストルは彼女の母親が使用したフランス王家とブルターニュ公家の二分割紋を四分

割に変形させたものである。ここでも女性は、結婚時に夫の家系の紋章をデクストルに、

自身の出自を表す紋章をセネストルに組み合わせて二分割紋をつくりだし、自らの紋章と

するのである。ただその子孫たちが二分割紋を継承する場合は、そのまま二分割紋とはせ

ず、やはり四分割紋とする。

二分割紋が二家系の婚姻の結びつきを意味すると考えられるように、この二分割紋が変
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形した四分割紋は、その姻戚関係から生じた子孫たちが使用していることからも、神によ

って認められた正式な結婚から生まれた両家系の正統な後継者と表しているといえよう。

現にフランソワ1世とクロード・ド・フランスの長男である王太子フランソワが1533年に

使用した紋章は、四分割紋であり、向かって左上の1画と右下の4画には、父親のフラン

ス王家の「百合花」の紋章とフランス王太子を表す「イルカ」3'の紋章の四分割紋を、向

かって右上の2画と左下の3画には、母親の出自をあらわすフランス王家とブルターニュ

公家の四分割紋が組み込まれている（図14)。彼はフランス王太子であると同時にブルタ

ーニュ公でもあった。

以上のことからは、諸侯たちが、姻戚関係を大義名分として領地を要求したとき、自身

の紋章を四分割紋に変えるのは、婚姻による結びつきと自分が正統な後継者であることを

世間に広く知らしめるためだったことが判明する。四分割紋には、紋に現れる家系の姻戚

関係と正統の後継者という「意味づけ」があるので、諸侯たちはそれを逆手にとって、祖

先の、ときにははるか昔の結婚まで持ち出して、姻戚関係を広く思い出させ、領地の後継

者は自分であること、つまり領地の要求はまったく正当であることを訴えたのである。

第4節女性相続人の家名と家紋の継承

フランス貴族の名前と紋章の継承の形には、単一父系継承、共系継承、単一母系継承の

形式があることは、本章の第1節でも述べた。前節で確認した組み合わせ形式の紋章の使

用は、共系継承のひとつのかたちであろう。こうした象徴財は、家系の包括相続人となっ

た女性が結婚によって夫の家系へ持ち込み、子孫たちによって夫のものと融合され、再分

配される。そのような点で、その性格は、所領を中心とした実質財の性質と類似する。こ

こでは、包括相続人となった女性を介する家名と家紋の継承の仕方をより詳しくみていく

ことにする。

20世紀のフランスを代表する紋章学者であるマックス・プリヌは、女性相続人の結婚後

の家紋の継承が、基本的には共系継承と単一母系継承のいずれかであることをいちはやく

指摘した32．この論点に着目し､女性相続人の家名と家紋継承のパターンを分類したのが、

ナシエである。彼は、アンセルムなどの貴族の家系史書において確認できる13世紀から

15世紀までのあいだの女性相続人を介したことによる家紋の変化を、年代と出典、それが
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誰と誰の結婚によるものであるのかを明記したうえで､①単一母系継承､②共系継承A(家

名と家紋のどちらかを父系継承、どちらかを母系継承で受け継ぐ)、③共系継承B(女性相

続人を介して子孫へ四分割紋が継承される)、④共系継承C(女性相続人を介して子孫へ二

分割紋が継承される）の4パターンに分類した33。

もっとも例が多いのは、③のパターンで40例ある。年代別には13世紀に2例、14世紀

に24例、15世紀に14例である。次に多いのが、①で、13世紀に1例、14世紀に20例、

15世紀に9例の30例である。第3位は④であるが、このパターンは14世紀後半にはほと

んど見られなくなる。もっとも少ない②は、5例のみである。13世紀に2例、14世紀に1

例、15世紀に2例である。このような分析結果からは、近世に入るまでの貴族家系の女性

相続人の家名と家紋の継承の仕方では、四分割紋に家紋を変化させる形での共系継承がも

っとも受け入れられていたといえる。しかし、単一母系継承も決して珍しい継承方法では

なかった。それが意味するのは明白で、家名や家紋を残すことによって、家系の永続性を

実現させようとしたと推測できる。

ところで、ナシエのこの分類で使用した史料に注意を払うと面白いことがわかる。とい

うのも、女性相続人の家系が家名や家紋の単一母系継承をとった場合は、女性相続人の結

婚契約書や彼女を相続人と定める人物の遺言書のなかで、この継承があらかじめ明記され

ることが多いのが、はっきりと確認されるからである。①の30例のうち、条項に明記され

ているものは17例（56.7％）あるのに対して、残りの共系継承すべてを足した52例のう

ち、条項に記されていたことが確認できたのは、3例（5.8％）のみである。第1節でも触

れたように、家名や家紋に関する法的な制約は、1556年のアンボワーズの勅令が発布され

るまでなかったため、変更は自由におこなえたはずである。現に女性相続人を迎え入れた

家系は、領地を要求できる機会があるとみるや、四分割紋に家紋を変化させた。それと比

較すると、単一母系継承の場合は、あらかじめ条項に定めないと受け入れられにくかった

のであろう。したがって､女性相続人の家名や家紋の単一母系継承は少なくないとはいえ、

貴族の心情的には共系継承のほうが好まれたといえよう。それは当然のことで、単一母系

継承を受け入れれば、今度は父系の家名や家紋が犠牲となるからである。

それでは､家名や家紋の変更が自由におこなえなくなった1556年以降､それらの継承は

どのように変化したのだろうか。第一に、単一父系継承がこうした継承方式の主軸となる

ことは明らかであろう。第二に、しかしその場合には、相続人に女性しかいなくなった家

系は、「家系の永続性」をもとめて、単一母系継承が受け入れられるさまざまな手段を模索
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するに違いない。そうした手段が、結婚の契約条項として文書に残されることは、1556年

以前の例からみても明らかであろう。家系の意志が、そこにはあからさまに映し出される

からである。そこで、ここからは、1556年以降の女性相続人の結婚に際して、家名や家紋

といった象徴財に関する条項が記載されている契約書から、その継承の仕方を分析し、家

名と家紋の位置づけとそれがもつ意味を改めて検証したい。

使用する史料は、1556年以降の女性相続人の結婚契約書で、象徴財の継承方法について

言及されているものを取り上げる｡この条件にあてはまる上で､確認しえた結婚契約書は、

1557年から1645年間の9通6名分であった34｡17世紀のものは1通しか発見しえなかっ

た。その事実も重ねあわせて、ここでは9通の結婚契約書を使用する。下記の表1は、6

名の女性相続人の名と生没年を記したものである。

表1女性相続人の名前と生没年

(1） エストウトヴィル女公マリ・ド・ブルボン

(2） プラン女性領主ルネ・ダヴェルトン

(3） サリュース女性辺境伯カトリーヌ＝シャルロット・ド・サリュース

(4） カンダル女伯マルグリット・ド・フオワ

(5） スダン女性宗主シャルロット・ド・ラ・マルク

(6） ロアン女公マルグリット・ド・ロアン

1539･1601

1545-1603

｡
●

1567.1593

1574･1594

1617･1684

注目すべきは、彼女たちの出身家系が王族と姻戚関係が結べるほどの大諸侯クラスだっ

たことである。家名と家紋の変更を国王の特許状によって承認されるには、このクラスの

貴族階級以上となると推定される。6名の女性相続人のうち、筆頭所領が単なる領地であ

るのは（2）のルネ・ダヴェルトンだけである。その彼女の年収でも25,000リーヴルあり、

包括相続人として所有するメーヌ地方にある所領は､606,000リーヴルの価値があったと推

測される35．（6）のマルグリツト・ド・ロアンにいたっては、年収だけで100,000リーヴ

ルあるといわれた36。これについては、15-16世紀ブルターニュ地方のドルとサンーマロ

とヴアンヌの各司教区で、3,000リーヴルを超える年収があった貴族は1,304人中、1人だ

けであった37事実と比較しても、彼女たちの富裕ぶりがうかがい知れる。

次の表2は､彼女たちの結婚年と､配偶者の名および彼らの生没年を記したものである。

上記（1）のエストウトヴイル女公は3度結婚し、（2）のプラン女性領主は2度結婚した
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ので、それぞれの夫たちの番号は(1-1)、(1-2)のように記した。

表2表1女性相続人の結婚年および配偶者とその生没年

(1-1） 1557 ソワッソン伯ジャン・ド・ブルボン 1528-1557

(1-2） 1560 ヌヴェール公フランソワ・ド・クレーヴ（再婚） 1540-1562

(1-3) 1563 ロングヴイル公レオノール・ドルレアン 1540-1573

(2-1) 1564 ユミエール領主ジャック・デュミエール ？-1579

(2-2） 1582 セリヤック領主ジャンーフランソワ・ド・フォドア（再婚） ？-1609

(3） 1586 ユザ副伯ジャン・ド・リュル 1560-1615

(4） 1587 エペルノン公ジャンールイ・ド・ノガレ・ド・ラ・ヴァレット 1554-1642

(5） 1591 テュレンヌ副伯アンリ・ド・ラ・トゥール 1555-1623

(6） 1645 サントーオレ領主アンリ・シャボ 1616-1655

この表2からも興味深い事実が浮かびあがってくる。第一に注目されるのは、配偶者同

士の家格の釣合いだろう。（1-1）から（3）までは、王族同士、領主同士、イタリアとの

関係が深い諸侯同士の結婚と、ほぼ釣合いがとれているように思われる。（4）から（6）

は、明らかに女性相続人の所領の格のほうが高い。ただ、（2-2）に関しては注意が必要で

ある。ジャンーフランソワ・ド・フォドアは次男だったので、所領による資産をもたなか

った。つまり、（2-2）の結婚には非常な格差があったのである。第二に注目したいのは、

女性相続人の再婚相手には、同じ再婚者が選ばれていることである。表2に現れる2人の

寡夫は、1度目の結婚によって、すでに自身の後継者を得ていた。この事実は、女性相続

人側にとって好都合となる。というのも再婚から得た子どもたちが、家名と家紋の単一母

系継承をおこなうのに、夫側の忌避感が取り払われるからである。彼女たちにも一度目の

結婚から子どもができなかった危機意識がある。自身の家系の存続を強く願う気持ちは、

すでに後継者のいる寡夫を配偶者に迎える傾向を生み出すのである。結論的にいえば、女

性相続人の配偶者として、女性側が子どもたちに家名と家紋の単一母系継承を主張しやす

い相手が選ばれているといえる。

それでは、実際に女性相続人側は、結婚契約書のなかでどのように家名と家紋の存続を

主張していたのだろうか。以下の表3は、全9通の結婚契約書から家名と家紋の継承に言
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及されている箇所を分析して、女性相続人側が望んだ継承方法を記すとともに、実際にそ

の条項が守られたのか､子孫の選択した継承方法を示したものである。（－は子どもが生

まれなかったか、死亡したケースである)。

表3結婚契約書に言及される家名と家紋の継承法と実際の継承法

(1-1) 1557 子孫すべての共系継承

(1-2） 1560 初婚の男子が死んだ場合：長男の共系継承、次男の単一

母系継承初婚の男子がいる場合：長男の単一母系継承

(1-3) 1563 長男の共系継承

(2-1） 1564 長男の単一父系継承、次男の単一母系継承

(2-2） 1582 長男（長男が死ねば次男）の単一母系継承

(3） 1586 男女を問わず第二子の単一母系継承

(4） 1587 長男の単一母系継承

(5） 1591 長男の単一母系継承、次男以下は共系継承でも可

(6） 1645 長男の単一母系継承

－

－

単一父系継承

一人息子によ

る単一父系継

承

単一母系継承

長男の共系継

承

共系継承

－

共系継承

この表3からもわかるように、すべての結婚契約書に共通するのは、（1-1）「くだんのト

ウトヴイル家（ママ、以下同）の名と叫び声と紋章の保護と永続性を求めて」や（6）「ロ

アンの家名を維持し保護するため」等の文言が端的に示すように、家名や家紋の存続が家

系の存続と同一視されていることである。先に配偶者間の釣合いが取れていると判断した

例(1-1)、(1-3)、(2-1)、(3)では、女性相続人側は、家系の永続性を共系継承で実現し

ようとする。以下にそれぞれの文書を記しておきたい。

（1-1）「この未来の結婚から生まれるすべての子どもたちは、トウトヴイル家の紋章そ

のままを、ソワッソン伯がいまは亡き我らの従兄弟である父のヴァンドーム公から譲り

受けた紋章と等分割して用いる。そのさいは、いかなる取り除きも付け加えも、融合も
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認めない｣。

(1-3)「ロングヴイル公は、トウトヴイル家の紋章と自分のものを四分割紋にし、くだ

んの結婚が完遂したあとは、ロングヴイル公でありトウトヴイル公であるレオノールと

名乗る。子どもに関しては男であれ女であれ（中略）くだんのロングヴイル公の家名と

家紋だけをいっさい損なわせることなく、トウトヴィル家のそれに加えたものを長男が

受け継ぐ。直系が絶えた場合には、傍系がくだんの名前と紋章をとり、「オルレアン＝ト

ウトヴイル」を名乗る｣。

（3）「神のご加護によって我が娘に子孫が与えられたときには､彼女から生まれる第二

子がサリュースの家名と家紋をもつことを我は望む｣。

それとは対象的に、女性相続人の家格が明らかに高いと判断された残りの例では、おし

なべて長男の単一母系継承が要求されている。それぞれの要求は以下のとりである。

（2-2）「くだんの長男とその子どもたちによって、アヴェルトンの家名と家紋と叫び声

は永遠に維持されるものとする。また、この長男が子どもを残さずに死亡した場合は、

次男からその長男へ、できない場合は次男、三男と順番に（中略）同じくアヴェルトン

の家名と家紋と叫び声が維持されるものとする｣。

（5）「長男はラ・マルクの家名と家紋を、変更を加えずに使用すること、次男以下の子

どもたちは、望むならば、ラ・トウールーラ・マルクのそれを使用すること｣。

（6）「両家系は、この結婚から生まれる長男がくだんのロアン家の名前と紋章をこれま

で通りに使用することを取り決め、認証する｣。

また、単一母系継承をなんとか成立させようとする家系側の意志は、すでに跡継ぎのい

る寡夫との結婚契約書のなかにみてとれる。

(1-2)「ヌヴェール公は、トウトヴィル家の紋章と彼のものをこの結婚の完遂後ただち

に四分割紋とし、ヌヴェール公およびトウトヴイル公フランソワと名乗ることとする。ま

た姓を示す必要がある場合には、くだんの名称とともにド・クレーヴ・ド・トウトヴィル

と名乗ることとする。さて、（中略）初婚で生まれた男の子どもたちあるいは彼らの子ども

たちが男子の後継者を残さずに没した場合は、この再婚から生まれてくる長男がトウトヴ

ィル家の紋章と我らが従兄弟殿のものを四分割紋として掲げ、我らが従兄弟殿が亡くなる

まで使用する姓を名乗ることとする。またこの再婚から生まれてくる次男は、トウトヴィ
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ル家の家名と叫び声と完全な紋章を使用し、また初婚で生まれた男子あるいは男子の子孫

がいるときには、この再婚から生まれてくる長男がトウトヴイル家の家名と叫び声と完全

な紋章を使用することとする｣。

それでは、この条約は実際に効力をもったのだろうか。彼らの結婚から生まれた長男の

使用した名と紋章をアンセルム等の史料を手がかりに、確認してみよう（次表を参照)。

表4表1女性相続人の長男の用いた紋章

(1-3）

(2-1)

(2-2）

(3）

(4）

(6）

ロングヴィル公、ヌ

フシャトー宗主

アンリ・ドルレアン

ユミエール領主

シャルル・デュミエ

－ﾉレ

プラン伯フラン

ソワ・ダヴェルトン

サリュース辺境伯

オノレ・ド・リュル

＝サリュース

カンダル伯アン

リ・ド・ノガレ・ド・

ラ・ヴァレット、別

名ド・フォワ

ロアン公ルイ。

ド・ロアンーシャボ

フランス王家の紋章に銀のレイブルとぺりの入るオルレア

ン＝ロングヴィル家の紋章（図15）

未確認

赤地に銀で3本の細帯の入るアヴェルトン家の紋章

フランス王家とサリュース家の二分割紋の中央上にリュル

家の紋章（図16)

紋章を四分割し1画にカスティリャ王家とレオン王家の四

分割紋、2画にナヴァール王家とアラゴン＝シチリア王家

の四分割紋､3画にアルブレ家の紋章､4画にエヴルー家と

ノガレ家の二分割紋、中央上にフオワ家とベアルン家の四

分割紋（図17）

1画と4画がロアン家、2画と3画がシヤボ家の四分割紋

(図18）

この表4からわかるのは、女性相続人側の希望が通ったのは（2-2）の1例だけだったこ

とである。その他の例からみえてくるのは、父系と母系の家名と家紋を組み合わせた共系

継承の使用がますます多くなったことである。1556年以前と明らかに違うのは、家格の不
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平等な結婚であるにもかかわらず、共系の継承法が好まれるようになることである。

女性相続人側の家系は、「家系の永続性」を表す意味づけを家名と家紋に求めた。彼らは

家系の存続を求めるがゆえに、家名と家紋を残そうとした。その際とられる手段には、共

系継承と単一母系継承の2種類があったが、単一母系継承は、家名と家紋の変更を禁止す

る勅令が発布された1556年以後になると、ほとんど機能しなくなる。それとは逆に、結婚

契約書には､以前にはわずかな例しかみられなかった共系継承を求める契約書が姿を現す。

先の時代と比較して、単一母系継承の実践がされなくなっているので、貴族の財の母系継

承は父系継承の波に呑み込まれてしまったとの錯覚に陥るかもしれない。しかし、家系が

女性相続人の手に陥ったときの財の継承をよく検討してみると、彼らは共系継承という手

段を用いて、家系の永続を実践しているのである。不確かな単一母系継承よりも、より確

実な共系継承を選択したという点においても、彼らの家系意識の強さが、かえって鮮明に

なる。

小括

フランス貴族の家名と家紋は、14世紀頃から家系そのものの表象となる。所領という実

質的な財が、原則的に父系の長子相続で受け継がれていき、それが彼らの父系の家系意識

を強めたとすれば、家名や家紋といった象徴的な財の継承は、高名な祖先との血の近さを

証明する手段となる単一父系継承をとることもあれば、家系のおかれた状況に応じて単一

母系継承や共系継承をとることもあり、臨機応変に使いわけられたのである。

家名や家紋に変化がみられたとき、どの継承法方法がとられたのかを分析すると、状況

に応じた家系の意味づけがかたちを表してくる。たとえば共系継承では、四分割紋は、14

世紀半ばころより「姻戚関係」や、「家系の正統な後継者」であることを明示する「意味づ

け」として用いられた。その意味づけのゆえに、「領地の要求」というまた別の「意味づけ」

が機能することもあったのである。また、単一母系継承や共系継承がとられた背景には、

女性相続人を輩出した家系特有の「意味づけ」もある。彼らは、家名と家紋を「家系の永

続性」を表すものと捉えたのである。

この変幻自在な象徴財の継承方法は、単一父系継承だけではカバーしきれない網の目の

ように広がる親族意識を培ったり、正統性を証明したり、家系を観念的に存続させる手段
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として用いられたと思われる。単一継承が、家系を縦軸で捉える貴族意識の形成に関与す

れば、共系継承は、家系を横軸で捉える意識の形成に役立ったといえよう。縦軸と横軸が

互いに補強しあうことで、家系存続の危機に直面するたびに貴族階級は柔軟に対応し、そ

れなりに存続し続けていられたのではないだろうか。
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ここまで第1部は､多様な貴族層相続と結婚の形態が一般化できることを提示するため、

対象とする地域や層に変化を富ませながら考察にあたってきた。そこからは、どの貴族層

も「貴族の相続」の実践をおこない、それによって自らの家系のアイデンティティを築き

あげてもいることがみえてきた｡ただしそれは､父系のアイデンティティにほかならない。

貴族の人口動態的な危機という現象を前に、女性相続人を輩出した家系が護ろうと必死に

なったのも父の家系のそれである。

とりわけ、家名や家紋といった象徴的な財は父系のアイデンティティを表現するとみな

され、そのため多くの家系が、代襲相続という手段で、自分たちの父系アイデンティティ

を表象する家名や家紋を保ち続けようとした。ただし、それに対しては、代襲を要求され

た側が拒否反応を示す。今度は自分たちの父系のアイデンティティが脅かされると感じる

からである。特に、有力な女性相続人の家系との代襲をともなう縁組は、敬遠されていた

きらいもある。家系存続制度に代襲相続が、あまり上手く機能しなくなってきたことに気

づいた貴族たちは、父と母の家系のアイデンティティを象徴財に共存させる共系の継承に

注目し始めるのである。

以後、第2部では、複雑な様相を見せる家系存続の問題を、女性相続人の結婚を通して

考察していく。姻戚関係を結ぶ両家系ともに家系意識があるはずであり、その意識は結婚

にどう反映されてくるのだろうか。そこでまず、女性相続人と結婚する側の立場から、貴

族家系にとっての女性相続人との結婚の意味をさぐる。そのあとで、女性相続人側の立場

から、家系の消滅の危機に対応しようとする継承政策を論じながら、貴族家系の継承にお

ける女性の役割をみていく。
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第4章

15世紀から17世紀におけるフランス貴族の結婚戦略

一一誘拐婚一一

第1節貴族身分間にある壁

近世フランス貴族は、「帯剣貴族」と「法服貴族｣、あるいは「家門貴族」と「新貴族」

に区分される。同じ貴族階級である第二身分に所属しながらも、両者の間には深い溝があ

ったことはよく知られた事実である。とりわけ､「記憶でさかのぼれないほどの家系の古さ」

，を滑持として持っている家系貴族にとって、国王によって叙任された新貴族は、出自のい

かがわしさにおいて第三身分（平民）と大差ないものであった。新貴族のほうでも、貴族

叙任された事実が世間から忘れられたころ、ようやく貴族の仲間入りをはたしたのである2。

とはいえ、このように貴族間に存在する目に見えない溝は、第二身分と第三身分の間の

溝ほどに越え難いものでは決してなかった｡その根拠として､家系貴族と新貴族の間では、

しばしば縁戚関係が結ばれていたことがあげられよう｡第二身分と第三身分間の結婚は｢メ

ザリアンス」（身分違いの結婚）の典型として、秩序の崩壊を危倶する声とともに忌み嫌わ

れたが、第二身分間内においての「メザリアンス」は、望まれるものではないにしても、

世間一般的には大目にみられていた3°こうした結婚の橋渡し役として、重要な役割を担う

のが女性相続人の存在である。

アンシアン・レジーム期のフランスにおいては、貴族の身分継承や動産、不動産といっ

た財産の相続は、男子の長子に有利な相続システムが確立されていたが4，後継ぎの男子に

恵まれなくなることは、とりわけ15世紀から17世紀にかけて、頻繁にみられる現象であ

った5．その際には、男子の代わりに女子が相続人として、一族の家名と財産を預かること

となったのであるが、それは通常の長子相続であれば、家系の外に出ることもない名や財

が、女性相続人によって、結婚相手の家系にもたらされることを意味した。

女性相続人との結婚を望む者は、何も彼女の家系と社会的に同等の家系に属する者に限

らなかった。たとえば、家門（名門）の貴族にとっては新貴族の家名など何のありがたみ
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もないものであろうが、その財産は魅力的なものであったに違いない。また新貴族にとっ

て、家系貴族の名前や紋章が、自分たちの出自に対する負い目を解消してくれるのに、抜

群の効力を発揮するものであったはずである。つまり、女性相続人の所属する身分がどう

であれ、どちらの集団も彼女を取り込むことによって、自身の家系に利益を生じさせるこ

とができたのである。

さて、女性相続人の結婚を調べてみると、何度も出会う言葉がある。「拉致、誘拐」とい

う語である。アンシアン・レジーム期を通して、女性相続人は常に「誘拐」の標的であっ

たようである。なぜなら、誘拐の目的は、現代社会においての主目的となっている身代金

の獲得にあるのではなく、結婚にあり、さらにつきつめると、上でのべたように女性相続

人との結婚によって生じる家系への利益があったからである。

女性相続人の誕生は、彼女への財産の一極集中と家系内に父親や兄弟といった男子のい

ない社会的に不安定な状態を意味したので、手っ取り早く所領や財産を増やしたい者にと

っては、女性相続人を誘拐して結婚することは、法を犯す価値のあるものだったようであ

る。たとえば、〈青髭〉として有名なジル・ド・レは、1420年当時、フランス西部地方で

もっとも金銭的に豊かな女性相続人を誘拐して無理やりに結婚している6。このように､女

性相続人の結婚形態の中には、しばしば誘拐婚という存在が見え隠れしているのである。

誘拐婚に対する研究は10年ほど前より、精密な検証がなされるようになってきた。グラ

イルザマーは、中世末期のフランドルおよびブラバン地方の誘拐に関する法を体系的にま

とめ、また実際の誘拐事件を紹介しながら当時のその地方の社会情勢を明確に浮かびあが

らせた7．バンヴニストは、中世末期のフランスにおける誘拐事件の訴訟記録から法と政治

の一体化への過程を指摘している8．アスーデュボスクは、17世紀の人々の誘拐に対する

捉えかたを文学作品や回想録、訴訟記録といった豊富な史料を駆使して明確にしている9．

また、リボルデイの研究は、1375年から1475年間にパリ高等法院が扱った誘拐裁判の記

録から貴族社会の結婚システムを明らかにするものであったlO．

本稿は、これらの研究をふまえつつ、中世から近世にかけて頻発した誘拐婚の実態を紹

介し、その社会背景の分析を含めて誘拐婚の全体像を明らかにしていきたい。
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第2節誘拐の事例

誘拐婚と一言で言っても、実際には非常に実態は見えにくい。なぜなら、誘拐された女

性の家族は、女性の名誉を大事に考えることが多く、誘拐が公になることを嫌い、彼女を

そのまま誘拐の実行者と結婚させて誘拐の事実をうやむやにすることが多々あったと思わ

れるからである。そのことを示唆する例として、15世紀の初頭に誘拐婚をさせられる羽目

に陥った娘に対する親族の女性からの手紙をみてみよう。「いとしい娘､嘆くことはないの

よ･そんなのたいしたことではないの｡あなたは､優しくて素敵なだんな様を持ったのよ・

彼とそのお友達は、あなたのご両親方と仲直りしました。あなたと彼の財産は一つになる

のです」lloこうした手紙が残っていたことにより、この手紙の受取人であるペリーヌ・

ドロンの結婚が誘拐婚であったことがわかるのだが、公にされないでいるものの方が、は

るかに多いであろうことは、慰めからとはいえ誘拐婚を「たいしたことではない」と言っ

てしまう当時の人の言動から察することができる。

それでは、このように公にはなりにくい誘拐婚が表ざたになるのは、どのようなときな

のだろうか。それは、その結婚を認めたくない被害者やその家族が訴訟をおこすなどする

ときである。そこで、まず公になった誘拐婚を再現しながら、誘拐婚の一般的な進行過程

をみていくことにする。

15世紀初頭のこと、父親をすでに亡くしていたイザボー・モルンは、母親のもとからル

ノー・ル・フォーコニエによって拉致された。モルン家側は、誘拐者側の主張するイザボ

ーとルノーの結婚の無効を申し立てるために裁判に訴えた。検察側の調書は以下のとおり

である。

「ルノーが彼女をつかんだとき、イザボーは泣き喚き、彼をひっかき、できる限りの方

法で身を守ろうとした。唐突に連れ出されたため、頭にかぶっていた頭巾は道に放られ

ていた｡狂ったように暴れまわるため､彼女はマントにくるみこまれ(運ばれていった)」

12。「翌日、木曜日に（誘拐者たちは）娘にいった。《さて、（婚約）式を挙げねばなら

ないな｡》そして、そこにいた慈善修道士に、ルノーとイザベル（原文のママ）を婚約さ

せるようにいった。（修道士は）イザベル（原文のママ）に、ルノーと婚約したいかどう

かを尋ねたところ、彼女はしたくないと答えたので、仲介にはたちたくないと思い、他

の仲介者を寄こす旨を伝えた。シトー会の修道士に（引き受けてもらえるか）尋ねてみ
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ると、彼は司祭ではないと答えた。そこで、マルレがルノーとイザボーの手をとり、そ
■

れを重ね合わせて《これは婚約だ》といった」’3。

以上のことから、裁判記録にみられる誘拐の実行者は、目当ての女性との結婚の承諾が

得られないと、自分の親族や友人たちと仲間を組み、武装して、大抵は夜半すぎに女性の

館を襲撃し、抵抗する女性を無理やりに連れ去って、脅したうえ、翌日、適当な司祭の手

によって結婚させる行動をとっていたことがわかる。

17世紀になっても、誘拐婚をもくろむ者の行動にルノー・ル・フォーコニエたちと異な

るふるまいは認められない。シヤルモワという男は、4万リーヴルの土地を有するサンー

クロワ殿の一人娘と結婚したいと思い、娘の拉致を謀った。パリで請願審理官を務めてい

たドルメッソンの記述は以下のとおりである。

「怒り狂ったシャルモワは娘の拉致を企てた。ノートルーダム教会の鐘が夜中の1時を

知らせたときに、彼はサンータンジュのほか五人の男たちを伴って、乗りこんできた。

（中略）彼らは、マドモワゼルの部屋へ押し入ったが、彼女は修道女と一緒に屋根裏の

薪の束の陰に隠れていた。しかし、男たちは彼女を見つけ、寝巻き姿にもかかわらず、

力ずくで引きずり出した。彼女は梯子にしがみついたが、彼らが引き剥がしたため､床

を頭にしたまっさかさまの状態を余儀なくされた。彼女は拉致に抵抗して、彼らの足元

を蹴りつけた。すると彼らは、彼女に棒や拍車で繰り返し殴る蹴るの暴行を加え、また

手を使えなくするために、腕を何度も打ちつけた。彼らは娘を手のひらのように何もつ

けない裸のままで外へ引きずり出し、城壁の外へ出ようとした。彼女は梯子や城壁にし

がみついたので、彼らは馬で彼女を引っ張っていった」’4。

このような女性の激しい抵抗にあう誘拐婚は「暴力的誘拐(raptviolent)」と呼ばれ、

この誘拐に対する刑罰は強姦に相当するものと定められていた。もっとも重いものでは誘

拐犯に斬首刑が適用されることもあった。ただし、死刑が実際におこなわれることは鰯多

になく、ほとんどが永久追放と財産没収、および「無法者」の烙印を押す刑罰であった。

また、誘拐された女性に対しても、彼女の相続権の放棄と全財産の没収が命じられる。た

だし、女性が誘拐者のもとを離れることができて、家族のもとに戻ってきた場合には､相

続権や没収された財産は元に戻された。また、誘拐の後、女性の家族が結婚を認めた場合
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には、両家系は「和解」した。誘拐者側は女性の家族に示談金を支払い、君主による恩赦

が出され、誘拐者はおとがめなしとなった。

そこで、誘拐者側は、結婚したという既成事実をたてに、自分たちの行動は暴力的な誘

拐、つまり女性の同意のない誘拐婚とは違うという理由で行動を正当化することとなる。

次の史料は、「暴力的誘拐」を企て、被害女性の家族から訴えられた男性の弁護人による恩

赦願いである。ギヨーム・ド・ヴオーという名の若者は通りかかったギージー村で故ジャ

ン・ド・カレの娘マリオンを見初めた。

「彼には、彼女に不名誉の汚名を着せようなどの意図は一切ありませんでした。（中略）

若さと浅はかさから、彼は結婚に対する何のサインも出さず、彼女は結婚に同意してく

れるものと思い込んでいました。彼は、彼女に対する本物の愛ゆえに夜半、彼女が伯母

と暮らすギージー村の屋敷に、彼女を連れ出し彼の妻とするためにやってきました｡彼

女に汚名や不名誉を着せようとは、彼は考えていませんでした。ギヨーム・ド・ヴォー

は、マリオンを非常に丁寧に伴い、また非常な敬意を払って、ギヨームの住むところま

で案内しました。他に彼の友人が五、六人、護衛として剣を手にして脇を固めていまし

たが、誰に害をなすこともありませんでした。そしてそこで、マリオンはギヨームの親

類にあたる婦人や令嬢たちの中で大切にされ、快適に思いました。しばらくたって､ギ

ヨームは彼女自身と彼女に親しい友人十人の同意を得て、マリオンと教会で結婚しまし

た」’5。

このように、告訴側と被告人側の誘拐事件の解釈にはずいぶんと違いがみられる。ここ

では､両者の解釈の差は、結婚への同意がみられるか、みられないかに集約されることに

注目したい。誘拐の実行者への激しい抵抗は、結婚への同意の欠如の有効な証拠となり得

るので、結婚の無効を訴える側からは、ことさら女性が抵抗した様子を強調して述べる傾

向にあった。脱げ落ち、捨てられた頭巾や、女性のあげる「耳をつんざくような悲鳴」’6

は､無理やりの誘拐婚へ対する抵抗の象徴として､告訴側の調書に頻繁に挿入されている。

それに対し、被告人側の反対意見陳述には、誘拐の実行者と誘拐された側は「意思と同意

に基づいて」結婚したという言葉が切り札のように繰り返される。

結婚の同意の有無に、両者がこれほどまでに固執するのは、何を意味するのだろうか。

誘拐という暴力的な（あるいは力づくの）犯罪がおこなわれた事実を証明するだけでは、
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犯罪の立件に不十分なのだろうか。その点を明らかにするためには、法的な解釈をとりま

く環境を考察する必要がある。そこで、次節では、近世における結婚に対する法的解釈を

みていくことにする。

第3節誘拐婚に関する法的解釈

結婚に関する法律は､12世紀ころより教会法と慣習法が主導権を争うようになったとい

われている。それぞれは、どのような主張を展開していたのだろうか。

教会は、最初の教会法令集（1140年のグラテイアヌス法令集）からすでに「誘拐」に対

する定義づけを行い、世間にはびこる誘拐の風習を抑制しようと努めていた。それによる

と、「誘拐」は四つの構成要素から成り立っていた。まず、第一は「暴力の使用｣、第二は

「連れ出し｣、第三は「性的な関係｣、そして第四が「同意の欠如」である’7°

この第四の「同意の欠如」の「同意」こそが、教会の結婚の有効性に関する考えをもっ

とも代表するものであった。教会によれば、結婚は12歳以上の女子と14歳以上の男子の

間の自由意志での同意に基づいた結びつきである。この教義は、その後も教皇アレクサン

デル3世（在位1159-1181年）やイノケンテイウス3世（在位1198-1216年）によっ

て確認された。それによると、結婚は解消不可能な秘蹟であり、配偶者双方の同意によっ

て成立する。この秘蹟は、両配偶者自身が教会で発する言葉によって完成されるとされた

18。ただし、この結婚への相互の「同意」を重要視するあまり、教皇イノケンテイウス3

世は､誘拐婚においてさえも、「反対が同意へと変わったなら」誘拐者との結婚は認められ

ると定めている(1200年)。つまり、教会法においては、誘拐という犯罪行為が結婚の絶

対的障害として認められることはなく、それどころか、誘拐者に都合のいい法的解釈を提

供することになっていったのである。

こうした教会法の結婚解釈に不満をもつのが、貴族や都市のブルジョワ層である。彼ら

は、結婚を家系同士の結びつきと捉え、また経済的、政治的、社会的な枠組の中における

優位性を保つ手段として考える傾向にあった。家の存続を重視する彼らにとって、子供た

ちだけの意思で決定された自由結婚は、「メザリアンス」の恐れを伴うお家の一大事に相当

したのである。そこで彼らが、活用したのがローマ法である。ローマ法においては、娘や

息子の結婚は家長が一切の権限を有していた。また、「女性に対する権限を有する者の意図
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に反する」結婚は誘拐であるとも制定していた'9。これは世俗社会側には好都合な法解釈

である。家族の意にそまない結婚がなされたとしても、誘拐であると当局に訴えることが

できるからである。

貴族やブルジョワ層に支持された結婚に関するローマ法は、12世紀後半より、それぞれ

の地方の慣習法のなかに入り込んでいった。13～14世紀において多くの慣習法は､未成年

の年齢を女子は11歳から12歳まで、男子は14歳から15歳までと制定している20・こ

れは､教会法で婚姻年齢に達していないとみなされる年齢（女子12歳未満、男子14歳未

満）とかけ離れたものではない。未成年者は父親の監督下に置かれ、父親が亡くなってい

る場合は、後見人が子どもの監督を託された。そして、その間は、結婚も親や後見人の管

理化におかれ、彼らの承諾がない場合、結婚は認められないと決められたのである。それ

によって、まず未成年の結婚に後見人が介入する権利が生じた。つまり、慣習法は、両配

偶者自身の同意を結婚成立の絶対条件として掲げる教会法を表向きは尊重しながら、配偶

者相互の同意と未成年の保護者の承諾を必要とする巧妙なものだった。この後、結婚に対

する保護者の権限をより確かなものとするために､未成年の年齢が引き上げられる｡事実、

15世紀から16世紀においては、男女とも成人は25歳と定められるようになり21，1556

年2月の王令でアンリ2世は、女子25歳、男子30歳を成人と定めるにいたった。未成年

の年齢を引き上げることで、保護者が結婚に介入できる期間がより長くなり、結婚に関す

る父権の強化をさらに推し進めていったのである。

こうした法の制定から明らかになるのは、「世俗社会の側は､身分の劣る者との結婚を社

会秩序全体に対する脅威として」22捉えるがゆえに、暴力的な誘拐から始まる結婚を恐れ

ただけでなく、自由結婚（その多くは秘密婚の形をとる）についても同様に「メザリアン

ス」の危倶をはらむものであることから、世俗の法においては「誘拐婚」と「自由（秘密）

結婚｣が同一視されたことである。こうした解釈に立って､16世紀においては､未成年(と

りわけ女子）の保護者の承諾のない結婚はすべて「誘拐婚」として処理されるようになっ

た。それと同時に、誘拐婚に対する罰則が明確化され、自由結婚は、ますます制約される

ようになった。

ちなみに、1556年のアンリ2世の王令以後、1579年5月のブロワ王令、1629年1月の

ミシヨー法典、1639年11月26日の｢婚姻の手続に関する」国王宣言､1697年3月の｢婚

姻の手続に関する規則を定めた」王令などでは、未成年者の結婚について、アンリ2世の

定めた成人年齢をそのまま踏襲し、さらに「この年齢を過ぎても子供は両親に意見を求め
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る義務があること」「両親の同意なしに結婚した未成年者に対しては､民事上の制裁のみな

らず刑事上の制裁も加えられるべきこと」23が定められている。相続権の剥奪と死刑を示

唆するこうした制裁は、「暴力的誘拐」に対する罰則と重なったのである。さらに、両親の

同意のない結婚は、「暴力的誘拐」ではないにしても「惑わしの誘拐(raptdeseduction)」

24とみなされ、結婚契約の無効を宣言されている。

この世俗法に現れる二つの誘拐の違いについては、結婚にいたる過程が、暴力を伴って

おこなわれた、女性の同意に基づかない誘拐であると判断されれば、「暴力的誘拐」とよば

れることになる。それについては、前節で述べたとおりである。それに対して、「惑わしの

誘拐」は両配偶者自身の同意はあるが、その家族が承諾しない結婚のことを指している。

したがって、教会法でいう「誘拐婚」と「秘密結婚」をともに「誘拐」という語でくくっ

ているともいえる。世俗社会がめざした父権の強化は、このような形で現れてきたのであ

る。世俗法により、家族にとって都合の悪い結婚、つまり自由結婚は「誘拐」の名で続一

して処罰できる土壌が15世紀から17世紀にかけて徐々に形成されていったといえるだろ

ｰ

つ。

一方の教会法では、1563年のトリエント公会議第24総会においては「婚姻法改定につ

いての教令（タメットシ教令)」が採択された。誘拐婚に関する項目では「誘拐された未婚

女性が誘拐者の支配化にある限りにおいての、誘拐者と彼女との」結婚は禁止されること

が定められ、秘密婚に関しては「二人ないし三人の証人」の立会いのない結婚は、すべて

無効であると定められた。もっとも、両親の同意のない未成年者の秘密婚については、｢禁

止する」が、結婚の無効とはならないとされた。つまり、世俗法が誘拐による結婚契約は

無効であると宣告したのに対して、教令では、秘密婚も含めた「拉致は婚姻支障の一つで

はあるが、婚姻を無効とする絶対的支障ではない」25のであった。

第4節貴族の結婚戦略としての誘拐婚

「世俗」と「教会」の誘拐婚に関しての法解釈の相違は、誘拐の「被害者」対「加害者」

という対立だけでなく、「親」対「子｣、「政略結婚」対「秘密婚」など家系の結婚戦略にお

ける対抗まで及ぶことがある。法解釈に矛盾がある以上、こうした対立は避けられないと

もいえる。ところで貴族は、こういった対立には､どのように対処していったのだろうか。
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ここでは、誘拐婚のさまざまな立場にたった貴族の言動を考察し、そこから誘拐婚が、ど

のように貴族の結婚戦略と結びついていたのかを検証していく。

ガスパール・ド。シヤヴァニャック伯は、はからずも誘拐の当事者となった自身の心情

を1648年7月27日付の回想録に著している。

「(父は）私に言った。《わしはお前にたいした物を残してやれそうもない。そこで考え

たのだが、クルヴァル殿の娘でモンブリュン殿の未亡人と結婚させてやろう。大変な金

持ちだぞ｡》私は、それに同意し、父にまかせることにした。父は私の伴侶をさらう為に

15人の貴族たちと契約をかわした。（中略）私の使いの者たちは、夜中の2時頃にメー

ルにあるモンブリュン夫人の屋敷へ到着した。いつも通り、寝室に向かおうとしていた

夫人は、このような一団が入り込んできたことに対して大変、驚いた。（中略）夫人は、

月並みな抵抗をしてみせた後、連れ去られた。（中略）ついに、私は部屋へよばれた｡だ

が、女を見たときの私の驚きは、如何ばかりであっただろう。私にさだめられた女は、

年老いていて、恐ろしいほど醜くい上に馬鹿っぽく、精気のかけらも見当たらないとき

ていたのだ！私は彼女に対して耐え難い嫌悪感を抱いた。（中略）私は、（この結婚を）

降りようと思っていたところ、両親や親族が私の決意に気づき、思いとどまらせにかか

った。（中略）最終的に、私は、彼女を妻に要った。私たち二人は、どちらも意に反して

結婚したのである。つまり、彼女は全財産を私に譲渡し、私はそれを受け取るという、

自分たちに課された役割を果たすために」26。

これは、当事者双方が望まない誘拐婚の事例である。ここで強調されるのは、父親の権

力の強さである。両配偶者の意志は完全に無視されている。重要なのは、父親つまり家系

の意志である。貴族が、自身の家系にとって望ましい縁戚関係を求めるために、子どもの

配偶者選びに介入してくるのは、法の制定の流れからも明らかであったが、ここでは､家

系を繁栄させることを第一の目的とするための結婚戦略を背景とした「暴力的誘拐」まで

もが視野に入っている。言い換えれば、貴族に特有の家系意識こそが誘拐婚の要因となっ

ているのである。子どもに良い配偶者を得させるためなら、その手段が合法であろうが非

合法であろうが、彼らは頓着しなかったのである。

また貴族は、「暴力的誘拐」と「惑わしの誘拐」を、家系が望まない子どもたちの結婚に

対して、うまく使いわけてもいる。通常、世俗の法廷において、「惑わしの誘拐」が適応さ
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れるということは、この誘拐婚が、家族の賛同を得られなかった未成年者の同意に基づく

結婚であったことを示唆するものである。彼らは、これをどう逆手にとったのだろう。15

世紀前半にパリの高等法院において「惑わしの誘拐」と判決が下された事例をとりあげて

検討してみることにする27．

ジャンヌ・ド・カツセル（12歳）は、父親を亡くし、後見人である伯父ユッソン・ド・

カツセルの保護下にあった。彼女は、隣人のエキュイエの称号をもつ貴族、ロバン・ド・

ワストパストと恋に落ちたので､1433年にまず婚約をし､その後リエージュで秘密に結婚

しようと船でリールにまで駆け落ちを企てる。ロバンの言い分によれば、彼はジャンヌの

要請に従って、彼女との結婚に同意し婚約をした。ロバンは、ジヤンヌの親族に結婚の了

解をとらなかったため、ユッソンが裁判所へ訴えをおこし、この事件は明るみにでる。ユ

ッソンはジャンヌが未成年であったことから、彼女の結婚への同意は責任能力の欠如ゆえ

に認められるものではないと論を展開させる。これに対して、ロバンは「結婚した段階で

は、彼女は13歳になっていたので、彼女には自分の意思に基づいて結婚する権利がある」

と反論する。最終的にパリの高等法院は、教会法による結婚の秘蹟に鑑みて、この結婚の

合法性を認めた。それでは、教会の推奨通りに、愛し合う二人は障害をものともせず初志

を貫きとおした、のだろうか？

この事例では、ジャンヌの伯父、ユッソンが、ジャンヌが結婚に同意したことは否定せ

ずに、年齢による責任能力の欠如から結婚の違法を訴えたわけであるが、裁判所をはじめ

とする世俗社会では、この事件を家族の反対にあった未成年者の同意に基づく結婚である

「惑わしの誘拐」であると受けとめたのは当然である。そして、リールの慣習法では、「惑

わしの誘拐」への罰は、誘拐婚に同意した娘に対しては相続権の放棄と彼女の全財産をも

っとも近親の人間へ譲るとされるものであった。裁判記録によると、被告人側は「(ジヤン

ヌの)家族はおおっぴらには二人の結婚に反対していなかった」28と証言してもいる｡実

はもっともうまく立ち回ったのはユッソンであったといえるのではないだろうか。彼は、

ジヤンヌが廃嫡されても仕方がないと誰もが認める結婚を画策したうえで、傍系にあたる

自身の家系を主流に乗せることのできるこの機会を逃さなかったのである。

もっとも、一般的には「惑わしの誘拐」が適用される例は、両配偶者間の社会的身分の

開きが大きい場合に顕著であるようである。たとえば、裁判において「惑わしの誘拐｣が

あったことを証明する際にも、両配偶者間に身分差がない場合、「惑わし」は「確かではな

い」とされる29°しかし、身分差が明らかな場合は、「メザリアンス」を恐れる家族の思
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惑通り「惑わしの誘拐」が即座に適用されたのである。以下は、その一例である30.

1659年、アミアンの財務官レトック殿は、息子が洗濯女と結婚したために「惑わしの誘

拐」を裁判所に訴え出る。両配偶者ともに成人年齢に達しており、家族の同意のない未成

年者の結婚に適用される「惑わしの誘拐」は、もちだせないはずであった。しかし、アミ

アンの教会において行われた結婚の知らせが花婿の父親の耳に入るや、彼は「(これは)息

子を狙った誘拐であり、（息子は)その悪巧みによって不意をつかれ、篭絡されてしまった

のだ」と洗濯女を糾弾し始めた。同時に父親は、教会法がこの結婚を認めたことに対して

は、教会の越権行為を主張し、息子の結婚無効の申し立てをおこなった。

父親の弁護人ビランは､以下のように主張する。「手管を使って誘惑する者から子弟たち

を守る術はない。彼らは、あの目に絡めとられてしまうのだ。そうなると父親は、もはや

子弟たちの心中および財産管理における主ではなくなる。こうした無秩序は、人々の内に

も多大な影響を与える｡従って､法は絶えず告訴人である父親側を擁護してきた｡彼らは、

自身の家系の不名誉となる結婚によって侮辱されたのである｣。

娘側の弁護人のそれに対しての反論は、神聖なる結婚を人の手によって無効にさせるこ

とは言語道断であるとする教会法の見解を強く主張するものであった。「第一に、生れと財

の不釣合いは破談の理由とはならない。第二に、父親の同意が欠如しているというが、（中

略）一度、結婚契約が、それも成人である息子によってなされたとなると、結婚は継続さ

せなければならない。教会もそれを認めている。なぜならば、両親の同意は、秘蹟の要素

として必要不可欠なものではないからである。アンリ2世の王令は、男子30歳以上､女

子25歳以上の成人年齢に達した子どもたちに対しても、その結婚の際には父母の同意書

を要求したが、（同意書がなければ)結婚が無効になるとは述べていない。ただ相続権の剥

奪を定めているだけである｣。

高等法院の次席検事であったビニョンは、「通常ならば､父親が成人の息子の結婚に対し

て、父親の同意がないからといって息子の誘拐および教会の越権行為を訴えることを受理

することはあり得まいが、（中略）しかしながら、この訴訟事件の状況を全て鑑みると､父

親の同意の欠如や娘の出自の劣ることからくる息子の家系との不釣合いの状態(での結婚）

は、売春行為に相当するものとして糾弾せざるを得ない」と、父親側の申し立てた結婚の

無効を支持した。

教会の越権行為を訴えた側の主張によって、結婚の無効は認められた。レトック殿の息

子に対しては、400リーヴルを囚人たちへのパン代としての施しに、1,600リーヴルを娘
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への慰謝料として支払うことが決定された。また娘にも、支払われる慰謝料のうち400リ

ーヴルは、息子同様に施しに使用することが課された。

ここにおいて、両配偶者は成年であったにもかかわらず、「惑わしの誘拐」が適用される

こととなった。判決の結果だけをみれば、女性への慰謝料の支払いが命じられていること

や、両者、同額の罰金刑が課されていることから、けんか両成敗とみなす向きもあろう。

また、2,000リーヴルで、家名の恥辱がぬぐえたとみるか、思惑通り1,200リーヴルを手

に入れたとみるか、それもいろいろな解釈が成立する。しかし、明確なのは、「惑わしは、

両者の間に身分差がある場合には､より明白となり、より確定的とされる｣3’ことである。

同格の家系同士の男女が、両親の意図に反して駆け落ちをしても、世俗社会は、教会法の

認める「自由恋愛」を考慮にいれる。しかし、男女間の身分差が歴然としてある場合には、

「自由恋愛」は「誘惑」「たぷらかし」「売春行為」と受けとめられたので、結婚を無効に

することさえ容認されたのである。

小括

貴族は、誘拐婚に対して世俗社会がもつイメージを最大限に利用した。たとえば、「暴力

的誘拐」に関しては、嫌がる女性を無理やりにさらって結婚するというこの誘拐婚に特有

のネガティヴな印象をさらに強めるため、女性の抵抗の様子を詳細に描写してみせ、教会

法の認める両配偶者自身の同意に基づく結婚とはかけ離れたものであることを提示した。

そうかと思えば、女性の抵抗にはまったく触れずに、完遂された結婚の有効性を主張する

こともある。それには教会法をもちだせばよかった。いずれの場合も、よりよい縁戚関係

を求めるための戦略として作動した。

両人同士による自由意志での同意に基づいた結婚に対しては、未成年者の保護者の承諾

のない結婚を「惑わしの誘拐」と名づけて罰則が定められ、子どもたちの結婚に家系や両

親の意志が反映されることが推し進められていったが、この誘拐婚のもつ「同意に基づい

た結婚」のイメージを利用することもあった。たとえば、女性相続人の後見人が、彼女の

代わりに自身が家系の主となることを画策したときには、「惑わしの誘拐」を訴えでて､娘

から相続人の資格を奪い取り、新当主としての自身の正当性を社会に確認させることもで

きたのである。
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また、両配偶者の身分差が顕著な結婚でも、貴族は、身分の劣る者が良家の子弟（子女）

を誘惑し、結婚を画策するものと捉えるこの結婚に対する世俗一般のイメージをうまく利

用して、成人に達した子どもの同意に基づいた結婚を無効とさせることに成功している。

以上｢誘拐婚｣の事例は､世俗社会の結婚への一般的な意識を反映しているといえよう。

アス・デュボスクが、貴族の結婚に関して「男子は（中略）自身の社会的地位より低い立

場の者と結婚することも可能であった。それは、彼の家系を（経済的に）豊かにするのに

有用であった。一方、結婚した女性は、夫の家系の地位に基づき、結婚によってある意味

《上昇》する。新しく結ばれた縁戚関係は彼女の家系に恩恵をもたらすのである。その逆

のパターンはない」32と述べているように、降嫁婚は、一般的には考えにくい背景が確か

に存在した。この固定された観念が覆されることがあるとすれば、それは誘拐（暴力を用

いるものであれ自由意志に基づくものであれ）によってであったといえる。つまり誘拐婚

は、ある程度定まった社会通念の抜け穴だったとも考えられる。

以上のことがらを総括すると、貴族は誘拐婚を予防するために子どもの結婚に介入でき

る権利を確保しながらも、同時に誘拐婚を利用して自身の家系に有益となるような結婚戦

略を思い描いてたといえる。いうなれば、誘拐婚には貴族の結婚戦略における攻撃と防御

』

の両側面が集約されているのである。
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第5章

スダン公国宗主シャルロット・ド・ラ・マルクの遺言書（1594年）

－女性相続人と家門の継承一

第1節遺言書をめぐる謎

本稿でとりあげる、スダン公国女性相続人であり女性宗主でもあったシャルロット・ド・

ラ・マルク（1574-1594）の遺言書は、フランスの国立古文書館の史料番号273AP176

に収められている貴重なもので、当時の相続の実態を垣間見ることができる。公証人によ

って「1594年4月8日に作成」と明記されているこの遺言書の末尾には、Charlotedela

Marckと署名されている。まだ19歳という若さで遺言書を作成した背景には、何かしら

死への予感というものが働いたのだろうか。実際に、この遺言書が作成された日からわず

か一ヶ月の間に彼女は初めての子どもを死産する。そして、その1週間後には、彼女は夫

一人を残して他界するのである。文面には次のように記されている。

「現在、私が妊娠中というデリケートな状態にあるということと、今年、多数の妊婦を

おそった大きな災難を考慮して（中略）私の死後、主が私をお召しになった後しばらく

して、私の意図するものと私の欲するものがかなえられるように、今現在この遺言書を

作成する」】

不吉な予感はまさに的中した。そして女性相続人（シャルロット・ド・ラ・マルク）が

残したこの文書により、38歳にして寡夫となったテュレンヌ副伯、アンリ・ド・ラ・トウ

ール（1555-1623）は、「ブイヨン公領とそこから彼女に付随する訴権のすべて、スダン、

ジヤメス、ロクールの宗主領、スペイン国王によって墓奪、占領された土地にかかる権利

のすべて（すなわちブイヨン城と独立領)、さらに彼女に付随する大所領、領地、領主権の

すべて、さらに成文法地域に彼女が有する他の財産のすべて」2をラ・マルク家からラ・

トウール・ドーヴェルニュ3家へと代襲させるのである4．
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宗主を名乗る家系が刷新されたという事実は、同時代人にどのように受けとめられたの

だろうか。およそ100年が経過していたとはいえ、やはりサン・シモン公は彼の『回想録』

の中に、この出来事をとりあげ、ラ・トウール・ドーヴェルニュ家がブイヨン公を名乗る

ようになった経緯を次のように説明している。「ブイヨンの元帥は､妻が所有していたすべ

てのものをそのまま保有する権利を要求した。彼のために計らって彼女が作成した遺言書

の名において。彼はこの書類を一度として示さなかった。なぜなら、そのようなものは存

在しなかったからである｣。5家系の古さと正統性を何よりも重んじるサン・シモン公ゆえ

に、遺言書の名のもとにおこなわれた代襲を不快に感じ、得意の皮肉をきかせたのだろう

か。それとも、存在しないといわれている遺言書によって公国宗主の座についたテュレン

ヌ副伯の辣腕は、その当時の人々には周知の事柄であったのだろうか。いずれにせよ、副

伯の要求が実現するにいたった過程については、100年以上にわたり疑惑の目が向けられ

ていたことは確かである6．

ところで、サン・シモン公が存在しないと断言したはずの遺言書が21世紀の現在、フ

ランス国立古文書館で確認できるというのはどういうことだろうか。この疑問に答えるた

めには、遺言状作成の由来を調べる必要があると同時に、1594年5月15日、公国の女性

宗主の死後、この遺言状がはたした役割をさらに詳しく調査する必要がある。この事件に

関しては、ほとんど研究がなされていなかったが、2006年に提出されたヤニク・ベネゼク

の博士論文7により、ラ・トウール・ドーヴェルニュ家がどのようにスダン公国に介入し

ていったかが明らかにされ、1594年の遺言書についても詳細に解明された。本稿は、この

ベネゼク論文を手がかりに、シャルロット・ド・ラ・マルクの遺言書が秘める謎を解き明

かすとともに、事件の背後にあるもの、とくに貴族家系がどのような手段で継続されてい

ったのかを女性相続人の遺言書が果たした役割を焦点に考察したい。そこには、16世紀末

の政治的、社会的そして宗教的背景が微妙に投影されていた。

第2節ラ・マルク家一女性宗主の誕生一

今日、スダンはフランス北東部のシャンパーニューアルデンヌ地域圏の一小都市にすぎ

ないが、近世にさかのぼると、フランス王国と神聖ローマ帝国のあいだに位置する立地条

件のゆえに、しばしば政治的に重要な役割を果たす舞台となった。戦略上の拠点となる条
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件がそろっていたことからも、1424年にはすでに、その後ヨーロッパ最大と呼ばれる要塞

であるスダン城の築城が始まっている8。そして、この土地を何よりも特徴づけるのが、

スダン公国が貨幣鋳造権までも持つ独立国であり9、国王でも皇帝でもない独自の宗主で

あるブイヨン公をいただいていたことである。さらに法的にみると、この公国は成文法地

域にあたり、相続に関しては契約書に記された事項が有効性をもった。

最初に宗主位についたのは、ラ・マルク家のロベール4世（1512-1556）であったlo･

女性相続人の祖父にあたる人物である。彼には成人した息子が2人いた。長男のアンリー

ロベール（1539-1574）はブイヨン公とスダン公国宗主を、次男のシヤルルーロベール

（1541-1622）も女性相続人であった母親'1の恩恵によりモレルヴイエール伯を継承し

た。ところで、長兄のアンリーロベールは、ブルボン家の一員であるモンパンシエ公ルイ

2世の娘フランソワーズ・ド・ブルボン（?-1587）と1558年に結婚し、14年間の結婚

生活で4人の子どもをもうけた。男子が3人と末娘のシャルロットである。アンリーロベ

ールが死の3ケ月前1574年の9月1日に作成した遺言書には、万が一、自分の息子たち

の血統が途絶えたときには'2，公国宗主権は弟モレルヴイエール伯とその子孫にではなく、

妻の家系であるブルボンーモンパンシエ家に代襲させると記された'3。すなわち、自らの

出自であり、子どもたちにとっての父系親族にあたるラ・マルク家より母系親族のブルボ

ンーモンパンシエ家のほうを優遇したのである。なぜだろうか。

この問題を検討するには、まず時代背景を考慮にいれる必要がある。16世紀後半のフラ

ンスにおいて、戦うべき相手は、外国ではなく、国内にいた。カトリックとプロテスタン

トの両陣営に分かれてくりひろげられた宗教戦争は、1572年のサン･バルテルミーの虐殺

事件で緊張のピークをむかえる。皮肉なことにラ・マルク家では、兄弟でカトリックとプ

ロテスタントに分かれてしまった。兄のアンリーロベール・ド・ラ・マルクがプロテスタ

ントに改宗したのは、第一次宗教戦争の只中にあった1562年のことであった14．

アンリーロベールの改宗およびスダン公国のプロテスタント化には、公国宗主妃だった

フランソワーズ・ド・ブルボンの果たした役割が非常に大きい'5．親ユグノー派であった

母親ジヤクリーヌ・ド・ロングウイーの影響でカトリックよりもプロテスタントの教えに

親しんでいた彼女は、1562年夫とともに改宗する以前から、迫害を逃れてきたフランス各

地のプロテスタントたちにスダンの国境を開放してもいた'6．改宗以後、公国にプロテス

タントを持ちこむにあたって、宗主夫妻は穏健な政策をとる。彼らの新しい宗教を臣民に

押し付けることは決してせずに、カトリックとの融和や共存をめざしたのである。「信仰の
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自由」が保障され、改宗の強要は厳禁とされた。カトリック教会の閉鎖も、教会人が逮捕

されることもなかった17．1564年に宗主の名において発布された勅令には「宗教を理由

として、行為あるいは言葉によって侮辱することを禁じ､違反すれば罰する。また､人を、

その意思に反して、その者が容認していない宗教へ向わせることを、あるいは、それに関

していかなる反目、論争､騒乱､騒動､反乱を扇動することも禁ずる」と記されている’8．

こうした寛容政策が、フランス本国から迫害を受けたプロテスタントをひきつけるのにそ

う時間はかからなかった。亡命したプロテスタントの多くは貴族、法曹関係者、医者、大

学の知識人たちであり、アンリーロベールは国政に彼らを登用することもためらわなかっ

た'9。おそらく、この支配階級のプロテスタント化が引き金となって、まずは貴族、ブル

ジョワ階級から、次第に民衆にまでプロテスタントへの改宗がひろまっていったと考えら

れる。宗主夫妻の改宗から、10年ほどの年月をかけて公国は自他ともにプロテスタント国

と称するにいたるのである20．

唯一の例外は、アンリーロベール、シヤルルーロベール兄弟の母親フランソワーズ・ド・

ブレゼが寡婦産の取り決めにより生涯にわたって所有を認められていたロクール領であっ

た。長男の嫁が公国に持ち込んだ新しい宗教を毛嫌いしていた彼女は、領内でのプロテス

タント信仰を禁じることを息子に認めさせたのである2'。彼女の後継者としてモレルヴイ

エール伯位を継承した次男シャルルーロベールも当然のようにカトリック側にとどまり、

国王軍の戦力として対プロテスタントとの戦争に参加するようになる。1573年のラ・ロシ

ェルの戦いでは、兄と弟は敵・身方に分かれて戦うのである。実の兄弟であり、同じラ・

マルクの姓を名乗りながらも、信仰する宗教の違いが決定的となって、兄は弟がスダン公

国宗主の位を手にする可能性を一顧だにしなかったし、弟の方でも兄の意思表示に異議を

唱えることはなかったのである。少なくともこの時点では。

さて､アンリーロベールが他界したあと、スダン公国では寡婦となったフランソワーズ・

ド・ブルボンが、未成年の息子の後見人として、1584年までの10年間、摂政として政治

をおこなうこととなった。夫の存命中であったとき以上に、彼女はスダンのプロテスタン

ト国化をすすめていく。この母親の後見のもとに育ったアンリーロベールの3人の遺児た

ちは、生まれながらにプロテスタントの世代に属する。ただし、長子ギョームーロベール

が母親の後見から離れ、公国宗主としてようやく独り立ちしようというときになって、ス

ダン公国の未来に暗い影がさしこんだ。というのも、1587年には、まずフランソワーズ・

ド・ブルボンが、ついで宗主の弟ジヤンが相次いで死亡したのである。ジヤンはアンリ＝
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ロベールの遺言書に従えば、このとき公国宗主継承順位の第二位にいる人物であり、23歳

という若さでまだ結婚もしていなかった｡立て続けに起こった肉親の死を目の当たりにし、

自身も病床にあったギョームーロベールは､同年1587年12月27日に遺言書を作成する。

そし1588年の1月1日には、今度は彼がジュネーヴで客死するのである。26歳になった

ばかりで人生を終えることとなったスダン宗主も、やはり結婚はしていなかった22．ギヨ

ームーロベール・ド・ラ・マルク（1562-1588）が残した遺言書には、公国宗主位の継承

者として初めてシャルロットの名前が登場する。ラ・マルク本家には、もはや宗主の妹に

あたる13歳の少女しか、家系を継ぐものが残されていなかったのである。遺言書に記さ

れていたのは以下の事柄であった｡同時代を生きた､歴史家ド・トウの著作から抜粋する。

「彼は妹のシャルロット・ド・ブイヨンを、宗主権が及ぶすべての場所において、いっ

さい宗教を変更させないという条件で、自身の普遍相続人に指名した。仮に彼女が子ど

もを残さずに死亡した場合には、伯父のモンパンシエ公、フランソワ・ド・ブルボンと

その息子であるドンブ親王が、フランスの諸教会の宗派に従う彼らの臣民に与えられて

いるのと同様に、プロテスタントの信仰の自由をも認めるという条件のもとで彼女に代

襲するとした。ただし、この条項が完遂されなかった場合においては、新たにナヴァー

ル王とその子孫が妹に代襲するものとし、彼らに代襲する者としてはコンデ親王、アン

リ・ド・ブルボンを指定した。さらにもう一方で、妹の結婚相手には、ふさわしい身分

の人物で、スダン、ジヤメス、ロクール及び宗主権の及ぶ他のすべての場所にプロテス

タントの信仰を確立させることができる者とした」23。

つまり、シャルロットを女性宗主に認める条件として、公国をプロテスタント国にとど

めておくことと、彼女の夫となる人物もプロテスタントの力のある者ということを掲げた

のである。

ところで、1587年に作成されたスダン公国宗主の遺言書においても、シヤルルーロベー

ルとその子孫たちは、公国宗主位を譲る可能性が排除されたままになっている。ラ．マル

ク家の直系が絶えた場合には、またしてもブルボンーモンパンシエ家への代襲が示唆され

ている。しかし、このたびは、シヤルルーロベールは納得がいかなかったようである。彼

は、ギョームーロベールの遺言書に異議を申したて、宗主権の継承を主張する。だが､親、

兄弟のいない未成年の少女を宗主にいただくこととなったスダン公国の不安定な状態にっ
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けこむのは今だと考えたのはシヤルルーロベールだけではなかった。国王アンリ3世の母

カトリーヌ・ド・メディシスも、公国宗主領の没収とシャルロットをカトリック教徒ロレ

ーヌ公家の一員と結婚させることの可能性を国王に進言した24。さらに触手をのばしたの
リーグ

は、隣国の領主であり、カトリック同盟のリーダー、ギーズ公アンリ・ド・ロレーヌであ

った。この前年、自身のロレーヌ領をスダンのプロテスタント軍に荒らされたことへの報

復を理由に、ギーズ公は公国の要地であるジャメスとスダンヘの攻撃を開始したのである

25
◎

ところで、この要地間を行き来するにはシエール川を越える必要がある。右岸に接する

ドウジ村には橋がかかっていたため、ここがロレーヌ軍の駐屯地となった26．指揮をとっ

ていたのはロズヌであった。ところが、彼はロクールヘの偵察に出むく際、村に4騎兵小

隊しか残さないで出かけるという失策をおかしてしまう。この情報をいち早く聞きつけた

スダン総督クリストフ・ド・シヤゼルは、1588年の4月13日早朝の3時、80人の騎馬兵

と400人の弓兵を従えてドウジ村へかけつけた。2時間で決着はついた。スダン側は2人

の死者と幾人かの負傷者、対するロレーヌ側は140人の死者と200人の虜囚をだした。シ

ヤゼルは、ロレーヌ軍の馬200頭と大砲2門、3,000エキュ金貨を携えてスダンヘ凱旋し

た。街のすべての鐘が打ち鳴らされ、歓喜にわく民衆が勝者を称えあげる中、彼らを出迎

えに駆けつけたのは馬に乗ったシャルロット・ド・ラ・マルクその人であった。ドウジの

英雄は、その時その場で、奪い取った敵方の旗を彼女に献上した27．公国の宗主は誰であ

るのか、スダンの人々が理解した瞬間であった。

第3節女性宗主の結婚

スダンの女性宗主は一刻もはやく結婚する必要があった。ドウジで勝利したとはいえ、

公国内は宗教戦争のあおりをうけて、報復行為が繰り返され国が安定しているとはいいが

たい状態が続いていたからである28．ギョームーロベールの遺言書には、シャルロットの

結婚相手はプロテスタント徒であるべきことが明記されていたが、花婿候補に名乗りをあ

げたものの顔ぶれは多彩であった。小さいとはいえ公国宗主の地位は大変に魅力的であっ

たようである。モンパンシエ公は、カトリックであり、また教会法に抵触する恐れがある

にもかかわらず、息子のアンリを後見している姪、息子にとっての実の従妹と結婚させた
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がつたし29，兄ギーズ公の後を継いでカトリック同盟のリーダーにおさまり、スダンを攻

撃していたマイエンヌ公シヤルル・ド・ロレーヌは、息子との結婚と和平交渉を同列に置

いた30．ヌヴエール公ルイ・ド・ゴンザーグもまたカトリックであったが、ナヴアール王

側に属していたので息子シヤルルをスダンの女性宗主と結婚させることも可能であると考

えていた31．領有する公領レトルが、スダンから南西に40キロメートルほどの近郊に位

置していたことから領土の拡大を狙ったと思われるが､いささか楽観的すぎたようである。

花婿選びの決定権はナヴァール王のほか､スダン公国評議会と､先の宗主の親友であり、

シャルロットの補佐を遺言書でも頼まれていた32ユグノーを代表する武将フランソワ・

ド．ラ．ヌエが保持していたのだが、彼らは、スダンをプロテスタント国のまま維持させ

ることを大前提に、シャルロットの夫はプロテスタントから選ぶことで意見が一致してい

た。ヌエが推したのはカジミール公の甥で、未来のプファルツ選帝侯となるはずのフリー

ドリッヒであり、評議会もまたドイツの諸侯のなかから、クリスチャン・フォン・アンハ

ルトを推薦した33。だが最終的には1588年の5月に､ナヴアール王と、「ユグノーの教皇」

と揮名されるデュプレシーモルネが賛成する、フランス人でプロテスタントの貴族である

アンリ．ド．ラ．トウールにおちつく34･彼、テユレンヌ副伯は、王の腹心であり、その

とき36歳であった。

対カトリックを念頭におきながらも、ドイツのプロテスタント諸侯と完全に手を組むこ

とにも警戒を示すこの人選からは、ナヴァール王、つまり未来のフランス国王アンリ4世

の政治的資質の高さがうかがい知れる。彼はスダンに、フランスにおける対ロレーヌ公家

および対神聖ローマ帝国の盾となる役割を求めた。また、テュレンヌ副伯に白羽の矢がた

ったのは、ナヴァール王にとって、彼は腹心でありながら、潜在的な敵でもあったからで

ある35．ヴアロワ王朝のフランス宮廷での失寵が引き金となって、1576年になって初め

て、副伯はナヴァール王のネラック宮廷に出仕するようになった。彼がプロテスタントに

改宗したのも、このころであった36．プロテスタントとしての資質は不鮮明でありながら、

副伯の軍事的能力は、疑いようもなかった。ナヴァール王は、公国宗主の地位をちらつか

せることで副伯に恩を売り、また彼をプロテスタントに必然的にとどめおくことのできる

この結婚を利用した。さらに、副伯を彼が大所領と影響力を有するフランス中部のオーヴ

エルニユ地方やリムーザン地方からひき離して、王国の北東へ追いやることで力の分散を

図つたとともに、この優秀な軍人を王にとって目下のところ最大の敵であるロレーヌ公家

へ対時させることにより、現実と仮想の2大ライバルの力を同時に牽制したのである。
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テュレンヌ副伯にとって、この女性宗主との縁談に異論があるはずもなかった。彼個人

にとっても彼の家系にとっても、さらなる社会的上昇をはたせる千載一遇の機会と捉えた

のである。副伯自身は、「長きにわたって王国における名門中の名門でありつづけた」37オ

ーヴェルニュ地方の家門貴族ラ・トウール家の出身であり、9つの要塞都市と120の村か

らなるリムーザン地方に有するテュレンヌ副伯領のほか、モンフオール伯領などの複数の

封土を有する有力貴族であった38。つまり、彼はスダン女性宗主の結婚相手に「ふさわし

い身分の人物」だったのだが、それでもシャルロット・ド・ラ・マルクに付随する宗主と

いう地位、あるいは、彼女の政治的、宗教的立場と地理的な立地面からみたスダンの重要

性に鑑みるならば、より敬意を払われるべきはシャルロットであることは、誰もが認める

ところであった。

それゆえに、1591年10月15日スダン城内でアンリ4世立会いのもと、執り行われた

結婚契約書には､妻の家格が夫より上とみなされる場合に特徴的な契約項目が列記された。

ちなみに、「アンリ・ド・ラ・トウールは以後、第一の称号として《ブイヨン公およびスダ

ンとロクールの公国宗主》を名乗ること」また「長子はラ・マルクの名前と家紋を、変更

を加えずに使用すること。次男以下の子どもたちは、望むならば、ラ・トウールーラ・マ

ルクのそれを使用すること｣、それに「統治と公国行政組織に関連するすべての証書、勅令

は夫婦の連名で出されること」「公国領の所有者はシャルロット・ド・ラ・マルクのままで

あり、夫の署名以外に彼女の署名も必要であること」39とする項目のすべてが、この結婚

が同格の家の結びつきである「同等婚」ではなく、典型的な女性側の「降嫁婚」であるこ

とを明白に示しているのである。

結婚契約書に署名すると、テュレンヌ副伯はたちまちにして軍人としての非凡な才能を

スダンの人々にみせつけることとなる。当初、1591年10月27日に予定されていた結婚

リーグ

式は、スダンより34キロ南東に位置するストウネに拠点をおくカトリック同盟のスダン

ヘの侵略が再開されたことで延期となった。27日その夜に、ストウネに向かうため、副伯

は400人の弓兵を率いてスダンを出発した。明け方の4時、町の外壁に到着した副伯の部

隊は奇襲をかけた。ストウネは難なく陥落してしまう。その足でスダンに戻った副伯は11

月19日に晴れて結婚式に臨んだ。アンリ・ド・ラ・トウールは、「私がこれまで見たなか

でもつとも疑い深い人々」とアンリ3世の使者に言わしめた40スダンの人々に、当初から

好意的に受け入れられることとなった。また、妻となったシャルロット．ド．ラ．マルク

も夫に敬意を払っていた41。
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なお、結婚契約書には副伯が妻より先に死亡した場合を想定して、「くだんの令嬢は、子

どもがいない場合では15,000リーヴルの土地を、子どもがいる場合には12,000リーヴル

を寡婦産として受け取る｡」42と明記された。実際にはこの項目は必要とならなかった。

彼女が20歳の誕生日を迎える前に、生まれてきた子どもの後を追う形で、夫より先に死

亡したのは1594年5月15日､契約書に署名がなされてからちょうど2年7ケ月後のこと

であった。

第4節シャルロット・ド・ラ・マルクの遺言書

妻の死亡の知らせを聞いて、アンリ・ド・ラ・トウールは、早々に手をうたないと、自

分の立つ基盤が弱体化してしまうことを自覚した。ラ・マルク本家の女性相続人であった

シャルロットが、子どもを残さずに他界したことで、ギヨームーロベールが1574年に作

成した遺言書に想定してあった内容が現実のものとなり、遺言書の効力が新たに蘇ったか

らである。1591年の結婚契約書には､子どもを残さずに妻が先に死亡した場合については

触れられてはいなかった。ギョームーロベールの遺言書を踏襲すると了解されていたのだ

ろう。そこで､まずアンリは､女性宗主の死をアンリ4世に知らせる使者を大至急派遣し、

公国宗主の座に自分がとどまれるように王の力添えを請う書状を持参させた。そこには、

（1）妻が嘘偽りのない愛の証として、彼に全財産を譲ったこと、（2）それが彼の正当な

所有であることを、国王の権威と厚情で保護してもらいたいこと、（3）彼が得た権利に反

論を述べるものが多数でてくることが予想できるが、彼が国王と面会したときにその証拠

については提示するつもりであること、が書かれていた43。それに対してアンリ4世は彼

に保護を与えると返答したが､以下の一文を付け加えることも忘れなかった。「もし貴殿が

記述したとおりに、法と正しい理由と資格に基づいているのであれば、余の厚情と援助と

保護を保証できるすべてのものを、いとも善良な臣民一人のために、ふるまい続けるわけ

にはいかないだろう｣。44

国王同様に、スダン公国民を味方につけることも、アンリ・ド・ラ・トウールが打った

布石の一つであった。彼は、公国全土に「シャルロットは相続人にモニ侯爵、ルイ・ド・

ラ．マルク45を定めた」との噂を流して民衆の反応を確かめた。公国におけるカトリック

の復活と信仰の自由が失われることを予想して、人々は自分たちの恐怖心をアンリ自身に
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訴え出た。民意は自分に味方しているとの確信を得て、彼は噂を打ち消し、妻の遺言書を

発見したこと、それによって彼は宗主の座にとどまり、国はプロテスタントのままである

ことを人々に確約した46．妻の書類を整理しているときに発見されたと彼が主張するこの

遺言書こそが、現在、フランスの国立古文書館に保管され、私たちが目にすることのでき

るシャルロット・ド・ラ・マルクの遺言書なのである。

この史料に目を通してみてみよう。最初の項目は、公国がプロテスタント国として存続

することである。

｢第一に、私の宗主権のおよぶところで長きにわたって受け入れられてきた、聖なる神の

改革派教会の幸福と保全が続いていくこと、永久に維持されていくことを望みます」47

それに続いて、夫（アンリ・ド・ラ・トウール）が示してくれた愛情への返礼に、彼女

（シャルロット・ド・ラ・マルク）が成文法地域に有する領土とそれに付随する権利のす

べて、つまりスダン公国宗主権もそこに含まれることになる全権利を夫へ譲るとの記述が

続く。

「私は、夫である殿が、かいがいしくも常に私に対して抱き、示してくださった、妻が

夫に望みうる心からの完全なる親愛の情を思うにつけ、また国王とフランス国の敵との

戦いへ出陣なさる前に、私のために成文法地域の国々にお持ちの財産の譲渡が記された

遺言書を託してくださったことまでをも思うにつけ、さらに私たちの結婚契約書の中で

交わされた生前贈与を行ってくださったことを思うにつけ、彼の愛情へこたえる私から

の愛の証として譲渡を行います。現在、妊娠中の子ども、あるいは今後生まれてくるは

ずの別の子どもを残さずに私が他界したときには､ブイヨン公領と、スダン､ジャメス、

ロクールの宗主領と私の所領のすべてから派生した私に付随する権利と訴権は、（中略）

殿、私の夫のものとなることを望みます。また同様に、セリニャン、プリヴァ、アルラ

ンド、アラモン、ボームールートランジ、ヴァラブレグの男爵領、土地、所領とドフイ

ネ地方に有するオマール公と共有する土地の半分を、また一般的に成文法地域において

私が有する他の財のすべてを、また成文法地域にあるすべての私の土地と所領、宗主領

を殿、私の夫へ、彼とその子孫が永久に享受できるように譲り渡します」48
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さらに遺言書は、母方と父方の両方の叔父の家系へ、慣習法地域に保有する土地を譲渡

すると述べる。

「父方と母方の家系から私が受け継いだブレネ伯領とモニとプランの男爵領、それにノ

ジャンールーロワ、ショーモンーシュールーロワールとラ・フェルテーゴシェの城主権

については、（中略）父方、母方の財ともに慣習法地域にあるものです。私はそれらを父

方と母方の相続人へ残します。くだんの財が座す場所の慣習によって決められたものに

互いに則って、父方に関しては、私の叔父のモレヴリエール伯が、母方に関しては私の

従兄のモンパンシエ公が相続するものといたします」49

そのほか、遺言書には、亡き母親がスダンに設立した神学校に12,000リーヴル、救貧

委員会に6,000リーヴル、そして新しく建つプロテスタント教会に3,000リーヴルを寄進

することが述べられるが、あわせてスダンに呼び寄せていたシャルルーロベールの息子と

娘にも、10歳であった娘のカトリーヌにも結婚資金として10,000リーヴルを、13歳のル

イには｢武具を身につける年齢になったとき､供まわりと武具一式を揃える足しに｣20,000

リーヴルを与えることと、また奉公人たちへの支払いが約束され、これらの金銭は、上に

あげたフランス国内の慣習法地域に属する彼女の財産から使用されると定めていた。

遺言の執行人を指名したあと遺言書は､｢私の意図するものと最後の望みをかなえる最良

の形式と方法として」この文書をしたためたと説明する。あとは、遺言書の作成に携わっ

た人物の名前と肩書きが記され、「スダン城、1594年4月8日」というように、場所と日

付が書かれており､行が改まり、これまでとは明らかに異なる書体でCharlotedelaM9T･ck

と署名が入っている。その下にほかの6名の署名が続き、最後に、この遺言書のスダン宗

主国法院への登録が完了したことを記す一文と1594年6月10日の日付、Drelincourtの

署名で終わるものが、この遺言書の全容である。

ところで、今日では簡単に目にすることのできるこの遺言書だが、シャルロットの署名

の入ったオリジナルを目にしたものは、上にサインした人たちを除けば、近世を通してア

ンリ・ド・ラ・トウール以外に一人もいなかった。彼が提示をかたくなに拒んだからであ

る。のちのシュリー公で財務長官ともなるマクシミリアン・ド・ベテューヌも、アンリ4

世の命で遺言書を鑑定するためにスダンを訪れたのだが、3日間にわたる大歓待を受けた

あとで、「自分のために妻が作成したと彼がいうその遺言書を示すように」との国王の望み
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を切りだしたところ、以下の理由で拒絶された。「贈与契約書は小箱に収められてしまって

いる。私に読ませたあとで、彼女自身の手によってしまわれ、隠されてしまったからだ。

私を面倒にひきこみ、私の善行につけこもうとする人々に対して、法廷で役立たせること

を除いては絶対に開けないよう、私に約束させたのだ｣。5O

これで収まらなかったのが、突然の遺言書の出現によって、公国宗主権の継承から排除

された人々であった。シャルロットの母系親族にあたるブルボンーモンパンシエ家と男系

親族のラ・マルク分家である。ブルボンーモンパンシエ家の場合、ギョームーロベールの

遺言書では、シャルロットが跡継ぎを残さずに死亡した場合、成文法地域に属する公国領

の土地とそこに付随するすべての権利、つまりスダン公国宗主権もそこに含まれる権利の

すべてが、叔父のフランソワ・ド・ブルボンおよびその子孫によって代襲されることにな

っていた。1594年時には、当主はフランソワから長子のアンリに代わっていたが、当然、

アンリ・ド・ブルボンは異議を申し立てた。けれども、アンリ・ド・ラ・トウール側の対

応はすばやかった。同年の1594年10月24日にはアンリ4世立ち会いのもと、すでに両

家系のあいだで和解が成立している。

「この和解は、いとも高貴で、いとも強大であり、いとも名高き君主、フランスとナヴ

ァールの王､アンリの同意の意向と権限によってなされる｡王はくだんの和解に対して、

それがいつまでも続くことを望まれ、亡きブイヨン公の遺言書による譲渡によって、陛

下がお持ちであられ、お持ちであられるはずであったブイヨン公領とスダン、ロクール

の宗主領にかかるすべての権利と訴権を過去と現在においてあきらめ、放棄なさる。さ

らにブイヨン公、アンリ・ド・ラ・トウール殿に善きようにはかられ、それらのものを

くだんのブイヨン公殿へ渡され、彼とその子孫が寄贈、譲渡、撤回不能譲渡、生前贈与

を行うことをお認めなさる。同様に、国王陛下はくだんのモンパンシエ殿に対しても善

きようにはかられ、遺言書による譲渡に従って、お持ちであられ、お持ちであられるは

ずであったジャメスの土地と宗主領にかかるすべての権利と訴権、そこに付随するもの

を過去と現在においてあきらめ、放棄なさる」5］

アンリ・ド・ラ・トウールは、ジャメスの宗主領を交換条件に、モンパンシエ公を納得

させたのである。その一方、シヤルルーロベール・ド・ラ・マルクとの和解は難航した。

そもそも彼は、ギョームーロベールの遺言書にも異議を申し立てており、分家が存続して
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いる以上、遺言書によって代襲を定める権利を、ギョームーロベールもシャルロットもど

ちらも有してはいなかったと主張した。彼は1591年の結婚契約書を引き合いにだして、

長子がラ・マルクの名と紋を、変更を加えずに使用する、と取り決めがなされたのは、公

国の永続とラ・マルクの名の継続が同一視されたからで、そこに代襲が入り込む余地はな

いはずであると訴えたのである52。しかし、成文法地域における契約書の効力が、父系の

親族意識を寄せ付けず､この訴えは却下された｡そこで彼は力ずくで公国を奪おうと、1598

年1月12日、スダン城を奇襲する行動にでた。内通者により情報は当局に筒抜けであっ

たため、作戦は大失敗に終わった。

結局、シヤルルーロベールは1601年8月25日にようやく和解に応じることとなる。彼

は、アンリ・ド・ラ・トウールが有するスダンとロクールの宗主領、ブイヨン公領等の土

地に対する権利を認めた。その代償に彼も、成文法地域から土地を得るほか、15,000リー

ヴルと、終身の年金6,000リーヴルを保証される。さらには、「ブイヨン公」のタイトルを

名乗る権利までもが、「彼の終生において」という限定つきではあったが､認められた53．

アンリ・ド・ラ・トウールは、ここで晴れてスダン公国宗主と認められたのである。臣民

にもフランス国王にも前宗主の親族にも代襲を承認させ、以後は、公国の永続と同一視さ

れるのは、ラ・トウール・ドーヴェルニュ家の名前の継続となるのである。

小括

シャルロット・ド・ラ・マルクの遺言書は確かに実在している。だが、それは本物だっ

たのだろうか。もっとも、たとえ遺言書が女性相続人の死後に作成されたものであったと

しても、誰か他の者の手によって署名がなされていたとしても、独立公国の宗主であり、

宗主国の法廷をもつ人物が鑑定を拒む以上、パリ高等法院さえもその閲覧を強制する法的

権限はもたなかったのである。それを知っていたアンリ・ド・ラ・トウールにとっては、

フランス国王とスダンの人民が自分が宗主の座にとどまることに賛成していることが判明

した時点で、自らの勝利を確信したはずである。そのあとは、遺言書という体裁を繕うだ

けで事が足りた。遺言書に最後に記された一文「私の意図するものと最後の望みをかなえ

る最良の形式と方法として・・・」の「私」とは、アンリ・ド・ラ・トウールであること

はもちろんだが、アンリ4世であり、スダン公国民でもあったのである。
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アンリ・ド・ラ・トウールにとって、フランスと行政組織を別にする独立公国（スダン）

の女性相続人と結婚することは、飛躍的な社会的上昇の実現であった。だがそれでも、結

婚契約書の取り決めに従えば、彼の宗主としての権威は妻によって認められるだけのこと

であって、公的に公国の宗主はラ・マルク家の相続人である妻、シャルロットであること

に変わりはなかった。ラ・トウールの家名と家紋を後世に残すことにも制限が加えられた

状態で、自らの出身家系の継続は、風前の灯だったのである。予期せぬ妻の死は、宗主権

継承の権利をもたない彼の立場を危うくするはずだったが、同時にその権利をつくりだす

絶好の機会ともなった。代襲相続は、それが要求されたときからさかのぼって、もっとも

日付の新しい契約書に記載された事項によって判断がくだされる。妻が遺言書を残し、自

分と自分の子孫に代襲を認めることが記されていれば、ラ・トウール家がラ・マルク家に

代わって宗主国の正当な主となって、後世へもラ・トウールの名前を残すことができるの

であった。

アンリ4世にとっては、内外の敵への対策としてスダンの宗主権を、彼がまだナヴァー

ル王時代であったころからの忠臣である、アンリ・ド・ラ・トウールに委ねたままにして

リーグ

おく方が都合よかった｡国内と外国のカトリックへの対策のためである｡カトリック同盟リ

ーダーのロレーヌ家の中核的な所領であるロレーヌ公領は宗主領の隣にあり、スペイン領

ネーデルランドはブイヨン公領に隣接していた。オーストリア・ハプスブルク家の神聖ロ

ーマ帝国もまた、スダンの宗主領と国境を接していた。アンリ4世は、プロテスタント国

家としての地位を確立していた独立宗主公国スダンの状態を認めることで、保護者の役割

を演じつつも､脅威の矛先をフランスから回避させる可能性を考慮にいれていたといえる。

さらに、アンリ・ド・ラ・トウール自身への対策の意味もあっただろう。名家の出身で、

多くの所領を持ち、戦の才にも秀でたこの有力貴族が自身の敵となる可能性を、王は常に

考えていた。代襲を認め、宗主の座につけてやることで、彼の王やプロテスタントへの忠

誠心も、確かなものにできるはずであった。シヤルルーロベール・ド・ラ・マルクが公国

宗主権をめぐってアンリ・ド・ラ・トウールに対する訴訟を起こしたときに、アンリ4世

がもらした「余はブイヨン殿に勝ってもらいたいと思う」54という言葉は、偽りのない彼

の本心であったはずである。

スダンの人々にとっては、自分たちが享受していた信仰の自由を護るためにも、公国宗

主は、この保護策をとってきた先の宗主たちと同じプロテスタントであることが望ましか

った。結局のところ、宗教の寛容政策が実現しているのは、プロテスタントの領主がカト
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リックを容認している場合だけで、その逆の例をみたためしがない。彼らにとって、公国

の永続とラ・マルクの名の継続を一致させることだけでは意味をなさなかった。公国はプ

ロテスタント国として存続することだけが、彼らの願いであり、それができる人物なら家

の名を問う必要はなかったのである。力に訴えようとしたシヤルルーロベールの奇襲が失

敗に終わったのも、いや、そもそも奇襲にしか訴える手段がなかったのも、スダン公国の

民が、ラ・マルクの名を有する彼よりもアンリ・ド・ラ・トウールを自分たちの宗主に選

んだからだといえよう。

宗教戦争という時代を背景に、家系の存続という社会的な側面、敵への対策という政治

的な側面、また信仰の自由の保護という宗教的側面からさまざまな思惑が絡みあい、利害

の一致を見出す歴史的過程を、一通の遺言書が教えてくれた。事件から400年以上が経過

した現在では、その真贋を鑑定しても結果に注目する人は、そうはいないはずである。だ

が、この遺言書は、本物、偽物どちらであったとしても、当時の時代を語る証言者であり

続けている。

ここまで第2部の4章と5章では、女性相続人を家系に取り込もうとする側からの視点

で、貴族家系の存続と発展のあり方を考察してきた。それでは、女性相続人を輩出した家

系は結婚をどのように捉え、実践していったのだろうか。代襲相続が立ち行かなくなって

きたことは、既に第2章と3章で確認した。そのなかで、女性相続人の家系が結婚に求め

た意味を次章では探っていきたい。
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第6章

近世フランス貴族の女性相続人

第1節「実質財」か、「象徴財」か

（1）女性相続人との結婚による貴族家系の発展：混成型の所領

これまでも詳しくみてきたとおり､近世のフランス貴族は｢貴族の相続(partagenoble)」

と呼ばれる独特の相続方法を実践していた｡その特徴は男系長子相続にある｡したがって、

子どもたちの結婚も明確な意図をもって、家系によってコントロールされていた。そのた

め、家系の相続人となる長男の結婚が何よりも優先されていた。多くの場合、彼らが結婚

相手に選ぶのは、威信という社会的な面でも収入という経済的な面でも自身の家系と同程

度の家系に属する女性､なかんずく全財産を女性一人が受け継ぐ｢女性相続人(h6ritiere)」

である。すなわち、同等婚の実践であった。降嫁婚などのあまりにも大きい格差のある結

婚を選択しないのは、代襲を要求されるなど、男性の家系の存続危機が生じる恐れがあっ

たからだと考えられる。ナシエによれば、小貴族から大貴族や君主にいたるまで、所領を

保有するあらゆる階層が同等婚を実践し、何代も続けて繰り返される傾向にあったようで

ある1．最大の要因は、婚姻という正統な手段で財の拡大がおこなえたからにほかならな

い。

たとえば､ブルターニュ地方では、1491年のプレシーアンジェ領主の一人娘とモール領

主の長男の結婚は、両家系ともに1480年には3,000リーヴルの所領収入があったことが

判明しているので、家格において同格であったことがわかる。この結婚から生まれた男子

は両親の所領を合わせて6,000リーヴルを相続した。彼は1513年にブルターニュの名門

貴族ロアン家の分家の女性相続人と結婚する。この結婚によりモール領主は8,000リーヴ

ルを越える所領収入を手にすることとなり､所領は伯領へ格上げされる｡わずか2世代で、

モール領主の所領収入が2．6倍になったのは、連続して女性相続人と結婚したからだとい

えよう2．

同樵の事例は列挙すればきりがないが、たとえば、同じくブルターニュ地方の中級貴族
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デユ・パルク家は、1460年から1607年の6世代のあいだに長男を、近郊に住む所領収入

が300～800リーヴル程度の中級貴族の女性相続人と結婚させること5回の結果、もとの

所領から直線で100キロ先まで所領を拡大することに成功し、1637年にはフランス国王

より所領を侯爵領に格上げされている3°

こうした同等の家系の相続人同士の結婚は、両家系の実質財が統合されて所領が拡大し

ていく。マキアヴェッリは君主国のタイプの一つとして「混成型の君主国」4をあげ､そ

の定義を、「君主の血統に服従してきた世襲的な領域」5をその所有権を獲得した新しい主

が、自らの旧来の領土に併合させた地域としているが6、こうした新興の君主の行動は、

女性相続人との結婚によって正統的に所領を獲得し、もとの自分の所領と統合して所領の

拡大をはかる、上にみてきたフランス貴族の行為と何ら変わるところがない。またマキア

ヴェッリは、「混成型の君主国」をうまく維持していくための条件の一つに「かつて支配し

ていた君主の血統を絶滅する」7ことと指摘する。家産は「貴族の相続」に従って、父系

継承で受け継がれていくため、妻の家系のものをそっくりそのまま夫の家系へ取り込むに

は、妻の親族が絶えていることが必要であった。女性相続人の家系は絶える運命にあるか

ら、｢混成型の相続」をするにふさわしいとされたのである。こうした認識が共有されてい

たことは、同時代に書かれた貴族辞典や家系図が、女性相続人の結婚でその家系を終焉と

させていることからも確認できるだろう8°それを回避しようと、女性しか相続人のいな

い家系は財の女系継承を画策する行動にでる。例をみてみよう。

（2）ラヴアル家当主「ギイ・ド・ラヴアル」の場合

ブルターニュ地方に大所領を有する名門の貴族家系であるラヴァル家は、代々の当主に

「ギイ．ド．ラヴァル」を名乗らせるなど象徴財の継承の仕方に特徴をもつ家系であるこ

とは､第3章でも確認したことである。「ラヴアル領主の非常に高貴であり古い家系は、

人の記憶に遡れないほど太古の時代より、脈々と男系で垂直に継承されていった」と、’5

世紀の結婚契約書にはラヴアル家の家系の古さを誇る文言が登場している9．さて、1424

年に長女をヴァンドーム伯ルイ・ド・ブルボンと結婚させたラヴァル家であるが、結婚契

約書は新婦となる長女のジャンヌ･ド・ラヴァルの出自をこう記している。

｢非常に高貴で有力なガヴルとモンフォールとラ・ロッシュの領主であったギイ・ド・

ラヴァルより家政管理をまかされ、子どもたちの後見人となったラヴァルとヴィトレと
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ガヴルの女性領主アンヌの娘」’0

ここからは、結婚する長女の父親であるラヴァル家の当主ギィ・ド・ラヴァルがすでに

亡くなっていること、後見人には寡婦となった彼女の母親がついていることが分かる。さ

て、この結婚契約書を読みすすめていくと、この家族の状態がより詳しく説明されている

箇所へといきあたる。少し長くなるが引用しよう。

「亡きギィ・ド・ラヴァル殿は、絶対なる神がお決めになったように、生前はラヴァル

とヴィトレの領主であり、最後の妻であったジャンヌの夫であり、アンヌの父であった

が、寡夫となった後、一人息子で、唯一の男の子どもであった生前はガヴル領主と呼ば

れていた亡きギィ・ド・ラヴァルを亡くしてしまい、この年齢では、愛しい息子にかわ

る男子を得るといういかなる望みももてず、唯一の娘であり筆頭相続人となったアンヌ

に結婚という手段によって、その夫となる人物が彼（ギイ・ド・ラヴァル）の生存中は

息子カヴル領主の「名前、叫び声、紋章、印章」を継ぐことを、また彼（ギィ・ド，ラ

ヴァル）の死後は、この結婚を通して、くだんの女性領主アンヌ・ド・ラヴァルの夫と

なったラウルとモンフォールとラ・ロッシュの亡き領主の長男であったジュアン・ド・

モンフォールと名乗り、呼ばれていた人物が、くだんのラヴァルとヴイトレとガヴルの

領主たるギィ・ド・ラヴァルとなることを知らしめた。そして、このギとアンヌ・ド・

ラヴアルの結婚からは3人の息子（中略）と2人の娘が誕生した。長女がくだんのジヤ

ンヌである」’1

つまり、冒頭に出てくるギィ・ド・ラヴァルとは、新婦の祖父にあたるギィ12世のこ

とであり、新婦の父親のギィ・ド・ラヴァルではない。ギイ12世は一人息子の不慮の死

によって、残された娘のアンヌをラヴァル家の筆頭相続人に決めると同時に、その夫をラ

ヴァル家当主に据え、またそのために夫のアイデンティティをモンフォール家のものから

ラヴァル家当主のものへと完全に代襲させたというのである。新婦ジヤンヌの亡き父親で

あったギィ・ド・ラヴァルは、こうした経緯でラヴァル家当主となった。世間あるいは、

ラヴァル家の子孫たちまでもが、ラヴァルの家系は「人の記憶に遡れないほど太古の時代

より、脈々と男系で垂直に継承されていった」との錯覚を起こしたが、その裏にはこうし

た状況もあったのである。ラヴァル家の例は極端だとしても、このように女性相続人を輩
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出した家系が、それを「家門の危機」と捉えて、家を存続させる目的でとる結婚と家産政

策、とりわけ象徴財の継承手段の特徴をより詳しくみていくことにする。

第2節女性相続人の結婚と象徴財の継承

（1）代襲相続

本論第2章でも述べたように、女性相続人を輩出した家系は、しばしば代襲相続に頼ろ

うとする。女性相続人の結婚時に、夫側の家系に代襲を要求するのである。具体例を挙げ

れば前節で論じたギイ・ド・ラヴアルの例がそうであったし、1341年のブルターニュ公

国の女性相続人と一介の伯にすぎないブロワ伯の、それも長子ではなく次子との結婚が、

このケースにあてはまる。中小の貴族も同様である。たとえば1520年、ブルターニュ地

方にあるルゾンという所領の女性相続人ジャケット・ド・コエトロゴンは、ル・プレート

ル家の次男と結婚する。両家の所領収入は400リーヴルと同格の家系であったが、女性相

続人と長男でない男性という立場の違いがあった'2．契約書には「この結婚契約書によっ

て、自身（ル・プレートル）の家紋を捨て、妻のそれを用いる義務を負う」13という文言

が明記されている。

女性相続人を輩出した家系が何とか家系を存続させることを画策するため、この場合、

結婚は、夫へ妻方居住を強い、女性相続人である妻の家系の名と紋をそのまま子孫に継が

せようとする｡男系の長子相続を特徴とする貴族の相続の基本形が､女系の家産継承の形、

つまり子どもが母方の家産を継承する形へと変化するときは、母が家系で唯一残された相

続人であり、かつ父より社会的な身分が圧倒的に高いときである'4。とりわけ、代襲相続

を伴う結婚は、降嫁婚の形態をとることになる。14世紀後半から16世紀までの結婚契約

書の中でこの条件を明記する傾向にあることが、ナシエなどの先行研究から明らかにされ

ている'5．付記すれば、同時期のイングランド貴族について研究をおこなっているローレ

ンス・ストーンもこうした傾向を指摘し、夫にとって自身の家系の紋を放棄することは家

名を放棄することより、精神的に大きなショックをあたえるものであったこと、こうした

放棄を強要できるのは、家系の威信と資産においてより低位の、しかも相続人でない次男

以下の男性となることを確証している’6。
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（2）同族婚

次に、家系存続のために女性相続人を輩出した家系が選択するパターンは、同族婚ある

いは族内婚と呼ばれる結婚形態による家産継承である'7．夫婦ともに父方の親族の一員で

あることで、すでに同じ家紋と同じ家名を有していることから、生まれてくる子どもへの

象徴財の継承が問題にならないことがこの結婚の最大のメリットであった。ただ、同族婚

の結婚形態は、家系消滅の危機に備えて創設した分家を主家に回収していくことにもなる

ので、親族関係が広がらず、結果的に家系が弱体化しやすいというデメリットがあげられ

る。

具体例をみていこう。ブルボン家の結婚政策には、この形態が顕著にあらわれている。

ブルポン公領の女性相続人シュザンヌ・ド・ブルボンは、従兄弟にあたるブルボンーモン

パンシエ家のシャルル・ド・ブルボン（ブルボン元帥、後に神聖ローマ帝国皇帝カール5

世に仕えることになる人物）と1505年に結婚する18｡1521年にシュザンヌが子どもを残

さないまま亡くなると、ときのフランス国王フランソワ1世はブルポン公領が親王領であ

ることを理由に､公領の王国への返還を求めた｡同族結婚による親族関係の縮小によって、

ブルポン家は、王権に対抗できるほどの強大な力をそのときにはもう持っておらず、広大

な公領は国王に召しあげられてしまうことになる。シュザンヌ・ド・ブルボンの実の母、

アンヌ・ド・フランスは「今、私たちがこのような事態に陥り、訴訟騒ぎを起こされてい

るのは、婚姻政策が誤り(buted'alliance)であったからにほかなりません」19と娘の同

族婚が誤りであったと認める。

このアンヌ・ド・フランスは、夫の亡くなった1503年以後、娘シュザンヌの後見人と

して所領管理をはじめ、家系の維持に力を注いでいる。たとえば､1504年にはすでに所領

購入なども彼女自身の名でおこない20、一族の所領拡大に女性相続人の後見人として彼女

が役割を果たしていたのだが、娘の結婚は、彼女の思惑とは異なり、家系維持と発展の点

からみて失敗であった｡フランス国立公文書館に残るブルボン家の会計史料集のなかには、

1521年4月28日の娘の死後、所領を次々 と売却していくアンヌ・ド・フランスの姿が、

署名入り土地売却契約書から垣間見え、当時のブルボン家を襲った情け容赦のない状況が

想像できる2'。このように、同族婚という結婚政策は、親族の了承を得やすい結婚である

反面､親族関係の強化をはかって、家系の根を各方面に広げていく考え方からすると脆い

ものであるといえる。
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（3）分離型相続

家系存続のために女性相続人を輩出した家系が選択する結婚の第三の類型は、分離型相

続を約束させるという方法をとる22°これは、通常の男系長子相続をとらず、生まれてく

る子どもの長男に父方の財を､次男に母方の財を継がせるという条件を付けた結婚である。

序章でみたように、アンヌ・ド・ブルターニュとルイ12世とのあいだで1499年の1月7

日に交わされた結婚契約書にも、以下のように分離型相続の条件が記されていた。

「もしも、この婦人が、いとも敬虐なキリスト教徒たる国王との間に子どもが生まれ

ないまま、国王より先に死亡するか、あるいは、生まれてもその後、家系が（中略）

解体した場合は、くだんのいとも敬虐なキリスト教徒たる国王は（生きている間にお

いて)、くだんの婦人が現在､保有するブルターニュ公国およびほかの国と所領にかか

る権利を享受する。いとも敬虚なキリスト教徒たる国王の死後は、くだんの婦人の血

縁者で真の相続人が、いかなる国の王や継承者たちに叱責されることなく、くだんの

公国と所領を相続する｡(中略)ブルターニュ公国の名が続き廃止されることなきよう、

さらにこの地の民が困難や問題から守られんためにも、くだんの結婚から誕生する次

男が、あるいは男子に欠く場合は女子が（中略）この国の君主とならんことに同意す。

（中略）もしも、この二人から（中略)、男の子ども一人しか（中略）生まれない場合

は、くだんの男の子どもから後に（中略）二人ないし複数の男子あるいは女子が生ま

れたら、彼らが、先に述べたように、くだんの公国を継承することとする」23

この結婚契約書は、ブルターニュ公国とフランス王国が融合することなく、それぞれ独

立した状態であることを目的に作成されている。とりわけ第二子に、ブルターニュ公国を

継がせることで､公家の家系消滅の危機を回避しようとする家系の意思が強く読み取れる。

こうした分離型の相続方法は､15世紀から16世紀にかけて結婚契約書に頻繁に登場した。

たとえば、1424年のジヤンヌ・ド・ラヴアルの結婚契約書においても、以下の文言が明記

されている。

「妻（ジャンヌ・ド・ラヴァル）の兄弟が子孫を残さずに死亡した場合は、ラヴァル

とヴイトレの大所領は、この妻の2番目の息子に移すこととする」「(その際､次男は）

ギィ・ド・ラヴァルの名と家名を名乗り、ラヴァルの家紋とブルボン家の「百合の花」
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紋の四分割紋を用いることとする」24

「妻の兄弟」とは、この結婚契約書の当事者ジャンヌ・ド・ラヴァルの兄弟であり、ラ

ヴァル家の筆頭相続人となったガヴルとモンフォールとラ・ロッシュ・ベルナールの領主

ギイ・ド・ラヴァルのことである。男系が途絶えたわけでないにもかかわらず、万一のた

めに､長女の結婚契約書のなかにまで家系の継承方法が明記されていたのである。15世紀

から16世紀にかけて、貴族が家系の存続に対して先手をうつ手段に分離型相続を用いた

のは、この相続が、代襲相続ほど夫側の家系に受け入れられにくいこともなく同等婚を実

践しやすいこと、また同族婚の問題点でもあった、親族関係の縮小をも回避できたからで

あろう。

ただ、分離型相続においても、貴族が懸念しなければならない問題はあった。長男でな

いほかの兄弟姉妹が、母方の財を受け継げば、筆頭相続人である長男一人への財の集中は

なくなり、(本家の)規模が必然的に縮小せざるをえない｡こうした継承方法を選択すると、

婚家と出身家系の実質財の併合による家系の発展は将来見込めなくなるのである。また、

この継承方法をとることにより、貴族にはさらに直面せざるを得ない問題が立ちはだかっ

てきた。というのも、長男以外にもう一人、子どもが必要になるからである。そもそも女

性相続人を多く生み出す状況があるなかで、長男を含めて子どもを二人以上望むのは､そ

う簡単にはいかないことであった。アンヌ・ド・ブルターニュとルイ12世からは、結局、

女子が二名しか成人しなかった。多死多産で､つねに人口的な危機がおそってくる15，16

世紀社会のなかで、貴族はなす術がなかったのだろうか。

1
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第3節女性相続人の結婚と混成型相続

（1）相続人同士の結婚の増加と降嫁婚の変化

メグリニ家のケースでも確認されたが、16世紀半ばから18世紀にかけて、フランス貴

族の結婚は相続人同士の結婚という組み合わせが、明らかに多くなる。しかもそれらは、

混成型の相続を実践している。つまり、男系長子相続の原則に沿う形で相続が実践され、

実質財の相続人への一極集中による家系の家産拡大が認められるのである。本章の冒頭で

確認した混成型の所領の形成は、一般に同等婚でなされていたが、16世紀半ばから18世

119



、－1

ヲ

紀にかけては、降嫁婚の形でおこなわれている。従来、降嫁婚は、婚家の家産の大幅な流

出を防ぐとともに、一族の意識を強固にし、家長への求心力を高める働きをもつもので、

中世を通して一般におこなわれていた結婚方法であったことは、中世史家のデュビイも述

べていることである25°それと平行して、これまで、繰り返しみてきた、家系の再生産戦

略として代襲相続をさせるための降嫁婚も存在した。いずれの降嫁婚の場合も、妻と夫の

家系の家格や、夫が長男でないなど配偶者間の社会的身分に非常な隔たりが存在するのが

特徴である。その大きな格差を利用して、女性側の家系は社会的な存続を図ろうとしたの

である。

ところが、16世紀半ばころからの降嫁婚を詳しく眺めてみると、それまでと大きく性格

が変わっている。変化はまず、相続人同士の結婚が多くなったことにあらわれる。その理

由として考えられるのは、貴族の人口動態問題である。宗教戦争に代表されるようにきび

しい内乱が続いたことで、従軍が義務付けられていた貴族男性の死亡率が高まったこと、

決闘の流行や、また、成人年齢に達する1世帯あたりの子どもの数は2人を超えることが

なかったなど幼児死亡率の高さが指摘できるだろう26°つまり、男女を問わず、相続人自

体が増える傾向になったのである。妻が家系に唯一残された相続人であるだけではなく、

夫もそのような状態の相続人であることが多くなった。代襲相続や分離型の相続は精神的

にも物理的にも難しくなってきた。

ところで、16世紀半ばの女性相続人の結婚と相続における変化は､相続の目的にあらわ

れるといえよう。これまで、代襲を強いる降嫁婚や同族婚、あるいは分離型の相続を強い

る同等婚では、実質財を増やして家系を発展させることを目標とするのではなく、家産の

現状維持を主たる目標としてきた。そのようにして、女性相続人を輩出した家系は、消滅

の危機に耐えようとしたのである。けれども、16世紀半ばからの降嫁婚はこうした性格が

影を潜め、代わりに家産拡大を目的とする混成型の相続の実践がおこなわれるようになっ

た。たとえばメグリニ家では、家長の結婚には繰り返し、女性相続人との降嫁婚が認めら

れたが、女性の家系の象徴財継承の主張は確認されず、結婚によって増加し続ける家産だ

けが､男性の相続人に一極集中していく様子が確認できる。このように、降嫁婚による相

続の目的が変化していくことは何を意味するのだろうか。それを解明するヒントになるの

が、1565年のヌヴエール公家の女性相続人アンリエツト・ド・クレーヴの結婚である。

（2）アンリエット・ド・クレーヴとルイ・ド・ゴンザーグの結婚

120



､=j

園

家長がヌヴェール公を名乗るクレーヴ家は、女性相続人との同等婚を実践することによ

って家系を発展させてきた典型的な家系である27．公領になる以前のヌヴエール伯領は、

クレーヴ家に由来する所領ではなく、伯領は女性の手を介しながら、1505年にクレーヴ家

にたどり着いた。1538年に伯領は、王族の一員マルグリツト・ド・ブルボンと結婚したフ

ランソワ・ド・クレーヴ（1516-1562）への、ときのフランス国王フランソワ1世の厚

意によって、公領へと格上げされ28、フランソワ・ド・クレーヴが初代ヌヴエール公と呼

ばれるにいたった。フランソワ・ド・クレーヴには息子が2人と娘が3人いたが、1563

年に長男のフランソワ2世（1539-1563)が、ついで1564年にその弟のジャック（1544

-1564）が亡くなり、家系は長女のアンリエツト（1542-1601）を父と兄弟の筆頭相続

人とするようになった29.1564年のこの時点で、クレーヴ家は、15世紀末の女性相続人

との結婚による所領の拡大と、王族との縁戚関係によって、所領収入の面でも、威信に関

する社会面でも王国でも有数の大貴族に数えられていた。アンリエットがヌヴェール公家

の筆頭相続人となったとたんに、彼女への結婚申し込みが殺到したというエピソードは、

女性相続人との結婚が貴族家系に望まれていたことを如実に物語っている。

ヌヴェール公家の研究者アリアン・ボルタンスキの分析によれば30、名乗りをあげたも

のは、まずは、当時寡夫であったコンデ公ルイ1世、もしくはその息子、当時13歳のア

ンリ・ド・ブルボンだっただろうという。コンデ家との結婚は、もし実現すれば、女性相

続人のもっとも近い親族との同族婚となり、それは象徴相続の実践を望む女性相続人の結

婚にとっては、望ましい形の一つであった。ボルタンスキによればさらに、当時、宮廷内

で絶大な権力を握っていたギーズ家も15歳のアンリ・ド・ギーズを候補者に立てただろ

うと考えられている。また、モンモランシー家は、長男はすでに結婚していたので、独身

の弟が2人いるとはいえ、クレーヴの女性相続人との結婚に相続人でない弟たちでは身分

が釣り合わない、あるいはクレーヴ家に呑み込まれてしまうと考えて候補をたてなかった

ようである｡これらについては史料が残っていないので､真偽の確かめようがないのだが、

候補者として、まことしやかに畷かれた相手は、クレーヴの家名に匹敵する大貴族の相続

人ばかりということからも、女性相続人との結婚は同等婚がふさわしいとする同時代人の

考え方を改めて確認することができる。それとともに、あまりにも大きな家格の差は､一

方の家系に呑みこまれる危険性を十分に貴族たちは認識したのである。たとえば、ナヴァ

ール女王ジャンヌ・ダルブレは、長男のアンリ・ド・ブルボンとイングランド女王エリザ

ベスの縁談がもちあがったとき､息子が｢ただの女王の夫(unsimplestrapontindeprince
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consort)」となること、ナヴァールとベアルンがイギリスの一地方に陥ってしまうことを

懸念して破談にし、宗教的に対立関係にあったフランス王家との縁組をあえて選択してい

る31．

こうした背景のもと、アンリエット・ド・クレーヴの結婚相手として、有力貴族でもな

ければ、長男でもないルイ・ド・ゴンザーグ（1539-1595）が選ばれたのは、青天の騨震

であったといえる。この縁談は、シヤルル9世と王母カトリーヌ・ド・メデイシス主導の

もとで進められた32°つまるところ王権は、非常に裕福な女性相続人との結婚によって大

貴族がさらに力を蓄えることを阻止しようとしたと考えられる。その時点は、まさに宗教

戦争の火蓋が切って落とされた緊迫した時期であった。王権としては、プロテスタントの

リーダー、コンデ家にこれ以上の力をつけさせるわけにはいかなかった。カトリック側の

リーダー、ギーズ家についても同様である。女性相続人との結婚によって、貴族間の勢力

均衡が崩れるのを防ぐために、王権は、影響力の少ないルイ・ド・ゴンザーグに白羽の矢

を立てたと考えられる。もっとも、クレーヴ家にせよ、ルイ・ド・ゴンザーグにせよ、常

に王権に忠実であったという実績があった。フランソワ（1世)・ド・クレーヴもルイ･ド．

ゴンザーグもアンリ2世のもと、1557年の「サンーカンタンの戦い」に参加し、ルイ・

ド．ゴンザーグはスペイン側の捕虜となっているのである33．王権の側には、彼ら忠臣た

ちを常に傍らに置いておきたいという思惑があったと考えられる。

王権のお気に入り、ルイ・ド・ゴンザーグとはどういった人物だったのだろうか。特筆

すべきは、彼はフランス人ではなくイタリア人として、北イタリアのマントヴァでゴンザ

ガ公の三男として生まれたことである｡表向きの理由はフランス王太子の学友となるため、

実際にはフランスとマントヴアの外交政策の証として、彼は1549年、10歳のときに､50

人の随員を伴って、故郷のマントヴァからフランス宮廷へとやってきた34．その翌年には

フランス人への帰化が認められている35．公国君主の血筋をひく彼は、「外国君主(prince

6tranger)」という高い格で処遇され､王権のもとで成長していくことで宮廷に受け入れら

れるなかで、フランス王家への忠誠心が育まれていった36．彼の献身ぶりは有名で、当時

の宮廷人を描いたブラントームも｢アンリ王の宮廷で王太子の傍らでお育ちになったので、

大変立派な忠義あふれるフランス人におなりなさった」37と記しているほどである。

こうして､ルイ．ド．ゴンザーグはフランス宮廷にゆるぎない居場所を見つけた｡彼は、

1560年には国王から12,000リーヴルの年金と、国王軍の隊長としての俸給、年1,200リ

ーヴルを得ていた38。さらに1563年には、彼は母親から、彼女がフランスに有していた
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所領（アランソン公領、アルマニャックの一部、ラ・ゲルシュ、プアンセ、シャトー・ゴ

ンチエ、カニの一部、カニエル、ボジエ）を譲渡されている39･それでも、近世史家のド

ニ・クルーゼが推定したところによる、アンリエット・ド・クレーヴが受け継いだ、ヌヴ

エール公家の総資産700万～1050万リーヴルと比較すると40、この結婚は明らかな降嫁

婚であり、女性の家系の象徴相続だけが目的に据えられて、ゴンザーグ家のアイデンティ

ティはみるかげもない。

現に、1565年の結婚契約書の条項には､夫とその子どもは｢今は亡きニヴェルネ公であ

り（中略）くだんのマドモワゼルの父親、いと高きクレーヴ様の家の名前と関の声および

紋章を｣受け継ぐこと、とする41，代輿相続におなじみの文面が顔をのぞかせる。さらに、

1566年にシヤルル9世が発布したニヴェルネの同輩衆領を新しい公夫妻が保持し続ける

ことを認める特許状には、「現在はクレーヴと呼ばれている」ルイ・ド・ゴンザーグという

文言が見受けられ42、結婚契約書の条項が遵守されているようである。ただし、史料にあ

らわれる範囲で、ルイ・ド・ゴンザーグがクレーヴと呼ばれるのはこの一度限りである。

なぜなら、新しいヌヴェール公夫妻は、クレーヴ家のヌヴェール公家を維持するのではな

く、クレーヴーゴンザーグ家が合体してヌヴェール公家を作り上げていくからである。そ

れが端的にあらわれるのは、家政に関する部門である。どのようなものか具体的にみてい

こう。

公家に仕えた人たちに支払われた1565年から1571年間の給金を記した帳簿を調べたボ

ルタンスキは、この時期、公夫妻に仕える人たちが3つのカテゴリに分類できることを指

摘している43．第一に、公家が拠点を置くニヴェルネ地方の出身者である。とりわけ財務

や裁判所の官僚はヌヴェール公領内の出身者に限定されている44°つまりクレーヴ家の時

代から公家とクリヤンテルを築いていた人々ということになるだろう45．直接、公家に仕

える人たちの多くもニヴェルネの出身者であった。とくに、会計官や秘書官は公領内に出

自をもつ人ばかりであるので、こちらもクレーヴ時代からのクリヤンテルが、そのまま持

続していったと思われる。

第二に、その地域で採用された人々である。公家は住まいをヌヴェールにある公宮殿以

外にも、パリの城館、レテロワにもつ城など複数所有していたので、それらの管理は､そ

の土地の人に任せられたようである46。とりわけ、パリ出身者はパリの居館の家政だけで

なく、公国の評定官にも名前を連ねた47．

第三に注目すべきは､イタリア人の集団である。この集団は､マントヴァからルイ．ド．
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ゴンザーグとともに移住してきた人々が、結婚後も改めてヌヴェール公家のクリヤンとし

て残ったパターンと、王国に住むイタリア人たちがルイ・ド・ゴンザーグの名声を頼りに

彼の庇護を求めて集まったパターンに別れる48°公夫妻に仕えるこのイタリア人集団の割

合は、かなり高いといえよう。帳簿に記された125名のうち、実に36名（28.8％）がイ

タリア人である49．一言つけ加えておくと、この帳簿には公の軍団に奉仕する人々は記載

されていないので、イタリア人の数はさらに多かったと思われる。

このように1565年の公家の女性相続人の結婚後、公領管理に変化が生じているのが分

かる。行政や財務の要職は古くからのクリヤンに委ねたままにしておく一方で、新たにイ

タリア人の集団も採用して公家の活性化をはかったのだろう。それは雇ったイタリア人を

通して、マントヴァおよびイタリアの文化をヌヴェールから発信していったことからも伺

える｡公の連隊将校によって､馬術やマントヴァ産の馬の名声はフランス全土に広められ、

公宮殿の改築でイタリア風の建築がもてはやされるようになった50．ヌヴェール公家はク

レーヴ家の記憶にゴンザーグ家のイタリア風の新しい文化を取り入れ、これまでの公家と

は別の家系と認識される。以後のヌヴェール公家は「ゴンザーグーヌヴェール」と呼ばれ、

「クレーヴーヌヴェール」とは一線画していくのである51。

第4節混成型相続の増加と象徴財との関係

前述したように、アンリエット・ド・クレーヴとルイ・ド・ゴンザーグの結婚は、女性

相続人の結婚に典型的な「象徴相続」を目的とする降嫁婚と思われたが、大幅な所領の拡

大こそなかったものの、クリヤンテルの拡大にみられるように、その性格は家産の拡大を

めざした混成型相続となっている。本章では、ヌヴェール公家の一例を取り上げただけだ

が､貴族家系の子どもの数の減少にともない、16世紀半ば頃から増えてくる女性相続人の

降嫁婚は、こうした特徴を備えていたとみられる。そうした結婚のメリットとしては､主

家に仕える一族郎党とのクリヤンテル関係は封土を媒介にしたものから、官職や家政管理

など給金を媒介にしたものへと変化を遂げていったため、必ずしも広大な所領が必要とな

らなくなったことがあげられよう52。

さらに混成型相続をおこなう降嫁婚のメリットとしては、女性の家系の象徴財の継承が

あまり問題にされない点があげられる。この変化は検討に値する。なぜなら、女性側がこ
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だわり続けた象徴財は、主に家名と家紋だった。この二つを夫と子孫が継承する条件は、

家格の差の大きな降嫁婚の結婚契約書には必ず登場した。ただ本論第3章でも明らかにし

たが､子孫が必ずしもその条件に従ったわけではない。16世紀には、相続人同士の結婚が

増え、ストーンが指摘するように貴族の男性にとって家紋を捨てることは精神的なショッ

クに直結するものであっただけに、それを強要しにくかったのであろう。しかし、全体と

してこうした変化は、16世紀を境に、貴族の価値観に変化が生じたことを物語っているよ

うに思われる。

まず家紋に関しては、16世紀半ば頃から、多くの貴族が家紋を分割紋にして使用するこ

とが流行となった。つまり、通常の四分割紋をさらに発展させた十六分割や十八分割紋が

頻繁に登場するようになったのである。その細かな紋様の一つ一つは、紋の所持者が保有

する領地を象徴的に視覚化したものであり、これまでのように姻戚関係を示す役割をはる

かに超えたものとなっている。たとえば、アンリ4世およびその妹のカトリーヌ・ド・ブ

ルボンが用いた彼らの出身家系であるナヴァール王家の紋は、下記の図像となっている53．

この場合、家紋は男系だけのもの、女系だけのものを継承するのではなく、男系と女系で

継承した所領をすべてあわせたものが使用されるようになっている｡その現れの解明には、

さらなる考察が不可欠であるが、この流行によって、家紋の単一継承に対する相続人たち

のジレンマが解消されたとはいえよう。

I

カトリーヌ・ド・ブルボンとアンリ4世が用いたナヴァール王家の紋章（17世紀初め）
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次に家名であるが、降嫁婚で結婚した夫婦の子どもは、母方の家名を名乗るように結婚

契約書や遺言書などで定められていても、やはり父方の家名を名乗るケースの多いことは

第3章で確認した｡ただし、ここで注目したいのは､彼らは父親の家名を継承していても、

自らを名乗る際に用いることの多い所領名は母方から受け継いでいる事実である。たとえ

ば､第3章の4節で列挙した家名と家紋を残すために降嫁婚をおこなった6名の女性相続

人の例では、相続人となった息子6名のうち1名だけが母方の家名を受け継いでいたが、

家名は父方のものを受け継ぎながらも、所領名は母方のものから取っている例は3例と半

分をしめる。

あえていえば､16世紀になるとこの所領名こそが家の名を体現していると考えられてい

るようになる。モンテーニュは『エセー』54第1巻第46章「名前について」のなかで、

こう警告している。「(今のフランスでみられるように）各人をその領地の名前で呼ぶこと

はまずい習慣であり、また、きわめて悪い結果を生むもととなる。それこそ家系を混同さ

せ、間違わせる最大の原因である」55。

『エセー』が出版された1580年代には、領主をその所有する領土名で呼ぶ習慣が礁立

されていたのである。第3章でも確認したが、中世末期より貴族には名前が3つあった。

まずは個人名(prenom)である。次いで､所領の名前(nomdeterre)があった｡そして、

先祖より由来する家名(patronyme)である。この家名こそが家系に属するもの、家産と

して代々継承されていくべきものとして、長子相続の対象であった。所領名が人を指すよ

うになった背景には「異なる城に住む二人の兄弟を区別するため」であったとカールーフ

エルデイナント・ヴエルナーは指摘している56．15世紀の例で説明すると、オルレアン

公シャルルとアングレーム伯ジャンは実の兄弟同士であり、ジャンは、アングレーム伯ジ

ヤン・ドルレアンを正式の名前とした。しかし、16世紀に入る前後には、モンテーニュが

伝えるように、所領名と家名は混同され、あるいは同一視されたのである。アンヌ・ド･

ブルターニュがこだわった「ブルターニュの名と紋」は、ブルターニュ公国という領地の

名前と紋であり、本来、彼女はモンフォールという家系の出身であった。アンリエット・

ド.クレーヴはクレーヴの家名よりヌヴェール公家としての存続と発展の方向を模索した。

同じことはナヴァール王家の継承にもあてはまる。ナヴァール王位を継いだ家系は、ブ

ルターニュやヌヴェールと同様に一家系だけではなく、フォワ家からアルブレ家、ブルボ

ン家へといった具合に変遷している57。しかしいずれの家系もナヴアール王の名前に漂い

愛着を示し、王国の大半がスペインに奪われてしまったあとでも、その奪回を常に夢見て
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行動しているのである。ナヴァール王ガストン・ド・フオワの一人娘でフオワ家の女性相

続人であり、ナヴアール女王となったカトリーヌ・ド・フオワ（1470-1517）は婿養子を

迎える形でアルブレ家のジヤン（1477-1516）と縁組するが、しばしば7歳年下の夫に

向かってこう言い放っていたと伝わっている。「ああ。私がジャン・ダルブレであなたが妻

の私であったら、私たちはずっと私のナヴアールにいられたでしょうに」58。

つまり、彼女にとっては、ナヴァール王家のアイデンティティだけが大切であり、あと

はフォワであってもアルブレであっても強いこだわりはないのである。彼女は死ぬ前にこ

ういい残してもいる。「息子がナヴァール王国を再建した暁には､私をパンプローナ（ナヴ

アール王国の首都）に埋葬してもらいたい」59．

彼女は南フランスの名門貴族家系フォワ家の女性相続人だったが、フォワ家よりナヴァ

ール王家に自身のアイデンティティをおいていたといえよう。同じことは、フオワ家から

ナヴァール王位を継いだアルブレ家にもいえる。アルブレ家の女性相続人ジャンヌ・ダル

ブレ（1528-1572）はブルボン家と縁組したが、婿養子に来てもらう形をとり、夫となっ

たアントワーヌ・ド・ブルボンに対して、ナヴァール王家の宮廷のあるネラックやボー、

カステルジャルーといったアルブレ家の勢力範囲のなかに居住を求めた60°このナヴァー

ル女王ジャンヌ・ダルブレの長男アンリ・ド・ブルボンはブルボン王朝をひらいた人物で

あるが、フランス王アンリ4世と呼ばれる以前はアンリ・ド・ナヴァールと呼ばれ、それ

で通ってきている。こうした例からも、所領名が家名と同一視されている様子が理解でき

よう。

こうした家名と家紋に関する見方の変化を追跡すると、女性相続人の家系が家名と家紋

といった従来の象徴財の継承に固執しなくなった理由もわかってくる。つまり、家紋は分

割紋を複数用いる、家名は父方の家名を継承しつつ母方の所領名を名乗るという新しい慣

習が貴族層に浸透するようになってくることで、相続の目的としてわざわざ象徴財の継承

をあげる必要がなくなったのである。

小括

本章では、混成型相続を実践する降嫁婚が16世紀半ばより貴族の女性相続人に増加し

た理由として、象徴財に対する貴族の価値観に変化が生じたため、実質財の統合だけに集
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中して家系を発展させることが可能となったからであることを明らかにした。とはいえ、

それですべてが言い尽くされているだろうか。そもそも女性相続人を輩出した家系は､す

べてがすべて象徴財の継承にこだわっていたのだろうか。もし、そうなら降嫁婚による混

成型相続が増えてくる16世紀半ば以前にも、多くの同等婚による混成型相続が実践され

ていた説明ができなくなる。逆説的には、女性相続人を輩出した家系には、象徴相続に固

執しない家系もかなり多くあったのではないかと推測されるのである。つまり、女性相続

人を輩出した家系には、家名や家紋の継承による家系の永続化を望んで象徴相続に固執す

るタイプと、実質財の増加による家系の発展を望んで混成型相続を実践するタイプの二つ

に分かれていたと考えられる。

したがって、女性相続人側は象徴財の継承にだけこだわり、家系の存続戦略に固執続け

るという通説的な理解は修正される必要があるのではないか。これまでの研究では、名門

貴族の結婚契約書などの分析により、代襲や分離型の相続条件の存在が強調されてきた。

しかし現実には、象徴財の継承に固執しない家系も一定数存在したのである。そうした家

系においては、実質財の増加に基づいた家系の発展を重視している。混成型の所領の誕生

においても、女性相続人は、新興の領主の正統性を保証する核となる役割を担ったのであ

る。伝統的に受け継がれてきた家名や家紋を残さずとも、実質財を受け継いだ子孫が繁栄

し、安定した所領管理がおこなうことこそ、女性相続人の家系力哩んだことだったのでは

ないだろうか。象徴財を確保するための相続を目的とした結婚政策では、家系の発展は望

めなかった｡代襲相続では､降嫁婚ゆえに夫の家産はほとんどあてにできず､同族婚では、

親族関係の縮小ゆえに家系は弱体化せざるをえない。分離型相続も家産が分離されること

が前提であったので､家系の発展､拡大はほぼ不可能であった｡そうした状態に鑑みれば、

家系の発展を実質的な家産で実現させようとする家系にとっては、象徴財の相続を目的と

する結婚よりも、混成型の相続を目的とする結婚を実践したのも当然である。それをふま

えて､象徴財の捉え方に変化も生じ、混成型相続は同等婚のみならず、降嫁婚においても

実践されることとなったのである。

女性相続人の存在は、たとえ象徴としてであっても、たとえ実権を有していなくとも、

その正統性ゆえに新興の家系と古い家系を一体に纏め上げる役割を果たした。彼女が後継

者を残さずに亡くなるだけで、家系は求心力を失い、一体感を欠き、本当の家系の危機を

迎えるのである。さらに、女性相続人は、象徴やお飾りとしての弱々しいだけの存在でも

なかった。混成型相続を実践していたとしても、自らが父祖より受け継いだ所領は夫の家
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系には組み入れないよう措置をとった女性相続人も少なからずいたからである61．状況に

応じて結婚と相続の方法を使い分けながら発展していく貴族家系と、その中でたくましく

生きる女性相続人の姿を見直す段階に、今きているのではないだろうか。
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近年の研究からも明らかにされてきたように、フランスの貴族層は多種多様な集団であ

った。ただそれでも、相続や結婚という観点から眺めれば、同属性をまとった一つの大き

な社会集団であることに違いはないだろう。家門貴族か法服貴族であるか、富裕であるか

そうでないか、地方の所領に暮らすか宮廷に居をもつかにかかわらず、貴族層を自任する

ものたちには、共通の「家門」の概念が意識されていた。その形成に少なからず影響を与

えたのが、「貴族の相続」と呼ばれる相続方法であったといえる。男系の長子相続を原則と

するこの法によって､貴族の父系意識は強められていったと考えられる。「非常に高貴であ

り古い家系は、人の記憶に遡れないほど太古の時代より、脈々と男系で垂直に継承され」

ていく、というラヴァル家の結婚契約書にみられた文言や、モンテスキュー家の左端の長

い家系図は、貴族の家系に対する概念を雄弁に物語るだろう。

ただし、この時代を人口動態的に眺めてみると、「貴族の相続」が速やかに実践できる

状況には決してなかった｡成人年齢に達することのできる人口自体が2名を超えないなか、

貴族男性に特有の行動様式（従軍義務、馬上槍試合、決闘）が、彼らの死亡率を押し上げ

たからである。しかし、男性を欠いたからといって、貴族の家系が消滅するわけではなか

った。男性のかわりに、女性を相続人として「家」を存続させる制度が機能していたから

である。「女性相続人(heritiere)」の制度である。この制度によって、婚外子相続、養子

や一夫多妻の制度を認めないキリスト教社会に生きるフランス貴族たちの家系も、簡単に

消滅することが避けられた。問題は、女性相続人の結婚によって家産が動くことである。

貴族の家産には、所領などの不動産や動産、夫婦の共有財といった実質的な財のほか、

家名や家紋といった象徴的な財の2種があった。女性相続人は、その2種の財を一身に引

く受け、どちらも子孫へ受け継がせようとする。フランソワ・ルブランが貴族の長男に課

せられていた使命として掲げた「家名の誇りと、それを永遠に継承し、それにともなう財

産､領地、特権、官職、地位を子孫に遣し、さらにもし可能ならばそれらを増やしていく」

ことは、女性相続人にも適用され得たのである。しかし、女性相続人の財の委譲には弊害

が待ち受けていた。相続の男系原理が、女性側の、とりわけ「家名の誇り」を表象する象

徴財の継承に難色を示した。

そこで、女性相続人側は、象徴相続を認めてもらいやすくするために、「身分違い」と

いっていいほどの大きな降嫁婚の形をとり、代襲相続の制度を使用して自らの家系を存続

させようとする。大きな降嫁婚を用いるのは、夫に無理な願いを聞き入れてもらうのに、
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そのほうが都合がよかったからである。ただ、そこまでしても、象徴財の女系継承は上手

く続かないことのほうが多かった。結婚契約書に代襲相続の記載があっても、それはほと

んど遵守されていない。

それでは、女性相続人は、せっかく降嫁婚までしておきながら、目的もかなわず､編さ

れるだけで、馬鹿をみる存在に過ぎなかったのだろうか。家系に男性がいなくなるという

ことは、こうも脆い状態に簡単に陥ってしまうことを意味するのだろうか。

か弱い女性の立場に同情する前に、この時代の貴族社会には女性相続人が少なからず存

在したことを思い起こさなければならないだろう。全員の全員が象徴財の女系継承を主張

したわけではなかった。彼女たちの結婚の実践を分析すると、女性相続人を輩出した家系

は、家系の永続化を目的に「象徴相続」を重要視するタイプと、所領の利益と安泰を目的

に「実質相続」を重要視する家系の2タイプに、区分することができたのである。

「象徴相続」を重視するタイプの女性相続人の結婚政策は、さらに3タイプに分けられ

る。一つ目は、問題の結婚時に夫側の家系に代襲相続を要求するパターンである。代襲相

続で核となるのは、家名や家紋といった家系に象徴的な家産の相続のされ方を厳格に定め

ることである。母系の「象徴相続」を実践することで、女性相続人の家系は次世代にも存

続するはずであった。さらに、代襲相続を要求する場合、女性相続人側の家系は圧倒的に

夫側の家系より社会的身分が高くなるのが特徴である。ほかにも、夫は相続人ではなく、

通常は独身を強いられることの多かった次三男であることもこの結婚形態に特筆すべき点

であろう。つまり、降嫁婚という結婚形態で、母系の家産継承がおこなわれた。代襲相続

の実践は、家名と家紋といった象徴財を失うことへの貴族の一般的な恐怖心と関係してい

る。それゆえ、男性側の家系も女性相続人との結婚には慎重であった。圧倒的な降嫁婚の

もとでは､男性側の家系のアイデンティティが完全に消失する可能性もあり､｢貴族の相続」

で父系のアイデンティティを育まれてきたぶん、男性にとっての妻の家系の代襲相続は、

相当ハードルの高いものだったようである。

二つ目は、女性相続人の夫が妻の男系親族である同族婚の形をとる結婚政策である。こ

れは､夫婦ともに同じ紋と家名を有していることから、生れてくる子どもは確実に母親の

（父親のでもあるが）家名と家紋を継ぐことになった。ただし、この結婚形態は、貴族の

社会構造を形作っていた親族関係が内向きに縮小していくという面で、家系が弱体化しや

すいという欠点がみてとれる。

三つ目は、将来的に長男に夫の家系を継がせ、次男に女性相続人の家系を継がせる分離
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型の相続をめざした結婚政策である。この相続形態は、両家系ともに象徴財が確保できる

という点から、男性側にも女性側にも受け入れやすいものであったが、人口動態的な問題

を抱えるこの時代に必ずしもマッチした政策だったとはいえなかった。

以上、「象徴相続」を重視するタイプの結婚政策は、「名門」と呼ばれる、由緒ある古い

家系にしばしば見られる印象を受ける。ただしこの政策は、降嫁婚を選択することで夫の

家産を期待できない点、同族婚を選択することで親族関係が縮小していく点、分離型の相

続を選択することで家系の繁栄が見込めない点において、家系の弱体化を招くというリス

クがあった。

次に「実質相続」を重視するタイプの女性相続人の結婚政策は、「混成型の相続」がお

こなわれる結婚である。混成型とは、彼女が相続した、前の領主の財が、夫となった新し

い領主の財と一つになる形である。それをスムーズにするのは、「女性相続人」の表象とし

ての存在ゆえである。彼女を介して、新しい領主は正統性を手に入れるのである。また、

この場合、女性相続人は象徴財の確保にはこだわらず、自身が相続した実質財を夫の家系

のものと併せて一つとする。家産は増加し、家系は発展していく。女性相続人との婚姻関

係が、新しい領主の正統性の拠り所となるのである。

注意したいのは、混成型の相続がおこなわれる結婚においても、女性相続人が出身家系

の財に無頓着であったわけではないということである。両家系の財を独立させたままにす

る、財産分離の方を選択する女性相続人たちも存在した。アンヌ・ド・ブルターニュの例

でも分析したように、夫の家系を味方につけることで、自らの家系の存続を確かなものに

しようと、女性相続人側のほうでも利用できるものは利用したのである。

また、混成型の相続では、家名と家紋には、夫のものに妻のものを並存させる方法をと

ることもあった。なかでも、所領名と家名を混同する傾向が、女性相続人側が「象徴相続」

に固執する理由を減少させたといえよう。

ややもすれば、家系の維持をめざした象徴財の継承ばかりを意識していたと考えられが

ちな女性相続人であるが、その実、実質財の保持からも家系の繁栄をとらえていたのであ

る。自身の家系の存続だけに注意を払うのでも夫の家系に利用されるのでもない両家系を

併合したうえで、新たな家系の発展を模索していく近世フランス貴族の姿が、女性相続人

の結婚政策からは垣間見える。

とはいえ、本論でおこなったように、家系の結婚政策のなかでだけで女性相続人をみる

と、どのような結論に達しても、結局は家の存続のために利用されるだけの「駒」にすぎ
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ない、と受け止められかねないことも承知している。また、当の女性相続人が何を考えて

いたのか、彼女たちの主体性にまで踏みこんでその像を把握しきれなかったこと、あるい

は社会との関わり方に女性相続人がどう関与していたのかまで考察が及ばなかったことな

ど、反省点は挙げればきりがない。ただ、貴族女性を対象とした研究は、端緒についたば

かりであること、今後、後進が続くことを期待する意味で、本研究が何らかの問題提起と

なればいいと願い、本稿を閉じることにする。
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